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令和８年第１回定例会会期日程表 
月  日 曜 

開 議 
時 刻 

区 分 日       程 備 考 

３月 ５日 木 午前１０時 本会議 

・開会 
・会期の決定 
・諸般の報告 
・村⻑施政⽅針及び提案理由説
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・休会の件について 
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・常任委員会 
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３月 ７日 土  休 会   

３月 ８日 日  休 会   

３月 ９日 月  休 会   

３月１０日 火  休 会   

３月１１日 水 午前１０時 本会議 

・一般質問（６名） 
・議案審議 
（承認第１号〜 
    議案第１０号） 

・補正 
 予算 
・条例 

３月１２日 木 午前１０時 本会議 
・議案審議 
 （議案第１１号〜 
    議案第２０号） 

・条例 
・補正 
 予算 
・当初 
 予算 

３月１３日 金 午前１０時 本会議 
・議案審議 
 （議案第２１号〜 
    議案第３６号） 

・当初 
 予算 
・一般 



・発議第１号〜第２号 
・陳情書等審議 
・組合議会報告 
・委員会の閉会中の継続調査申
出 

 議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



提 出 議 案 等 
 

（令和８年３月５日提出） 
 
（村⻑提出議案） 
 
承認第 １号  専決処分の報告及び承認について「（専第１号）令和７年度⻄原村一般会

計補正予算（第５号）について」 
 
承認第 ２号  専決処分の報告及び承認について「（専第８号）⻄原村火⼊れに関する条

例の一部を改正する条例の制定について」 
 
議案第 １号  ⻄原村附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 
 
議案第 ２号  職員の育児休業等に関する条例及び⻄原村職員の勤務時間、休暇等に関

する条例の一部を改正する条例の制定について 
 
議案第 ３号  ⻄原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 
 
議案第 ４号  ⻄原村一般職の職員の給与に関する条例及び⻄原村⻑等の給与及び旅費

に関する条例の一部を改正する条例の制定について 
 
議案第 ５号  ⻄原村⻑期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定に

ついて 
 
議案第 ６号  ⻄原村社会体育施設等の管理に関する関係条例の整備に関する条例の制

定について 
 
議案第 ７号  ⻄原村特定乳児等通園⽀援事業の運営に関する基準を定める条例の制定

について 
 
議案第 ８号  ⻄原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利⽤者負担等に関



する条例の一部を改正する条例の制定について 
 
議案第 ９号  ⻄原村地域経済牽引事業の促進による地域の成⻑発展の基盤強化に関す

る法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する
条例の制定について 

 
議案第１０号  ⻄原村工業⽤水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 
 
議案第１１号  ⻄原村学校給食費無償化基金条例の制定について 
 
議案第１２号  熊本広域行政不服審査会を共同設置する地⽅公共団体の数の増加及び熊

本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について 
 
議案第１３号  令和７年度⻄原村一般会計補正予算（第６号）について 
 
議案第１４号  令和７年度⻄原村国⺠健康保険特別会計補正予算（第４号）について 
 
議案第１５号  令和７年度⻄原村介護保険特別会計補正予算（第３号）について 
 
議案第１６号  令和７年度⻄原村後期⾼齢者医療特別会計補正予算（第４号）について 
 
議案第１７号  令和７年度⻄原村工業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）につい

て 
 
議案第１８号  令和７年度⻄原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）について 
 
議案第１９号  令和７年度⻄原村工業⽤水道事業会計補正予算（第３号）について 
 
議案第２０号  令和８年度⻄原村一般会計予算について 
 
議案第２１号  令和８年度⻄原村国⺠健康保険特別会計予算について 
 
議案第２２号  令和８年度⻄原村介護保険特別会計予算について 
 
議案第２３号  令和８年度⻄原村後期⾼齢者医療特別会計予算について 



 
議案第２４号  令和８年度⻄原村工業団地造成事業特別会計予算について 
 
議案第２５号  令和８年度⻄原村住宅⽤地造成事業特別会計予算について 
 
議案第２６号  令和８年度⻄原村中央簡易水道事業会計予算について 
 
議案第２７号  令和８年度⻄原村工業⽤水道事業会計予算について 
 
議案第２８号  指定管理者の指定について（⻄原村構造改善センター） 
 
議案第２９号  指定管理者の指定について（にしはらオーガニックセンター） 
 
議案第３０号  指定管理者の指定について（⻄原村⼤野地区地域農産物等活⽤型総合交

流促進施設） 
 
議案第３１号  指定管理者の指定について（⻄原村滝地区地域資源活⽤総合交流施設（滝

交流農園）） 
 
議案第３２号  村道の路線廃止について 
 
議案第３３号  村道の路線認定について 
 
議案第３４号  工事請負変更契約の締結について（滝川河川災害復旧工事） 
 
議案第３５号  工事請負変更契約の締結について（秋田灰床線道路災害復旧工事） 
 
議案第３６号  工事請負変更契約の締結について（鳥子地区新工業団地１工区造成工事） 
 
 
 
 
 
 
 
 



（令和８年３月１１日提出） 
 
（一般質問） 
 
１番 山下圭介君 ２番 松浦哲也君 ３番 尾崎幸穂君 ４番 坂本隆文君  
５番 堀田直孝君 ６番 桂 悦朗君 
 
 
 

（令和８年３月１３日提出） 
 
（村⻑提出議案） 
 
議案第３７号  指定管理者の指定について（⻄原村運動公園） 
 
同意第 １号  ⻄原村副村⻑の選任につき同意を求めることについて 
 
（議員提出議案） 
 
発議第 １号  ⻄原村議会基本条例の制定について 
 
発議第 ２号  ⻄原村議会会議規則第１２９条に伴う議員派遣について 
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第 １ 号 （ ３月 ５日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年第１回⻄原村議会定例会会議録 

 
 
 令和８年３月５日、令和８年第１回⻄原村議会定例会が⻄原村役場に招集された。 
 
 
 令和８年３月５日（木曜日） 議事日程第１号 
 
日程第 １  会議録署名議員の指名について 
 
日程第 ２  会期の決定について 
 
日程第 ３  諸般の報告 
 
日程第 ４  村⻑施政⽅針及び提案理由説明（承認第１号〜議案第３６号） 
 
日程第 ５  休会の件について 
 



１、応招議員    （１０名） 
 
 

１ 番    山 下 圭 介 君 

２ 番    加 藤 博 敏 君 

３ 番    松 浦 哲 也 君 

４ 番    尾 崎 幸 穂 君 

５ 番    堀 田 直 孝 君 

６ 番    坂 本 隆 文 君 

７ 番    中 ⻄ 義 信 君 

８ 番    山 下 一 義 君 

９ 番    桂   悦 朗 君 

１０ 番    ⻄ 口 義 充 君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２、不応招議員    （なし） 
 
 



３、出席議員    （１０名） 
 
 

１ 番    山 下 圭 介 君 

２ 番    加 藤 博 敏 君 

３ 番    松 浦 哲 也 君 

４ 番    尾 崎 幸 穂 君 

５ 番    堀 田 直 孝 君 

６ 番    坂 本 隆 文 君 

７ 番    中 ⻄ 義 信 君 

８ 番    山 下 一 義 君 

９ 番    桂   悦 朗 君 

１０ 番    ⻄ 口 義 充 君 

 
 
 
 
４、欠席議員    （なし） 
 
 
 
 
５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 
 
 

                議会事務局⻑    海 津 智 子 君 

                議会事務局書記   児 玉 みどり 君 



６、地⽅自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとお
りである。 
 
 

                村  ⻑    吉 井   誠 君 

                副 村 ⻑    田 島 由 紀 君 

                教 育 ⻑    中 村 賀 一 君 

                総務課⻑    堀 田 隆 二 君 

                総合政策課⻑  堀 田 和 也 君 

                教育課⻑    秋 吉 蘭 子 君 

                会計管理者   林 田 浩 之 君 

                税務課⻑    廣 瀬   太 君 

                産業課⻑    中 ⻄   聡 君 

                建設課⻑    久 野   太 君 

                水道課⻑    村 上 文 英 君 

                住⺠福祉課⻑  小 栗   優 君 

                保健衛⽣課⻑  岩 下 源一郎 君 

                商工観光課⻑  山 田   孝 君 

                保育園⻑    岩 村 智 子 君 



午前１０時００分   開会・開議 

 

 

○議長（西口義充君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  令和８年第１回の定例会が招集されましたところ、定足数に達しておりま

すので、令和８年第１回西原村議会定例会を開会します。 

  ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、タブレットに提示の議事日程第１号のとおり行います。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、７番議員、中西義信君、

８番議員、山下一義君を指名します。 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、２月25日に行われました議会運営委

員会で本日５日より13日までの９日間と想定しておりますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認めます。よって会期は、本日５日より13日

までの９日間とすることに決定しました。 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  報告として、議長から、会議規則第129条ただし書の規定により、議員の派

遣についてを報告します。 

  １月15日、菊池郡・阿蘇郡町村議会議長会研修会が菊陽町で開催され、出

席しました。 

  １月16日、阿蘇市町村議長会主催の阿蘇市町村議長会総会及び阿蘇郡町村

議長会主催の阿蘇郡町村議長会総会が阿蘇市にて行われました。 

  ２月19日、令和７年度全国町村議会広報クリニック研修が全国町村議員会

館で開催され、議会広報常任委員会の委員が出席しました。 

  ２月20日、熊本県町村議会議長会主催の熊本県町村議会議長会総会が熊本

市で行われました。 

  以上で、議長からの諸般の報告を終わります。 

  日程第４、村長施政方針及び提案理由の説明を求めます。 

（村長 吉井 誠君 登壇 説明） 

○村長（吉井 誠君）皆さん、おはようございます。 

  令和８年第１回西原村議会定例会の招集をお願いしましたところ、議員各

位におかれましては大変ご多忙の中、全員のご出席を賜り、誠にありがとう



ございます。 

  まずもって、桂議員におかれましては、議員活動15年表彰、誠におめでと

うございます。15年の長きにわたり議員として村のためにご尽力をいただき、

心より感謝を表します。 

  私個人的な思い出としましては、やはり熊本地震の際に畑・風当集落の復

旧・復興を通して、役場と地元のつなぎ役として、また、相談役としてご対

応いただきました。当時は経験したことのない先の見えない復旧事業の中、

自らも被災された中で地元や役場職員に寄り添っていただきご尽力をいただ

きましたことは、忘れることのない思い出でございます。それから、私が提

案理由を毎回説明させていただく際に、いつも丁寧にご査収いただき、本当

にありがとうございます。これまでの議員活動に対し、心より感謝を申し上

げますとともに、健康にはご自愛いただき、今後ますますのご活躍を祈念申

し上げます。 

  今定例会は、新年度予算をご審議いただく大事な議会でございます。令和

８年度施政方針と併せてお話をさせていただきます。 

  本年は、熊本地震からはや10年目を迎える節目の年となります。本震が発

生しました４月16日未明午前１時25分には、犠牲者となられた方々に追悼の

意を表するとともに、震災の記憶の風化を防ぎ防災への思いを新たにするた

め、総合体育館前でキャンドルシェードをともします。 

  午前10時からは、熊本県及び県内全市町村主催によります熊本地震10年犠

牲者合同追悼式及び熊本県防災危機管理トップセミナーが熊本城ホールで開

催され、それから、午後２時からは村主催によります熊本地震10年西原村犠

牲者追悼式及び防災座談会を開催いたします。 

  ４月18日の土曜日は、村外全国各地からご支援いただいた方々への恩返し

をテーマにしたイベントを実施します。 

  また、村内で開催します夏祭りやふれあい祭りなどイベントや広告、ステ

ッカー作成など、年間を通して全国への恩返しができればと考えています。 

  さらに、建設を進めています多目的震災ミュージアムにつきましても、間

もなく完成予定でございます。この施設を活用し、震災の記憶と経験、教訓

を後世に伝えてまいります。 

  昨年10月に石川県穴水町と災害時総合応援協定を締結したところでござい

ますが、新年度より穴水町へ応援職員を派遣する予定でございます。熊本地

震の際には、穴水町より職員を派遣いただいており、そのときの恩返しとな

ればというふうに考えています。 

  令和８年度の当初予算につきましては、歳入歳出それぞれ60億1,130万円を

計上しています。今回、予算の主な内容としまして、若者支援、子育て支援、



農業支援をはじめとする各種施策を中心に必要な予算を計上させていただき

ました。 

  まず、令和８年度より実施しています高校通学定期券補助につきましては、

先般行われました中学生子ども議会や利用者の皆様から寄せられたご意見を

踏まえ、令和８年度は対象路線の拡大を予定しています。これまで対象とし

ていました村内バス路線に加え、ＪＲ、市電、そのほかのバス路線等も対象

とし、高校通学者の負担軽減をさらに図ってまいりたいと考えています。 

  先日の県議会で、空港から肥後大津駅を結ぶ空港ライナーの一般路線化が

発表され、村が要望していました西原村民の利用が可能となりました。これ

から大津方面への通学の利便性が高まるものと期待をしているところでござ

います。 

  次に、西原村への移住・定住の促進及び村内での就職・就業される方々の

支援を目的として、新たに奨学金返済支援補助金制度を創設いたします。学

生時代に借りた奨学金を返済しながら村内で様々な産業に従事される方々を

支援することで、移住・定住の促進につなげるとともに、村内企業における

新卒採用難などの課題解決にも寄与し、西原村における多様な分野での活躍

を後押ししてまいります。 

  次に、子育て支援のさらなる充実を図る施策としまして、学校給食費の完

全無償化について申し上げます。 

  学校給食は、子どもたちの健やかな成長を支える基盤であり、保護者の皆

様の安心にも直結する極めて重要な施策であると認識しています。昨今の物

価高騰の中にあっても、本村においては給食の質を確保することを最優先事

項と考え、これまでも独自の補助を行ってまいりました。こうした取組をさ

らに発展させるため、令和８年４月より小学校及び中学校において、学校給

食費の完全無償化を実施することとし、令和８年度当初予算に必要な経費を

計上させていただきました。 

  小学校につきましては国・県補助の不足分を村が補塡し、中学校につきま

しては村独自の施策として全額を無償化いたします。本村の豊かな農産物を

活用し、安全で栄養価の高い給食を安定的に提供することで、西原村が誇る

このすばらしい食の恵みを次世代へとつなぎ、子どもたちが安心して遊べ

る・学べる教育環境の充実を図ってまいります。 

  次に、農業支援について申し上げます。 

  サツマイモ基腐病対策につきましては、令和７年度の取組において一定の

効果が見られたことから、令和８年度におきましても、土壌殺菌剤１回目散

布分の２分の１を補助する予算381万円を計上しています。 

  また、新たに畜産農家への自給飼料生産を支援するため、種子代の補助制



度を新設する予算を計上しています。これにより村の基幹産業であります農

業を引き続き守っていきたいと考えています。 

  投資的経費につきましては、村道滝小野線道路改良工事の第２期分としま

して、辺地債を活用し３億100万円を計上しています。 

  このほか、庁舎改修の完了により、来庁者、特に外国人の方が相談しやす

い総合窓口を開設する経費、高齢者の買い物支援に要する経費も新たに計上

し、より暮らしやすい村づくりを進めてまいります。 

  続きまして、歳入について申し上げます。 

  村税や寄附金、繰入金等の自主財源につきましては21億9,576万円で、歳入

全体に占める割合は約37％となっております。一方で、地方交付税や国庫支

出金等の依存財源につきましては38億1,553万円で、約63％を占めています。 

  自主財源の根幹をなす村税につきましては年々増加傾向にありまして、今

後も安定的な税収の確保を期待しているところであります。しかしながら、

依然として依存財源に頼る割合は大きく、財政調整基金２億7,279万円を繰り

入れることで財源不足を補っています。 

  今後も企業誘致や移住・定住促進、ふるさと納税の推進などを通じて、自

主財源の確保・拡充に積極的に取り組んでまいります。 

  歳出につきましては、目的別では民生費14億4,799万円、24.1％、公債費12

億8,669万円、21.4％、総務費10億9,032万円、18.1％の順となっております。 

  また、性質別でみますと、人件費11億6,453万円、19.4％、扶助費６億5,887

万円、11％、公債費12億8,669万円、21.4％と、義務的経費が全体の51.7％を

占めています。これら義務的経費は任意に削減できるものではないことから、

普通建設事業費や物件費、補助費等の抑制について引き続き取り組んでまい

ります。 

  特に、令和８年度におきましては、令和７年度と比較しまして、人件費等

の増加により義務的経費が２億6,961万円増加し、また、普通建設事業費の増

加により、投資的経費も9,738万円増加しています。一方で、物件費につきま

しては4,314万円の減額となっております。 

  今後も国・県補助金や財政処置の有利な地方債も活用し、村の単独負担も

できる限り抑制するよう努めてまいります。 

  それから、今回、田島副村長が３月31日をもって、退職となります。副村

長におかれましては、これまで２年間西原村のため、また、職員のためにた

くさんご尽力を賜りました。 

  私の公約でもあります公共交通の充実を図るため、合併後初めてとなりま

す西原村地域公共交通計画の策定に向けご指導いただき、益城西原空港ライ

ナー便の実証運行であったり、村内公共交通機関への各種補助、高校生の通



学定期券補助などスピード感をもって実現いただきましたことは、これから

先の西原村の利便性向上につながるものとなりました。昨年４月に設置しま

した商工観光課につきましては、これまでの経験や人脈を生かされＰＲ大使

の設立であったり、ナミ像誕生日イベントのほか、報道情報機関の積極的な

活用など、多岐にわたりご指導・アドバイスをいただきました。 

  また、鳥子新工業団地の造成先行など県との連絡調整であったり、情報交

換により、目標としておりました１月末までの完了にご尽力をいただき、企

業誘致と並行し、村内企業との連絡協議会の開催に取り組まれ、２月には近

隣の高校であったり大学とのマッチングを目的に情報交換会を開催し、これ

からの企業の問題解決に向けた情報収集であったり、対策など持続可能な活

動への方向性を示していただきました。 

  人事面におきましても、職員とふだんからコミュニケーションを何よりも

大切にされておりまして、特に女性職員では家庭と仕事の両立や管理職への

キャリア志向について、明るく頑張って働く姿勢を自らの身をもって示して

いただき、管理職における女性比率の向上につながりました。 

  このように短い２年間ではございましたが、多くの功績を残していただき、

また、村民からも、持ち前の明るさで地域や商工会交通指導委員、消防団な

どいろんなところで村民から親しまれ、あと１年間延長できないかという嬉

しいお言葉も多くいただきました。４月より県庁へ復職されますが、これか

らも西原村のことを思っていただき、特段のごひいきをいただきますようよ

ろしくお願いいたします。副村長が県庁に帰って頑張られている姿、活躍さ

れている姿は職員の励みにもなるというふうに思います。このご縁を機に、

職員が何かと問合せであったり、悩みの相談などもあるかと思いますが、引

き続きご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

  西原村は、田島副村長のこれからのご活躍を全力で応援します。２年間、

本当にありがとうございました。 

  それでは、提案理由の説明をさせていただきます。 

  承認第１号、専決処分の報告及び承認について「（専第１号）令和７年度

西原村一般会計補正予算（第５号）について」説明いたします。 

  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,276万9,000

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億5,389万4,000円と

するものでございます。 

  専決の理由でございます。令和８年１月27日告示。令和８年２月８日投票

の衆議院議員総選挙及び最高裁判所国民審査に係る予算措置と、令和７年11

月21日に閣議決定された総合経済対策による物価高応援子育て応援手当支給

など、速やかに現金給付をする必要がありました。このような必要な措置を



講じるための予算補正が急遽必要であり、緊急を要し議会を招集する時間的

余裕がなかったことから、地方自治法第179条第１項の規定により、令和８年

１月20日付で専決処分をさせていただきました。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  承認第２号、専決処分の報告及び承認について「（専第８号）西原村火入

れに関する条例の一部を改正する条例の制定について」説明いたします。 

  この条例の改正につきましては、熊本市火災予防条例の改正施行に伴い、

西原村火入れに関する条例の一部を改正し、令和８年１月１日から施行する

必要があるため、議会を招集する時間的余裕がないことから、地方自治法第

179条第１項の規定により、令和７年12月26日付で専決処分をさせていただき

ました。 

  詳細につきましては、産業課長より説明いたします。 

  議案第１号、西原村附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の

制定について説明いたします。 

  地方自治法第138条の４第３項の規定に基づき、新たに西原村景観審議会を

設置するため、本条例の一部を改正するものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第２号、職員の育児休業等に関する条例及び西原村職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 

  地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正されたことに伴い、部分

休業等による柔軟な働き方を実現するための措置を講ずる必要があり、関係

条例の整備を行うものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第３号、西原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について説明いたします。 

  特殊勤務手当において、税務手当を徴収手当とすることで、徴収に関わる

業務全般において手当の拡充を図るため、関係条例の整備を行うものでござ

います。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第４号、西原村一般職の職員の給与に関する条例及び西原村長等の給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたしま

す。 

  令和７年人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定取扱いに準じて、令和

８年度における期末勤勉手当率等の改正を行う必要があり、関係条例の整備

を行うものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 



  続きまして、議案第５号、西原村長期継続契約を締結することができる契

約を定める条例の制定について説明いたします。 

  本条例は、地方自治法第234条の３及び同施行令第167条の17の規定に基づ

き、複数年度にわたる契約を適正かつ円滑に締結できるよう契約の範囲など

を明確にする必要があり、関係条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第６号、西原村社会体育施設等の管理に関する関係条例の整備に関す

る条例の制定について説明いたします。 

  西原村運動公園において、指定管理者制度による利用料金制を導入すると

ともに、周辺の社会体育施設等についても事務の委託を行うことで、管理運

営の効率化及び利用者の利便性向上を図るため、関係条例の所要の改正を行

うものでございます。 

  詳細につきましては、教育課長より説明いたします。 

  議案第７号、西原村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について説明いたします。 

  子ども・子育て支援法において新設された特定乳児等通園支援事業に関し、

国の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に基づき、本村における同

事業の運営に関する基準を定めるものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課長より説明いたします。 

  続きまして、議案第８号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明

いたします。 

  子ども・子育て支援法において新設された乳児等通園支援事業により、村

立保育園における乳児等通園支援事業利用料を定める必要があり、この条例

の一部を改正するものでございます。 

  詳細につきましては、住民福祉課長より説明いたします。 

  議案第９号、西原村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改

正する条例の制定について説明いたします。 

  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に

基づき作成されている第２期熊本県地域未来投資促進基本計画が変更された

ことに伴い、緑地面積等率に関する工場立地特例対象区域として新たに第二

鳥子工業団地を追加するため、本条例の一部を改正するものでございます。 

  詳細につきましては、総合政策課長より説明いたします。 

  続きまして、議案第10号、西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置

等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明いたします。 



  西原村水道事業基本計画策定及び変更認可申請書、また、西原村工業用水

道事業変更認可届出書の提出に伴い、本条例の一部を改正するものでござい

ます。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたします。 

  議案第11号、西原村学校給食費無償化基金条例の制定について説明いたし

ます。 

  子育て世帯の経済的負担の軽減及び教育環境の拡充を図ることを目的とし

た学校給食費無償化への施策を安定的に行うため、地方自治法第241条の規定

に基づき、本条例を制定するものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第12号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の

増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について説明いたしま

す。 

  熊本広域行政不服審査会へ新たに宇土市が加入することに伴う規約の一部

変更でございます。 

  熊本広域行政不服審査会共同設置規約を変更しようとするときは、地方自

治法の規定により、構成市町村の議会の議決を経る必要がございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第13号、令和７年度西原村一般会計補正予算（第６号）について説明

いたします。 

  今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,209万

7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億6,599万1,000

円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第14号、令和７年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について説明いたします。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,036

万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億8,165万

4,000円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長より説明いたします。 

  議案第15号、令和７年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて説明いたします。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,625万

6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億139万2,000円

と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長より説明いたします。 



  議案第16号、令和７年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について説明いたします。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ441万

3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億3,457万3,000

円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長より説明いたします。 

  議案第17号、令和７年度西原村工業団地造成事業特別会計補正予算（第２

号）について説明いたします。 

  今回の補正予算については、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それ

ぞれ２億6,328万2,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

６億3,498万7,000円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、総合政策課長より説明いたします。 

  議案第18号、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）

について説明いたします。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額のう

ち、収入について水道事業収益285万7,000円の増額補正、支出について水道

事業費を1,579万5,000円の減額補正、また、予算第４条に定めた資本的収入

及び支出の予定額のうち、収入について150万円の減額補正でございます。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたします。 

  続きまして、議案第19号、令和７年度西原村工業用水道事業会計補正予算

（第３号）について説明いたします。 

  今回の補正予算は、予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額のう

ち、収入について水道事業収益439万3,000円の増額補正、また、予算第４条

に定めた資本的収入及び支出の予定額のうち、収入について3,000万円の減額

補正、支出について1,953万5,000円の減額補正でございます。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたします。 

  議案第20号、令和８年度西原村一般会計予算について説明いたします。 

  令和８年度の西原村の一般会計の予算を歳入歳出それぞれ60億1,129万

5,000円と定め、債務負担行為、地方債、一時借入金の最高額、歳出予算の流

用を定めるものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたします。 

  議案第21号、令和８年度西原村国民健康保険特別会計予算について説明い

たします。 

  令和８年度西原村国民健康保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ８

億6,513万7,000円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長より説明いたします。 



  議案第22号、令和８年度西原村介護保険特別会計予算について説明いたし

ます。 

  令和８年度西原村介護保険特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ７億

2,900万2,000円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長より説明いたします。 

  続きまして、議案第23号、令和８年度西原村後期高齢者医療特別会計予算

について説明いたします。 

  令和８年度西原村後期高齢者医療特別会計予算の総額を歳入歳出それぞれ

２億5,176万7,000円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、保健衛生課長より説明いたします。 

  議案第24号、令和８年度西原村工業団地造成事業特別会計予算について説

明いたします。 

  令和８年度西原村工業団地造成事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞ

れ６億7,207万5,000円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、総合政策課長より説明いたします。 

  議案第25号、令和８年度西原村住宅用地造成事業特別会計予算について説

明いたします。 

  令和８年度西原村住宅用地造成事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞ

れ134万8,000円と定めるものでございます。 

  詳細につきましては、総合政策課長より説明いたします。 

  議案第26号、令和８年度西原村中央簡易水道事業会計予算について説明い

たします。 

  令和８年度西原村中央簡易水道事業会計予算の収益的収入及び支出予定額

において、収入１億2,771万9,000円、支出9,334万9,000円、資本的収入及び

支出予定額については、収入6,809万2,000円、支出9,239万1,000円と定める

ものでございます。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたします。 

  議案第27号、令和８年度西原村工業用水道事業会計予算について説明いた

します。 

  令和８年度西原村工業用水道事業会計予算の収益的収入及び支出予定額に

おいて、収入2,494万3,000円、支出2,494万3,000円と定めるものでございま

す。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたします。 

  議案第28号、指定管理者の指定について説明いたします。 

  西原村構造改善センターの設置及び管理に関する条例第４条の規定に基づ

き、西原村構造改善センターの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法



第244条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がございます。 

  詳細につきましては、産業課長より説明いたします。 

  議案第29号、指定管理者の指定について説明いたします。 

  にしはらオーガニックセンターの設置及び管理に関する条例第４条の規定

に基づき、にしはらオーガニックセンターの指定管理者を指定するに当たり、

地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がござい

ます。 

  詳細につきましては、産業課長より説明いたします。 

  議案第30号、指定管理者の指定について説明いたします。 

  西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関

する条例第４条の規定に基づき、西原村大野地区地域農産物等活用型総合交

流促進施設の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項

の規定により議会の議決を経る必要があります。 

  詳細につきましては、産業課長より説明いたします。 

  議案第31号、指定管理者の指定について説明いたします。 

  西原村滝地区地域資源活用総合交流施設の設置及び管理に関する条例第４

条の規定に基づき、西原村滝地区地域資源活用総合交流施設（滝交流農園）

の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り議会の議決を経る必要があります。 

  詳細につきましては、商工観光課長より説明いたします。 

  続きまして、議案第32号及び議案第33号、村道の路線認定について、以上

２議案について説明いたします。 

  議案第32号及び議案第33号につきましては、同じ路線の廃止及び認定につ

いてでありますので、一括して提案をさせていただきます。 

  今回提案させていただきます議案２件の村道の路線廃止、村道の路線認定

につきましては、県道山西大津線道路改良工事により、村道の一部を付け替

えることから路線の終点の変更が生じるため、路線の廃止及び認定を行うも

のでございます。 

  詳細につきましては、建設課長より説明いたします。 

  議案第34号、工事請負変更契約の締結について説明いたします。 

  滝川河川災害復旧工事につきましては、契約の変更が必要となりましたの

で、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産

の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもので

ございます。 

  詳細につきましては、建設課長より説明いたします。 

  議案第35号、工事請負変更契約の締結について説明いたします。 



  秋田灰床線道路災害復旧工事につきましては、契約の変更が必要となりま

したので、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条規定により議会の議決を求めるも

のでございます。 

  詳細につきましては、建設課長より説明いたします。 

  議案第36号、工事請負変更契約の締結について説明いたします。 

  今回提案させていただきます鳥子地区新工業団地造成事業における鳥子地

区新工業団地１工区造成工事につきまして、契約の変更が必要となりました

ので、地方自治法第96条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。 

  詳細につきましては、総合政策課長より説明いたします。 

  以上、今定例会に提案しました承認２件、議案36件、以上の合計38件につ

きまして、議員各位におかれましては、慎重審議をしていただき、何とぞ議

決を賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただき

ます。大変お世話になります。よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）休憩お願いします。 

（午前１０時４６分） 

 

（午前１０時４７分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  村長。 

○村長（吉井 誠君）大変申し訳ございません。訂正を２点、議案第18号と議

案第19号につきまして、訂正をさせていただきます。 

  まず、第18号につきましては、水道事業費を私が1,579万5,000円の減額補

正と申しておりました。正確には1,280万9,000円の減額補正ということで訂

正をお願いします。また、次の収入について150万円の減額補正と申しており

ましたのを、300万円の減額補正ということで訂正をお願いします。 

  続きまして、議案第19号、工業用水関係の中で水道事業収益、私が439万

3,000円の増額補正ということで申しておりましたが、正確には363万3,000円

の増額補正ということで訂正をお願いします。 

  以上でございます。 

○議長（西口義充君）以上で、村長の提案理由の説明は終わりました。 

  日程第５、休会の件についてを議題とします。 

  お諮りします。明日６日から10日は本会議を休会にしたいと思いますが、

ご異議ございませんか。 



（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認め、明日６日から10日までの本会議を休会

とすることに決定しました。 

  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認め、次の会議は11日午前10時より行います。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

 

午前１０時４９分   散 会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ２ 号 （ ３月１１日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年第１回⻄原村議会定例会会議録 

 
 
 令和８年３月１１日、令和８年第１回⻄原村議会定例会が⻄原村役場に招集された。 
 
 
 令和８年３月１１日（水曜日） 議事日程第２号 
 
日程第 １  一般質問 
 
日程第 ２  承認第 １号 専決処分の報告及び承認について「（専第１ 
              号）令和７年度⻄原村一般会計補正予算（第５ 
              号）について」 
 
日程第 ３  承認第 ２号 専決処分の報告及び承認について「専第８号  
              ⻄原村火⼊れに関する条例の一部を改正する条 
              例の制定について」 
 
日程第 ４  議案第 １号 ⻄原村附属機関の設置に関する条例の一部を改 
              正する条例の制定について 
 
日程第 ５  議案第 ２号 職員の育児休業等に関する条例及び⻄原村職員 
              の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正 
              する条例の制定について 
 
日程第 ６  議案第 ３号 ⻄原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部 
              を改正する条例の制定について 
 
日程第 ７  議案第 ４号 ⻄原村一般職の職員の給与に関する条例及び⻄ 
              原村⻑等の給与及び旅費に関する条例の一部を 
              改正する条例の制定について 
 
日程第 ８  議案第 ５号 ⻄原村⻑期継続契約を締結することができる契 
              約を定める条例の制定について 
 



日程第 ９  議案第 ６号 ⻄原村社会体育施設等の管理に関する関係条例 
              の整備に関する条例の制定について 
 
日程第１０  議案第 ７号 ⻄原村特定乳児等通園⽀援事業の運営に関する 
              基準を定める条例の制定について 
 
日程第１１  議案第 ８号 ⻄原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育 
              事業の利⽤者負担等に関する条例の一部を改正 
              する条例の制定について 
 
日程第１２  議案第 ９号 ⻄原村地域経済牽引事業の促進による地域の成 
              ⻑発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の 
              規定に基づく準則を定める条例の一部を改正す 
              る条例の制定について 
 
日程第１３  議案第１０号 ⻄原村工業⽤水道事業及び簡易水道事業の設置 
              等に関する条例の一部を改正する条例の制定に 
              ついて 
 



１、応招議員    （１０名） 
 
 

１ 番    山 下 圭 介 君 

２ 番    加 藤 博 敏 君 

３ 番    松 浦 哲 也 君 

４ 番    尾 崎 幸 穂 君 

５ 番    堀 田 直 孝 君 

６ 番    坂 本 隆 文 君 

７ 番    中 ⻄ 義 信 君 

８ 番    山 下 一 義 君 

９ 番    桂   悦 朗 君 

１０ 番    ⻄ 口 義 充 君 
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５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 
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                保育園⻑    岩 村 智 子 君 

                住⺠福祉課係⻑ 山 下 美由紀 君 



午前１０時００分   開議 

 

 

○議長（西口義充君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、タブレットに提示の議事日程第２号のとおり行います。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問については、２月25日に行われました議会運営委員会の中で、発

言時間は１人50分以内と決定しておりますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認め、50分以内と決定します。 

  受領番号１番、１番議員、山下圭介君。件数３件、発言を許します。 

（１番議員 山下圭介君 登壇 質問） 

○１番議員（山下圭介君）おはようございます。１番議員の山下圭介です。 

  本日は一般質問のトップバッターとして質問の機会を与えていただき、あ

りがとうございます。そして、傍聴にお越しの皆様にも感謝申し上げます。

村民の皆様の声を踏まえ、通告に従い、３件の一般質問をさせていただきま

す。前向きなご答弁をよろしくお願いします。 

  早速ですが、質問に入らせていただきます。 

  １つ目、地域変化を見据えた今後の村政運営と村長の進退についてです。 

  近年、西原村は人口が増加傾向にあり、移住先としての評価も全国的に高

い水準にあります。豊かな自然環境や生活環境が評価され、住みたい村とし

て注目をされていることは、大変喜ばしいことであります。また、本村が主

体的に進めてこられた工業団地造成も完了し、売渡しの段階へと進んでおり

ます。将来の雇用創出や地域経済の活性化に向けた大きな一歩だと感じてお

ります。 

  一方で、隣接する菊陽町のＴＳＭＣの進出により、地域全体が大きな変化

の中にあります。人口動向や住宅需要、交通事情など様々な面で影響が想定

されるところであります。西原村は今、興起と変化が同時に訪れている状況

にあると考えられます。 

  そこでお尋ねいたします。 

  村長は、現在の西原村の状況をどのように受け止めておられるのか。また、

この流れを着実な発展とつなげていくために、どのような考えで村政運営に

当たられているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（西口義充君）村長。 



（村長 吉井 誠君 登壇 答弁） 

○村長（吉井 誠君）おはようございます。 

  それでは、山下圭介議員から、現在の村の状況をどのように受け止めてい

るか、発展につなげていくための基本的な考え方というご質問にお答えをい

たします。 

  西原村は、2016年の熊本地震により一時人口は減少しましたが、2024年７

月には地震前の水準に回復し、県内では高い人口増加率を牽引しております。

2023年に総務省が公表されました住民基本台帳に基づく人口動態調査におい

ては、増加率が2.93％と県内一、全国でも４位となっておりまして、さらに

昨年実施されました国勢調査においても、あくまでも速報値ではございます

が、増加率が6.68％ということで、恐らくこれは県内のトップに位置するん

じゃないかというふうに予測をしているところでございます。 

  県内のほとんどの自治体で人口減少問題が深刻化する中、西原村の人口に

つきましては、昭和35年の合併時に6,808人で、現在とさほど変わらない状況

でありましたが、合併から16年後の昭和51年には5,000人を割る4,991人とな

り、減少したわけでありますけれども、それから鳥子工業団地、小森工業団

地の整備に加え、第二空港線の開通などにより増加に転じまして、熊本地震

により、先ほど申しましたとおり一時は減少傾向にありましたが、最近では

伸び率、実増とも県内トップクラスで推移しております。西原村は、自然豊

かで住みやすい、子育てしやすいといったイメージも上がってきているんで

はないかというふうに感じています。 

  そういった中、ＴＳＭＣ第２工場の建設であったり、近隣市町村の地価高

騰、鳥子新工業団地への企業立地、それから肥後大津駅から熊本空港までの

鉄道整備、熊本市内から高規格道路の10分・20分構想計画など、さらに全国

住みたい田舎ランキングにおいては、熊本県では唯一トップ10入りしており

まして全国８位となるなど、この西原村はまだまだ人口が増えるポテンシャ

ルは高いというふうに感じております。 

  基本的な村政運営については、村民の声を聞いて実行しますということで

公約にさせていただきました。村長に就かせていただき、様々な会合へ通い、

村民の皆様のお声をお聞きして、また数々の住民アンケートを実施して、そ

の結果を基に一つ一つ村政施策に取り組んでまいりました。これからも西原

村の皆様が、これから先の西原に何を期待されているか、何を望まれておら

れるか耳を傾け、村政を運営していきたいというふうに思っております。以

上でございます。 

○１番議員（山下圭介君）ありがとうございます。 

  続いて、１期目の村政の成果と課題の整理です。 



  吉井村長は１期目として４年間、村政に尽力されております。震災からの

復興の総仕上げをはじめ、子育て支援、防災対策、産業基盤の整備など、様々

な分野で取組を進めてこられたものと認識しております。今説明にありまし

たとおり、人口動向の改善や移住評価の向上、工業団地の整備の完了など、

一定の成果も見えてきているのではないかと感じております。 

  そこでお尋ねいたします。 

  この４年間を振り返り、村長自身、どのような点に最も力を注いでこられ

たのか。また、今後さらに発展させていくために、引き続き取り組むべき課

題をどのように整理されているのか。現状を共有することが次の一歩につな

がるものと考えております。率直な意見をお聞きしたいと思います。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）それでは、１期目の成果と課題というご質問にお答えを

いたします。 

  私が村長に就任をしました令和４年当時は、まだ新型コロナの影響もあり、

人流抑制を余儀なくされて、行動が制限されているときでありました。そう

いった中、これまで実施されてきました村民アンケートであったり、選挙時

に要望が多かった施策に最初の頃は取り組んでまいりました。日置前村長か

らの引継ぎ案件も含め、成果を報告させていただきます。 

  まず、財政基盤としまして、村の税金は、人口増加であったり、戸建て、

アパート、マンション等の建設により増加傾向にあり、さらに新しく造成し

ました鳥子新工業団地への新規企業参入により、固定資産税のみで年間約３

億円の増収が見込まれ、さらなる財源確保を見込んでいるところです。 

  これから老朽化しました小中学校であったり、保育園、社協など、施設の

新築または増改築の問題であったり、都市化する村の道路や水道などのライ

フライン整備を見据え、使うべきときにはしっかり投資し、備えるべきとき

には備えるという健全な財政運営を進めていきたいというふうに考えており

ます。 

  次に、西原村の未来を担う子育て施策としまして、子育て広場であったり、

子育てサポートセンターを開設しておりまして、親子が気軽に集い、悩みを

語り合える場を提供しているところでございます。近年は、この子育て広場

等の利用も増えているというふうに聞いております。また、小中学生の１人

１台のパソコン整備、英検受験者の補助、小中学校を対象にしました村独自

の修学旅行費用の助成、デジタル図書館の開設など、学びの環境も充実させ

ました。特に、こうのとり、にしはら保育園から取り組んでいます英語教育

につきましては、中学校の英検取得率が県内でもトップクラスに位置してい

るという大変うれしい報告もあっております。 



  次に、学校給食につきましては、現在、物価高騰分としまして、子ども１

人当たり月額約1,200円から1,300円の補助を行っておりますが、国が進めて

います来年度からの小学生を対象にしました給食費無償化に合わせ、中学校

に対しても、村独自で給食費無償化を今定例会でお願いしているところでご

ざいます。 

  これらの取組により、子育て世帯の経済的負担を軽減し、安心して子ども

を育てられる環境づくりに取り組んでまいります。 

  ３つ目に、交通と生活基盤の再構築としまして、防災拠点として整備しま

した総合体育館と運動公園につきましては、災害時の安心を支えると同時に、

夏祭りであったり、各種大会の会場として、また、子どもたちの遊び場とし

まして想像を大きく上回るにぎわいを生んでいるところでございます。 

  また、地域公共交通計画を策定しまして、阿蘇くまもと空港への新たな交

通手段の実証運行や、高校生の通学定期券購入費助成を開始しているところ

でございます。それから、高齢者や障害のある方が利用しやすいタクシー車

両への支援、妊婦の緊急タクシー利用助成など、きめ細やかな対策も進めて

います。交通の不便さを理由に夢や挑戦を諦めることがないよう、環境整備

に力を注いでいきます。 

  道路整備では、近隣地域へのアクセス向上を図り、ＪＲの空港接続や熊本

市内からの10分・20分構想と呼ばれる広域道路計画との連結も視野に入れ、

将来を見据えた基盤整備に取り組んでまいります。 

  続きまして、産業商工施策としまして、コロナ禍の際は、商工業への持続

化補助金の給付をはじめ、住民から要望の多くありました銀行ＡＴＭも県内

２つの地銀のご理解により設置することができました。ＡＴＭ設置を契機に、

銀行支店の誘致も、これから積極的に取り組んでいきます。 

  また、鳥子新工業団地は、６区画中５区画の入居が内定しておりまして、

企業・県・村での立地協定締結に向けて準備を進めています。新たな雇用創

出と税収アップが期待され、若者が地元で働ける環境づくりがいよいよ現実

味を帯びてきました。商工会や観光協会への支援拡充をはじめ、大学との連

携協定など、多方面から地域経済を支えていきたいというふうに考えていま

す。 

  また、村民のアンケートで、約45％以上の住民が望まれています商業施設

の誘致につきましても、日常の買物、環境向上を目指して、誘致活動に全力

で取り組んでいるところでございます。 

  続きまして、農業施策としまして、コロナ禍の際は、経営継続補助金であ

ったり、畜産業への飼料価格高騰緊急対策などに取り組みました。 

  それから、おととし初めて発見されました、村の基幹作物でありますカラ



イモの基腐病対策につきましては、農薬代の全額助成であったり、勉強会の

開催を行いまして、農家の不安軽減に努めているところでございます。 

  また、今定例会の当初予算におきましては、畜産業への物価高騰分の補助

も予定しています。鳥獣被害対策であったり、畜産衛生管理の徹底にも取り

組んで、安心して営農できる環境を整えてまいります。 

  大切畑ダムの復旧事業につきましては、令和８年４月の供用開始を目指し

て進行中であります。熊本県ご指導の下、地域と丁寧に対話を重ねながら、

将来世代へ引き継ぐ基盤づくりを進めていきたいというふうに思っておりま

す。 

  以上、熊本地震から復興を土台に、コロナ禍を乗り越え、財政の安定、子

育て支援、環境基盤整備、産業商工振興、農業支援を総合的に進めてまいり

ました。 

  一方で、村政を進めて行く上で、課題も見えてまいりました。 

  県内でも、上位に位置する人口増加におきまして、既存集落と新興住宅地

域においては、行政に対して求められているニーズが多種多様であるという

ふうに感じております。既存集落におきましては、少子高齢化が進んで、集

落内の祭りごとであったり区役など、継続していくことが厳しいところもあ

る一方で、新興住宅地においては、まだまだ地域コミュニティーのつながり

が薄いということで、既存集落のように地域の活動がなかなかまとまらない、

スムーズにいかないという話をよく耳にします。それぞれの地域の悩み、要

望は、いろいろその地域に入り込んで、それぞれのニーズに応えていくため

には、一長一短ではなかなかいかないことだというふうに感じております。 

  村民の皆様お一人お一人の要望も多様でありまして、地域性や年齢層によ

っても異なり、住民の最大公約数は常に何かということを、どういった手法

で探していくか、それをどのようにして取り組んでいくかということが、こ

れから村政を運営していく上での課題であるというふうに考えております。

以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○１番議員（山下圭介君）続いて、今後の村政運営に対する吉井村長の考えと

いうことで、本村は今、人口が増え、地域評価も高まりつつある中で、今、

村長が答弁いただいたように、多種多様な新たな地域変化と向き合う重要な

時期にあると感じております。 

  こうした状況の中で、西原村をどのような方向に導いていくか。先ほど事

業についてはたくさん説明していただきましたので、今度は思いのほうを、

そのビジョンを住民に示すことが大切だと思います。今後、本村の将来像を

どのように描き、どの分野に重点を置いて村政運営に取り組まれるお考えか。



また、どのような思いを持ってかじ取りを担っていかれるのか。あわせて、

この転換時期における村政運営に対する吉井村長の決意、そして、進退を含

めた覚悟について、現時点のお考えをお示しいただければと思います。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）４年前の６月に村長選の出馬を私、表明させていただき

まして、村民の皆様の負託を得て、西原村の第６代の村長に就かせていただ

きました。就任から、はや約３年８か月を迎えますが、あっという間に過ぎ

た感じでありまして、これまで多くの村民の皆様に支えられて育てていただ

きました。それから、熊本県選出の国会議員の先生方をはじめ、県知事、県

議、村議の皆様、それから、阿蘇郡市や空港周辺の首長からも大変よくして

いただき、ご指導を賜り、何とかこれまで努めることができました。そして、

何よりこれまで職員時代から苦楽をともにしてきました職員からもお支えい

ただいて、助けていただきました。村民をはじめ、全ての皆様に心より感謝

を申し上げます。 

  私が村長を目指したきっかけとしましては、地震で経験しました集落へ通

い、集落の思いを村の施策として反映していった経験を生かし、村政に努め

ていきたいとの思いで、村長に就かせていただきました。今もその気持ちは

変わりなく、西原村のこのよき流れを次の世代へつなぎ、若い世代が希望を

持てる環境をつくりたい。村民の皆様が西原村を誇れる、西原村に誇りを持

てる村づくりを皆さんと一緒に進めていきたい、その一心で１期３年８か月、

自分なりに頑張ってくることができました。 

  次選へ向けての決意ということでありますけれども、次選へ向けて挑戦す

ることをここに表明いたします。 

  就任１期目は、様々な会合へ通い、村民の皆様のお声をお聞きし、また、

数々の住民アンケートを実施して、その結果を基に、一つ一つ村政施策に取

り組んでまいりました。２期目も、これまで経験させていただいたことを忘

れず、常に村民の皆様と共に村政を進めて、さらなる西原村の発展、自然豊

かな暮らしやすい村づくりに努め、様々な団体や地域の方々からの声を反映

していけるような、村民創出の村政を目指していきたいというふうに考えて

おります。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○１番議員（山下圭介君）ありがとうございます。 

  西原村の将来に関わる大切な時期でありますので、前向きな考えを聞けて

幸いです。 

  それでは、次の質問に移らせていただきます。 

  ２つ目は、学校給食についてです。 



  学校給食は、子どもたちの健康を支えるだけでなく、食育や地域とのつな

がりを育む大切な場であります。最近、子育て世代の皆様からも給食の在り

方について多くの意見をいただいております。その中でも特に関心が高いの

が給食の無償化について、そして給食の質についてです。 

  まず、給食無償化についてお尋ねいたします。 

  国において給食無償化、正確に言いますと、給食費の負担軽減が本年４月

より開始予定です。国の補助制度の導入に伴い、村内の小学校、中学校の保

護者の負担について、３月定例会の議案にも上程されておりますが、もう一

度この場で説明をお願いいたします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）山下議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  学校給食につきましては、子どもたちの健やかな成長を支える基盤である

と同時に、保護者の皆様の安心に直結する村の重要施策の一つと捉えており

ます。 

  本村では、昨今の物価高騰に対し、子どもたちの食の質を確保することを

最優先課題と捉えておりまして、令和４年度から給食費補助を行い、今年度

は増額を行ったところでございます。 

  本村におきましては、令和８年４月より小学校の無償化を踏まえ、中学校

においても給食費の完全無償化を実施いたします。これに向けて、令和８年

度当初予算に必要な予算を既にお願いしておりまして、村独自の重点施策と

して、着実に準備を進めていきたいというふうに思っております。 

  ここで、現在の給食費の状況と村の負担について、具体的に申し上げます。 

  小学校における本村の保護者負担額につきましては、月額5,000円、１食当

たり250円でございました。しかし、昨今の物価高騰を踏まえ、本村では、１

食当たり60円の補助を独自に上乗せし、現在は月額6,200円相当の充実した内

容の給食を提供しているところでございます。この給食費に対し、令和８年

度からは、国及び県の補助金月額5,200円を活用いたしますが、補助額で不足

する部分については、全て村が負担いたします。これにより、物価高騰の影

響を保護者の皆様に転嫁することなく、小学校において完全無償化を実現し

てまいります。 

  また、中学校につきましても、月額5,600円の保護者負担に対して、小学校

と同様に１食当たり60円を村が補助し、月額6,800円相当の給食を提供してい

ますが、来年度からは、本村独自の施策として、全額を村が負担し、無償化

を実施する予定でございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○１番議員（山下圭介君）ありがとうございます。 



  私も８人の子どもの父親をやっております。子育て世代の代表として、非

常にうれしく思います。財政面で持続可能かという心配もありますが、西原

村が子育て支援に手厚いということをしっかりアピールしていけば、さらに

よい効果が得られるのではないかと思います。 

  続きまして、手厚い無償化からもう一歩踏み込んで、給食の質についてで

す。 

  ②オーガニック給食の可能性について、そして、③の食育推進や地域農業

振興との連携については関連性がありますので、まとめて質問させていただ

きます。 

  まず、オーガニック給食についてです。 

  私自身、現在、有機農業について学びを始めております。全面的な導入が

簡単でないことは承知しております。しかし一方で、全く取り組まないとい

う選択ではなく、できる形を模索することも大切ではないかと考えておりま

す。例えば月に一度、あるいは一品からの試験的な導入、小さな取組であっ

ても、村として関心を持ち、方向性を示すことには意義があると考えます。 

  近隣の山都町では、有機農業の推進と併せ、学校給食へ段階的に取り入れ

ている事例があります。先行事例を参考にしながら、西原村に合った形を検

討することは可能ではないでしょうか。試験的な導入の可能性、想定される

課題やコスト面についてどのようにお考えか。 

  そして最後に、給食を通した食育と地域農業の連携についてです。 

  地元で育った食材を知り、味わい、生産者の存在を感じることは、子ども

たちにとって貴重な学びになります。また、農業振興という観点からも、給

食は、地域の農業を支える一つの仕組みになり得るのではないかと考えます。

給食を通して、どのような将来像を描いていくのか、併せて教育長のほうに

伺いたいと思います。 

○議長（西口義充君）教育長。 

○教育長（中村賀一君）山下議員のご質問にお答えいたします。 

  本村の学校給食の食材調達に関しましては、現在、村内産の食材を優先に

して、次いで県内産、そして国内産の調達方針を徹底しております。この取

組は、直接的なこのオーガニック給食ではございませんが、環境負荷を可能

な限り減らすという視点を有するものでございます。 

  特に産業課と連携をしました地産地消の取組としましては、あか牛、豚肉、

イチゴ、甘藷といった特産物品を給食に提供しておりまして、このことは子

どもたちに新鮮で安全な食材を届けるだけではなく、村の生産者の所得安定

と誇りにつながる地域農業振興策だと認識いたしております。 

  この地産地消の取組をさらに深めておりますが、この教育現場における農



家の方々との深い連携でございます。総合的な学習の時間におきましては、

地元の農家にゲストティーチャーとして参加を依頼しまして、田植から稲刈

りに至るまでの米づくりや甘藷の植付けや収穫体験を通して、その収穫物を

給食で味わう活動を行っており、農家の方々の顔を思い浮かべながら食する

ことで感謝の心を抱き、将来の西原村の農業を考えるといった効果も期待し

ております。 

  こうした土に触れる体験と農家さんとの交流を基盤にしながら、このオー

ガニックに該当する化学農薬や化学肥料を使用しないというこの方針はもち

ろんのこと、環境保全に対する考え方を学ぶ機会につなげたいと考えており

ます。 

  一方で、実務上の大きな課題としましては、このオーガニック食材は、化

学農薬を抑えるために虫の付着や異物購入のリスクが生じることがあります。

この異物購入ゼロを徹底しておりますこの調理現場におきましては、この安

全管理上の大きな課題でございます。また、一般食材と比べて高価であるこ

とや天候による収穫変動が大きく、安定調達が難しいという課題もございま

す。今後、このようなこの課題に関しましては、食育検討委員会を設けるな

どして対応してまいります。 

  以上の点を考慮しますと、学校給食を直ちにオーガニック化することは困

難でありますけれども、村内産最優先の方針を維持しながら、例えば年に数

回、特定品目のオーガニック化を図りながら、子どもたちにオーガニックに

関する理解を深めさせることが必要だと認識いたしております。 

  今後、庁内で連携をしながら、現場の負担やこの安全性を十分に考慮した

上で、食に対する確かな学びが確立できる西原流のオーガニック給食の在り

方を調査、研究してまいります。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○１番議員（山下圭介君）ありがとうございます。 

  大きな改革でなくても、まずはできるところから積み重ねていけたらいい

なと思っております。前向きな回答ありがとうございます。 

  続いて、３問目、学校教育における金融教育の推進についてです。 

  私は、経営者として事業に携わり、また商工会に所属しながら、日々、経

営の中で強く感じるのは、若いうちの金融判断能力の差が将来大きな影響を

与えるということです。 

  近年は物価上昇、いわゆるインフレの影響もあり、単に貯金をするだけで

は資産価値が維持できない可能性もある時代となりました。一方で、投資や

金融商品には当然リスクが伴います。だからこそ、子どもたちにはお金の価

値が変動すること、リスクとリターンの関係、契約の重みといった基礎的な



理解を若いうちから身につけてほしいと考えております。 

  その観点から、３問お尋ねいたします。 

  関連しますので、まとめてお聞きいたします。 

  １つ目、金融教育の現状と計画です。 

  まず、本村の小学校、中学校における金融教育の現状について、現在どの

ような教科や時間でお金についての教育を行っているのか。 

  ２つ目は、推進方法です。 

  金融教育の重要性は理解しつつも、学校現場では既に多忙であり、あれも

してほしい、これもしてほしいと要望を重ねることが適切ではないことは承

知しております。そのため、既存の教科の中で無理なく取り入れる方法、外

部教材の活用、短時間でできる出前講座など、現場の負担を増やさない工夫

が重要であると考えております。本村として、どのような形であれば実現可

能か、お聞きしたいと思います。 

  そして３番目、地域の連携であります。 

  私は、商工会にも所属しておりますが、地域には、実務経験を持つ経験者

や金融機関の職員など、社会の知識を持つ人材が多くおります。学校だけに

負担をかけず、地域全体で支える仕組みも考えていきたいと思っております。

学校、地域、事業者が協働する形で金融教育の可能性について、本村はどの

ようにお考えか、お尋ねいたします。 

○議長（西口義充君）教育長。 

○教育長（中村賀一君）山下議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  １つ目の質問にあります金融教育の現状につきましては、主に中学校の技

術・家庭科において、家計管理や売買契約の仕組み、消費者の権利と責任と

いった基礎的な内容を指導しております。 

  また、小学校におきましては、村の消費生活相談員を講師に招いた出前講

座の実績がございまして、身近なトラブル事例を通した教育を行っておりま

す。 

  今回ご質問いただきました金融教育に関しましては、単なるお金の計算で

はなく、キャッシュレス化が進展する中において、選択する力と自立心を育

む教育としての役割を重視したいと考えております。現在、子どもたちを取

り巻く金融環境は大きく変化の兆しを見せておりまして、単なる知識の習得

にとどまらない教育を展開する必要があると認識しております。 

  金融教育の本質は、多様な選択肢を正しく理解して、自らのライフプラン

に基づいて、自分にとってこのプラスになることを選択する力、また、お金

をコントロールする自立心を育むことにあると考えております。 

  今後、本村におきましても、子どもたちが自ら問いを立て、必要な情報で



選択していく、この探求的な学びを基軸に据えて、将来の選択肢を広げるた

めの教育につなげていきたいと考えております。 

  ２つ目の質問にございます教員研修や最新の金融情勢を反映したこの教材

の活用につきましては、検討の余地があると考えております。変化の激しい

金融情勢を反映するためには、指導に当たる教員自身が専門的な知識をアッ

プデートすることが不可欠です。教員が自信を持って生きた経済を語れるよ

う研修機会を確保しながら、村内全体の指導力の底上げをしていきたいと考

えております。 

  多忙な教職員の現状におきましては、短時間で実施可能な出前講座や外部

教材の活用は、実施の可能性を高めることにつながります。現在、本町にお

きましては、西原村教育研究会という組織がございますので、この部会にお

きまして金融教育に関する部会を位置づけて、活用について理解を図ってま

いりたいと考えております。 

  ３つ目の質問にあります各種機関との連携につきましては、地域の実務経

験者や地元銀行と締結しておりますこの包括連携協定を最大限に活用しなが

ら、専門家が提示します生きた経済の情報を素材として、子どもたちがそれ

らをどう活用すべきかを主体的に考える場を設定したいと考えております。

金融機関等による社会を支えるお金の流れという仕組みを知ることが、子ど

もたちが自らの判断で取捨選択し、自らの知恵として生かすことが可能とな

り、あわせて、将来出会うかもしれない不利益な状況からの回避につながる

教育であると思っております。 

  西原村の子どもたちが膨大な情報の中から不必要な手段を選び取って、自

らの意思で人生をデザインできるよう、発達段階に応じた教育の充実に取り

組んでまいります。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○１番議員（山下圭介君）ありがとうございます。私もそのとおりだと思って

います。 

  金融教育は、投資を進めるためだけの教育ではなく、子どもたちが将来自

ら判断し、自らを守る力を育てる教育だと考えております。私自身も協力し

ながら、着実に取り組んでまいりたいと思います。 

  本日の質問が西原村のよりよい村づくりになることを期待いたしまして、

私の一般質問を終わります。 

○議長（西口義充君）受領番号２番、３番議員、松浦哲也君。件数２件、発言

を許します。 

（３番議員 松浦哲也君 登壇 質問） 

○３番議員（松浦哲也君）皆さん、おはようございます。３番議員、松浦です。 



  今議会におきましても、議長のお許しをいただきましたので、通告書のと

おり２問、村長に質問いたします。 

  まず、１問目です。西原村のサツマイモを全国にＰＲしていただきたいと

いうのが、１問目の質問でございます。 

  村の主要作物は、甘藷、サツマイモでご存じのとおりですが、最近、この

サツマイモに基腐病が発生したりして、随分私たちも心配をしているところ

でございます。 

  そういう中で、今回、西原村のサツマイモについて、とても喜ばしいニュ

ースが飛び込んでまいりました。日本のサツマイモ生産者の育成と品質向上

を目的としたイベント、第７回目を迎えたそうですけれども、日本さつまい

もサミットにおいて、西原村のシルクスイートが３年連続日本一獲得したと。

そして今回、紅はるかも日本一になったということで、ダブル受賞をされた

ということをお聞きしました。今回、このさつまいもサミットは幕張メッセ

で開催されたということでございますが、西原村のサツマイモここにありと

いう、全国にとどろかすそういう大会になったんじゃないかなというふうに

思っております。３年連続日本一ということでございますので、令和５年度

が大字小森の方、令和６年度が大字鳥子の方、今回、令和７年度が大字宮山

の方が受賞されたということでございます。 

  産業課のほうからも、今回この視察研修に２名参加されたというふうにお

聞きしております。日本一になるためには、農家の方も、それは畑に愛情を

持って土づくりから、そして肥料や農薬を研究されながら、精いっぱい頑張

ってこられた成果じゃないかなというふうに思っております。 

  ３年連続日本一、このことを絶好のチャンスと捉え、村長自らがトップセ

ールスで、日本全国にＰＲしてみたらどうかということをお尋ねしたいとい

うふうに思っております。３年連続の日本一の権利を持っているのは、日本

全国で西原村だけです。ＰＲするには、もちろん予算も必要でもあるし、例

えば、ポスターを作成して全国展開を行うとか、あるいは販売に行けば、も

ちろん法被も必要でしょう。そして、最終的には販売価格のアップにも努め

ていただきたい。そういう思いで私も思っておりますが、村長がサツマイモ

をさらに日本全国にＰＲする意気込みというのをぜひお聞かせください。 

○議長（西口義充君）村長。 

（村長 吉井 誠君 登壇 答弁） 

○村長（吉井 誠君）松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  まずもって、本村の特産品であります甘藷が日本一を受賞しましたことは

村の誇りであり、栄誉を受けられました松本農園の松本正幸さん、それから

小城一也さんには、心よりお祝いを申し上げます。 



  先日、お二人が受賞報告ということでお見えになり、全国各地の選りすぐ

りの甘藷が出品される中、厳正な審査により、松本さんの紅はるか、そして、

小城さんのシルクスイートが全国１位になったというお話を伺ったところで

ございます。これはネットニュースでも話題になっておりまして、選考会と

なりました冬のさつまいも博は、幕張メッセに何と５万人もの参加者を集め

たそうでありまして、その中での受賞は、それこそ西原村の甘藷のブランド

化、ＰＲに大きくつながったというふうに思っております。 

  さらに、先ほど申されましたとおり、おととしの高鍋農園さん、昨年の岩

本農園さんに続く３年連続の日本一であり、村としては大変栄誉なことでご

ざいます。 

  また、団体別のイベントではございますけれども、2024年に開催されまし

た焼き芋部門においては、日本一の受賞を収められた農家さんもいるという

ふうに聞いております。 

  これは生産者の皆様の頑張りで、西原シルク、西原甘藷は全国の市場でも

有名になりつつあります。このまたとない機会を活用し、村としましても、

国の新規事業であります地域未来交付金の地場産業支援事業の要望調査に手

を挙げて、甘藷のブランド化に向けた新たな取組を行いたいというふうに考

えています。 

  この取組内容といたしましては、西原村と西原産甘藷の流通先において、

販売促進のイベントを開催し、買物中心世代への直接の売り込み、西原産甘

藷のＰＲ動画を作成して、ＳＮＳ等を活用しながら、若者世代への認知度向

上に取り組む計画としています。これにより、ブランド力を高め、高付加価

値化による販売価格の上昇を目指していきたいというふうに思います。 

  また、品質向上に向けて、夏場の高温などが原因とされます甘藷の空洞化

について、地温を下げる新たな資材等を実証的に実験で導入し、その実証に

取り組む計画でございます。 

  トップセールスにつきましては、西原村の立地企業の本社などで行われる

マルシェへの参加や大都市圏で開催されますイベントなどの機会に、積極的

に取り組んでいるところでございます。また、今年度より県の大阪事務所に

西原村の職員を派遣していますことから、先般、大阪市で開催されましたく

まモン感謝祭、ＡＢＣラジオまつり、ディスティネーションキャンペーンで

の大阪駅前イベント、それから災害時連携協定を締結しました石川県穴水町

の牡蠣祭りでも新たに出店を行いまして、いずれも大好評をいただきました。 

  私個人、西原村にはくまモンみたいなキャラクターがありませんので、こ

ういう補助金を活用して、キャラクターにも挑戦できればというふうに考え

ております。 



  これから先、令和８年度におきましても、全国で西原村の甘藷、カライモ

をＰＲしていきたいというふうに思っております。 

  このほか、事業等の詳細につきましては、産業課長よりお答えいたします。

以上でございます。 

○議長（西口義充君）産業課長。 

○産業課長（中西 聡君）松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  西原村産甘藷においては、シルクスイート、紅はるかを中心に、九州、広

島、大阪、岐阜に出荷されており、出荷先では利売り販売されておりますが、

消費者ニーズに対しまして出荷量が追いついていない状況にあるとお聞きし

ております。 

  特にシルクスイートにおきましては、近年の夏場の高温少雨によるものと

思われる空洞化したものが多少見られ、出荷できない甘藷が徐々に増えてき

ているというふうにお聞きしております。農家の皆様も空洞化とならないよ

う様々な取組を行われておりますが、課題解決までには至っていない状況に

あります。 

  そのような中で、今回の日本一の受賞というのは、非常に喜ばしいことで

ありまして、村の産地のＰＲに絶好のチャンスと捉えております。 

  先ほど村長の答弁にありました地域未来交付金、地場産業支援事業につい

てでございますが、要望額につきましては、３か年で総事業費1,698万円、交

付金の充当率は２分の１となっております。主な内容につきましては、村長

の答弁と重複いたしますが、販売促進イベント経費、ＰＲポスター及びＰＲ

看板の作成、イベント時の衣装やのぼりの作成、イベント参加時の生産者さ

んの旅費、ＰＲ動画の作成委託料及び動画サイト広告手数料、また、安定出

荷に寄与する取組として、気候変動に対対応する資材の導入実証を行うため

の資材購入費などを予定しております。 

  この交付金事業におきましては、まだ国の要望を行ったという段階でござ

いまして、採択されたものではございません。村の財政負担もありますので、

今後も同様の補助事業、交付金事業などに注視しまして、村の特産品の認知

度向上に積極的に取り組んでまいりたいと考えております。以上でございま

す。 

○議長（西口義充君）松浦君、続けてください。 

○３番議員（松浦哲也君）ありがとうございます。 

  村もこの受賞を絶好のチャンスと捉え、早速令和８年度地域未来交付金、

地場産業支援の申請もされているというふうにお聞きしました。内容も、イ

ベントに参加したり、あるいは看板を作成したり、ポスターを作成したり、

非常に楽しみに私もしておりますが、先ほど３か年計画事業費が1,698万円と



いうふうに言われました。２分の１で849万円ですか。 

  今申請中ですから、これが申請して採択になれば喜ばしいことなんですが、

もし不採択となった場合に、どうせこの849万円は単費として補助されるとい

うことであれば、採択されなかったとしても、この849万円を使っていただき

たいというふうに私は思っておりますが、後でまた村長の答弁をお聞きした

いと思っています。 

  先ほど村長も言われたように、いろんな場でトップセールスとして、全国

に西原のサツマイモをＰＲしていただきたいというふうに思っております。 

  ２月に、私は熊本市内の有名なデパートの食料品の売場をのぞいてみまし

た。そこに、なると金時、サツマイモのブランドですね、これが袋にＭサイ

ズが３本入っていました。価格が756円、非常に高いなというふうに思って見

たわけですけれども、今、村のシルクスイートは農協に５キロ箱で出されて

おりますが、例えば、これを2,000円とします。この５キロ箱に私もちょっと

取り寄せてみて何本入っているかなと数えてみたら28本入っていました。

2,000円で28で割れば71円になるわけですけれども、71円の３本、213円にな

りますけれども、例えばこれにあと中間マージンが入ったとしても300円ぐら

いになるでしょうか。それでもやはり756円すれば半分にも満たない。いかに

ブランドの芋が高価で売られているかということですね。 

  最終的には、やはり西原村のサツマイモの価格の底上げも目指して、農家

の所得向上につなげていただきたいというふうに思っておりますが、先ほど

の単費も含めて、村長のご答弁をお願いします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）お答えいたします。 

  まず、価格の高騰、私も経験がありまして、東京の企業さんのところに訪

問する際に、八百屋さんが町なかにありまして、熊本の柿が、食べる柿、木

になる柿が木箱に入って１箱２万円とかで売ってありまして、これはすごい

と思っています。できれば、何かずっとそれが心に残っていまして、東京で

桐の箱か何かに入れてカライモ１本何千円とかで売れればいいなというふう

に思っています。 

  そういう取組も、先日、小城さんとか岩本さんとか、若手世代の農家さん

ともそういう話をしていまして、基本的には、若手、今の現役世代の方々と

若手さん、それぞれ農家の方がどういうことをしたいか、例えば暑さ対策に

おいても、１人はちょっと難しいと言っていますんで、四、五人程度グルー

プをつくってもらって、うちのグループは例えば麦をカライモの間に植えて

みたりとか、こっちは白のマルチをやってみたりとか、新しい農薬をつくっ

てみたりとか、そういうのにはどんどん手伝っていきたいんで、自分たちで



いろいろ考えて何でも言ってくれないかというのを話しているところでござ

います。もう本当に、基幹産業でありますんで、全力投球で価格の高騰であ

ったり、若い世代が何かやってみたいと思えるような特産品になればという

ふうに感じています。 

  それから、先ほど申されました補助が受けられなかったらちゅうことなん

ですけれども、今年駄目でも来年、再来年、また挑戦を続けていきたいとい

うふうに思っております。もし、今年採択されなかった場合でも、一度には

いきなり全部は無理かもしれませんけれども、それも農家さんとかに聞いて、

自分の考えとしては、ＰＲ活動にも若手の農家さんにどんどん県外とかに出

向いて行ってもらって、市場の生の声を聞いてもらって、それをまた産物に

反映させていただければというふうに思っておりまして、若手農家さんとか

に声も聞いて、法被が先かのぼりが先かとか、取りあえず行ってみたいとか、

そういうのをちょっと選別させていただきながら、いきなり八百何十万は無

理かもしれませんけれども、できる限り取り組んでいきたいというふうに思

っております。以上です。 

○議長（西口義充君）３回目、お願いします。 

○３番議員（松浦哲也君）ありがとうございます。 

  西原村のサツマイモ、甘藷が、全国の方々からサツマイモと言われたら西

原村と言われるように、村長自らがトップセールスで頑張っていただきたい

というふうに期待して、２問目の質問に移ります。 

  ２問目ですけれども、村営水道の今後の方向性についてということでござ

います。 

  谷水道と小森水道の統合に伴う、今、業務委託経営認可申請を作成中とい

うふうに思いますが、この認可後の予算も含めてどのように行うのか。この

事業は、何か年かの事業計画になるというふうに思いますが、年度ごとの事

業計画と予算はどうなるのか。 

  そして２つ目が、給水区域はどうするのかということです。 

  今、秋田原配水池と大峯配水池からの供給と思いますが、新たに新設する

配水池があるのか。給水区域の変更も含めて、安定供給は大丈夫なのか。 

  ３つ目が、村にはたくさんのまだ地元の水道組合がございますが、統合予

定はどうなっていくのかというのも含めてお聞きをしたいと思います。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  国は、各自治体で水道事業を一本化することを推奨しているところでござ

いますけれども、村内には各地区で管理されている水道組合が11組合以上残

っているところであり、水道管の老朽化や地区高齢化による担い手不足問題



など、深刻な問題を抱えているというふうに認識しています。 

  村としましては、水道事業の経営基盤の強化と安定供給、水質の安全性確

保のために、各組合の意向や経営状況を十分に尊重しつつ、広域化や統合へ

の取組を進める必要があるというふうに考えております。 

  ご質問のとおり、令和７年９月議会において、小森水道と谷水道の村営水

道への統合に向けた基本計画及び変更認可申請書作成委託に係る予算を認め

ていただき、作成を進めているところであります。本年度内に県へ申請を提

出する予定としております。 

  県の認可が下りましたら、令和９年４月をめどに、小森水道及び谷水道と

経営統合を行う予定としております。経営統合後に、新たな給水区域に対応

するため、配水池や水道管などの施設整備に着手し、令和12年度に完成、給

水開始予定でございます。施設整備につきましては、約７億円以上を要し、

まず、令和８年度当初予算には、用地購入費及び実施設計委託費の4,508万円

を計上させていただきました。 

  給水区域につきましては、現在の村営水道は、大峯配水池と秋田原配水池

から供給を行っておりますが、大峯配水池の供給能力が供給量に対して逼迫

しつつある状況であるため、今回新たに整備します小森地区の配水池を活用

し、大峯配水池からの供給量を緩和することが可能となる予定でございます。

また、小森地区の配水池の能力も大峯配水池と同等の能力を有するよう検討

していますので、今後の人口増への対応及び既存住民への安定供給がより強

固なものになることと認識しているところでございます。 

  小森地区、谷地区以外の組合水道の統合の予定につきましては、現時点で

明確にどの組合がいつまでに村営水道へ統合するとの返答はできかねますが、

幾つかの水道組合により、後々は村営水道へ統合をお願いしたいとの話も伺

っているところでございます。 

  いずれにしましても、どの組合も担い手不足であったり、専門知識を有す

る人材確保の厳しさ、既に設置されております管の老朽化に伴う緊急時の対

応の困難さなどの問題を抱えられているようでございます。料金設定などの

調整すべき課題もございますが、水の安定供給を図るため、各区民組合の意

向や経営状況を十分に尊重しつつ、村営水道への統合に向けた協議を進めて

いく方針でございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○３番議員（松浦哲也君）ありがとうございます。 

  先ほどの年度別施設整備計画の中で、施設整備に５年間ぐらいを要すると

いうことでございます。予算総額も７億円以上かかるというようなことでご

ざいます。その中で水道課のほうでちょっと確認をいたしましたが、令和９



年度の予算が一番大きいと。４億円以上、この９年度にはかかるというよう

なことの報告を受けましたが、その令和９年度の主な整備計画の内容は何な

のか。 

  そして、水道事業会計では実質３割負担とのことですけれども、返済計画

も含めて経営上支障はないのか。 

  そして最後に、統合によって今後の水道料金の値上げの可能性はないのか

というのもお尋ねしたいと思います。 

○議長（西口義充君）水道課長。 

○水道課長（村上文英君）松浦議員の質問にお答えさせていただきます。 

  まず、先ほど令和９年度において、４億円相当の事業計画をしております。

内容としましては、小森地区に設置する配水池の基礎及び配水池の設置とい

うことになっております。これにつきまして４億円ということで、水道事業

会計では、現在、保有財産というものが２億円相当ありますが、足りません

ので、その年度につきましては一般会計から一時繰入れをさせていただき、

同年度に返済ということはする必要があるかというふうに考えております。 

  それから、総事業費としまして７億円以上ということで、国から国庫補助

金で３割の補助を一応見込んでおりますが、残りは起債ということで、償還

年数を各年度ごとに計算しまして、事業経営上回せるように償還年数も検討

しながら、10年から25年程度で償還できるように起債を借り、償還していき

たいと考えております。 

  それと水道料金の値上げにつきましては、現計画におきましては一応据置

きということで、一応事業は行えるというふうな計画はしております。しか

しながら、今回７億円から事業投資を行う中で、資産が増えて償還金、減価

償却等も増えてきます。また、その地区、ほかの地区との統合等を踏まえて

いきますと、水道事業としての資産が増えますし、今後、経営する中で、水

道料等を検討しながら、経営状況安定化させる必要もありますので、現時点

では据置きと考えておりますが、将来的には値上げをすることも検討の一つ

と考える必要があると認識しております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）次、続けてください。 

○３番議員（松浦哲也君）ありがとうございます。 

  統合に伴う認可後は、簡易水道から上水道に変わっていくというふうに思

いますが、給水人口も、現在4,500人ぐらいから6,000人近くに増えるという

ふうにお聞きしておりますが、年度別施設整備計画に多額な予算を使うわけ

ですから、谷水道、小森水道、統合後の上水道も、給水区域内への安定供給

に努めていただきたいというふうに思います。 

  そういうことをお願いして、以上２問の質問を終わらせていただきます。



どうもありがとうございました。 

○議長（西口義充君）これより暫時休憩します。 

（午前１１時０６分） 

 

（午前１１時２０分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  受領番号３番、４番議員、尾崎幸穂君、件数１件、発言を許します。 

（４番議員 尾崎幸穂君 登壇 質問） 

○４番議員（尾崎幸穂君）おはようございます。４番議員、尾崎です。 

  通告書に従い、１件の質問を行います。 

  学校プールの在り方について質問させていただきます。 

  まず初めに、本日、議会を傍聴にお越しいただいている村民の皆様に心よ

りお礼を申し上げます。議会の様子を見ていただくことは、村政を身近に感

じていただく大切な機会だと思っております。 

  本日は、公立小中学校３校にある学校プールの在り方について質問をいた

します。 

  現在、各学校にあるプールは、建設からかなりの年数を経過しており、老

朽化が進んでいる状況にあります。また、熊本地震の際には、被害を受けた

施設もあると聞いております。そうした中でも、今後も３校それぞれのプー

ルを維持していくのか、それとも集約化など新しい形を検討しているのか、

方向性を整理する必要があるのではないかと感じています。 

  一方で、近年は、体育館へのエアコン設置も進められておりますし、今後

は、学校校舎そのものの老朽化への対応も必要になってくると思います。教

育施設全体の整備を考えますと、これから先、かなりの費用が必要になって

くる可能性があるのではないかと感じています。また、人口の視点からも考

えると、将来の児童・生徒数や村の人口規模も見据えながら、持続可能な施

設の在り方を考えていくことが大切なのではないでしょうか。 

  そうした視点から、幾つか質問をさせていただきます。 

  まず、現在の学校プールの状況についてお尋ねいたします。 

  村内の小中学校３校に設置されているプールについて、老朽化の状況や熊

本地震による影響などを含め、現在どのような状況なのか。今後必要となる

修繕や設備などの更新についてどのように考えているのか。維持管理につい

て、現在、３校のプールを維持管理するために年間どの程度の金銭的、人的

費用がかかっているのか。さらに、水泳事業の実地体制について、現在は教

員が水泳指導や安全管理、評価などを行っていると思いますが、１クラスに

対して教員１名で対応する体制について、現場としてどのような課題がある



と認識しているのか。屋外プールであるため、天候に左右されることも多い

と思います。教育環境という面からどのように考えているのか。 

  これは２問目になります。民間プールへの委託検討について。 

  学校プールの代替手段について、学校プールの老朽化や維持管理の課題を

踏まえ、村外の村民プール施設を活用して水泳事業を行う方向について、こ

れまで検討されたことがあるのか。もし、検討されている場合は、移動時間

や委託料、交通費などを含めた費用面、授業時間の確保や安全管理などにつ

いてどのように整理されているのか。 

  また、近隣自治体において、民間施設を活用して水泳授業をしている事例

があるのか。そうした事例を参考に検討されているのかを併せてお尋ねいた

します。 

○議長（西口義充君）教育長。 

（教育長 中村賀一君 登壇 答弁） 

○教育長（中村賀一君）尾崎議員におかれましては、平素から本村の教育行政

に対するご理解、ご協力を賜り感謝申し上げます。 

  それでは、尾崎議員のご質問にお答えさせていただきます。 

  まず、本題に入ります前に、西原村学校規模適正化検討委員会における議

論の件についてお話をいたします。 

  本検討委員会におきましては、向こう10年間の教育方針といたしまして、

小学校統合の是非を今すぐ決めるのではなく、子どもたちの教育において何

が最良かということを議論に据えて、現在の２校体制の維持を念頭に置きな

がら学校選択ができるという点、きめ細かな指導ができるという点、これを

メリットを生かしながら、前例のない最良の教育環境をつくり出しておりま

す。その議論の延長上におきまして、この老朽化したプールの問題が浮上い

たしまして、３校のプールをどうするかというのは大きな課題でございます。 

  まず、１つ目の質問でございますけれども、本村の学校プールは、３校と

も耐用年数を超える状況にまずあります。山西小学校が58年の経過です。河

原小学校が47年を経過しております。西原中学校が54年を経過しておりまし

て、いずれも著しく老朽化が進んでおります。一般的に、学校のプールの耐

用年数の目安は40年から50年とされておりますので、大規模改修の工事を行

えば寿命を延ばすことも可能ではありますが、相当の経費を費やすことにな

ります。 

  現段階におきまして、村の３つの学校の過去の６年間の維持・修繕費用を

算出しますと、総額2,800万円程度の額を費やしております。特に、山西小学

校のプールに関しましては、熊本地震の影響もありまして、プール本体の亀

裂や底面塗装の剝離、ろ過配管の漏水といった問題も生じておりまして、対



応に苦慮しております。これらの問題に対応するために、その都度、補修を

行っておりますが、補修後にまた別の箇所から損傷が確認されるなど、熊本

地震の影響を受けた構造的な欠陥を加味いたしますと、今後、大規模な補修

が生じる可能性があります。 

  また、別の視点といたしまして、近年、猛暑がありまして、極めて深刻で

ございます。暑さ指数や水温の上昇によりまして授業が中止になるケースも

生じております。中学校におきましては、９月に水泳を実施したという経緯

もありまして、いろんな課題がまた浮上してまいります。 

  ただし、安全確保につきましては、本村におきましては、学習支援員、生

活支援員を雇用しておりますので、複数体制の監視が可能でありまして、最

大限の配慮を行いながら安全管理に努めております。 

  以上の点から、西原村学校規模適正化検討委員会で提示をいたしましたと

おり、プールの集約化につきましては、避けては通れない課題であると考え

ております。そしてまた、老朽化を考慮しますと、早急に議論を進める必要

があると認識いたしております。 

  ２つ目の質問でございますけれども、村外の民間プールへの水泳授業の委

託につきましては、実際、水泳授業を学校外で試験的に行っている自治体の

ケースを参考にしながら検討をいたしました。 

  結論から申し上げますと、学校にとっては移動時間や移動交通手段の問題

への対応が厳しくありまして、また、民間のプール施設からは、営業時間帯

の問題等によりまして委託を受けることはできないと返答を受けまして、見

送った経緯がございます。特に、一般営業の時間帯は固定客が多いため、学

校の児童・生徒の受入れは厳しい状況がありまして、今後、営業内容が変化

しても期待ができないと思われます。何より移動時間が生じますので、児童・

生徒の授業時間を確保するという観点から、民間委託を、この選択肢を断念

するに至りました。まずは、以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○４番議員（尾崎幸穂君）民間への委託のほうも検討されたということで、ほ

かの自治体でいえば、熊本県内でしたら御船町のほうがほかのプール施設で

の水泳授業をされている。それと、ちょっと研修に行かせていただいた福岡

県の古賀市は、完全に民間への委託をされているところもあります。そこで

も、やっぱり移動時間のほうを検討されていますが、大体プールの中に、水

の中につかっている時間が１時間の授業当たり20分ということを考慮して、

それを１こまと考えるならば、１時間の授業で２こま取れるという計算の下、

移動手段も考えて委託をされているということでした。 

  そのほかにも、もし、学習支援員がいらっしゃるので見る安全面は大丈夫



ですということだったんですが、指導の面に関してはやっぱりプロの目が必

要である場合もあるのではないかということで、そういうプールの施設から

の指導員の派遣というものもあるというふうに聞いております。 

  これを踏まえまして、学校プールの選択肢等は３校一遍に修復するという

のは財政面に多分厳しいということで、もし、３校あるものを１か所に集約

するということ、あとは民間でも近くにあればとかいうことがあれば民間へ

の委託も考えられるんでしょうけれども、ちょっとそれも難しいということ

で、あともう一つあるとするならば、村営プール、村がプールを造ってとい

うことを考えられると思いますので、ここで３つ目の質問です。 

  次に、学校プールの集約化、学校を、例えば山西と河原はやめて中学校１

校に集約するというやり方があると思いますけれども、それに伴って、学校

規模適正化検討委員会においてもプールの集約化なども検討されたというこ

とだったので、学校教育だけではなくて、社会体育や村民の健康づくり、地

域住民の利用など様々な活用の可能性について考え、そういう意見も出たの

ではないかと思います。 

  ですが、仮に、村営の室内プールを整備すれば、建設費だけでなく、その

後の維持管理費も含めて長期的に村の財政への負担が生じることが考えられ

ます。村営プールの整備について、建設費や維持管理費などどのように見込

んでおられるのか。また、財政面からどのような課題があるのか、お尋ねい

たします。 

○議長（西口義充君）教育長。 

○教育長（中村賀一君）３つ目の質問にお答えいたします。 

  学校規模適正化検討委員会におきましては、村営の社会体育施設として集

約する案につきまして、建設に係る経費の軽減に向けて、ろ過機やマンホー

ルトイレなどの防災拠点機能を持たせることで、国の補助金を最大限に活用

できることを前提としてこの提案をいたしました。検討委員会の委員からは、

学校でのプールの授業を、実際、１学年当たり年間10時間程度であるという

ことを踏まえ、集約化は費用対効果が高く、インストラクターの配置や地域

住民の利用によりまして、村の健康増進や防災体制の強化につながるのでは

ないかという意見もございました。 

  今後、大きな３つの方向性があると思われます。 

  まず、１つ目は、現行どおりの３校のプールをそれぞれ維持する方向です。

しかし、この場合は、例えば山西小学校だけでも、改修費用としまして今後

5,000万円以上の額が必要になります。ですから、３校の体制を維持すること

は財政面でも大きな負担がかかりますので、現実的ではありません。 

  ２つ目は、先ほどもお話がありました、中学校の敷地内に学校プールとし



て集約化する方法でございます。規模や機能によってコストは変動いたしま

すが、プール本体のみを屋外に建設した場合には約３億円程度、また、屋根

をかけた屋内プールとして建設すれば、約６億円程度のという試算でござい

ます。当然、補助はございますけれども、相当な額がこれは見込まれます。 

  ３つ目は、学校規模適正化検討委員会で議題にしました社会体育の施設で

ございます。先ほども申し上げましたとおり、防災拠点機能を備えることで、

国の補助金を最大限に活用することができます。 

  以上の点を踏まえると、集約化によるコストの削減を重視しながら、学校

施設として建設をするのか、もしくは社会体育施設として建設するのか、２

つの選択肢があると思われます。ただし、学校体育施設にするのか、または

社会体育施設にするのかの選択肢において、建設費や維持管理費が、非常に

これは多額の費用を費やすことになります。ですから、住民ニーズ等をしっ

かり明らかにしながら見極めていかなければなりません。 

  加えて、今後、プール建設費以外にも様々な改修費用等も発生いたします

ので、実際、プール検討委員会等を設置しながら、または産業教育委員会と

の協議を重ねながら慎重に進めていきたいと考えております。建設費が高騰

する昨今、小中学校体育館への空調設備の設置はもとより、今後必要な小学

校校舎の建築のことがございますので、こことの整合性を図りながら、村の

財政部局と十分に協議を重ね、丁寧な議論を進めてまいりたいと考えており

ます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○４番議員（尾崎幸穂君）学校プールの問題は、単に水泳授業の問題だけでは

なく、教育施設全体の整備、そして村の財政にも関わってくる問題だと思い

ます。もし、村営プールを整備するとなれば建設費も大きくなりますし、そ

の後の維持管理費も毎年必要になってきます。また、今現在、体育館へのエ

アコンの設置事業も進めていますし、これから先、学校校舎そのものの老朽

化も対応が必要になると思います。そう考えてくると、教育施設に係る費用

というのは今後、かなり大きくなります。 

  そこで、教育長に加えて、村長にもお尋ねいたします。 

  村全体の財政運営を担う立場として、村長は、学校プールの在り方につい

てどのようにお考えなのか、お願いいたします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）尾崎議員のご質問の、社会体育施設としてのプール建設

であったり、学校施設としての建設についての考えということであります。 

  学校の児童・生徒のみならず、一般への開放も視野に入れて建設できない

かということも含めて、３つの学校の３つのプールをそれぞれ維持管理し続



けることは非効率であって、社会体育施設として１つ整備すれば、授業だけ

ではなく、年間を通して地域住民にも利用いただける意義が生まれるという

ふうに思っておりますが、一方で、高騰する建設費、維持管理費を含めたと

ころで検討を深める必要があるというふうに思っております。 

  あわせて、先ほど教育長のほうからも話がありましたように、住民のニー

ズがどれだけあるかという点も踏まえて重要視したいというふうに考えてお

ります。 

  熊本地震のときに、役場で私は働いていまして、中学校のプールからトイ

レ用の水をバケツでみんなで汲んで、その水を利用してトイレを使っていた

という記憶がございます。山西小学校もセンスイが職員室の前にあった水を

使ったりとか、プールの水を使ったというふうに聞いております。河原小学

校は、恐らく、前に川があったり、上にプールが何らかの形で使われている

と思いますんで、そこら辺も含めたところで、災害用の水としても使えると

いうことを踏まえた上で、これから学校検討委員会等で議論を深めてもらっ

て、その結果で判断できればというふうに思っております。 

  今後も引き続き検討を重ねるとともに、建設する方法や運営方法、例えば、

民間に幾らか補助すれば立地してくれるか等々も含めて、なるべくよりよい

方法を皆様からご提案いただき、柔軟に対応していければというふうに思っ

ております。以上です。 

○議長（西口義充君）尾崎議員、最後、まとめてください。 

○４番議員（尾崎幸穂君）今すぐ結論を出さなければならない問題ではないん

ですけれども、これから考えなければならない大事な問題だと思います。学

校１校に集約すると、学生しか使えないというふうになります。そのために、

先ほど言った金額６億円をかけるのか、また、社会体育施設としてもう少し

莫大な金額をかけて造るのか、村の財政に関わってくる、運営にも関わって

くる課題だと思います。 

  ただ、本当に社会体育施設として造るのであれば、村民の皆さんが利用す

る、したいと思う施設にしないといけないと思います。アンケートを実施し

ながら、要るか要らないかという簡単なものではなく、どのようにしたら利

用するのか、どのようにしたら利用しやすいのかとニーズを考えながら、あ

んまり取り入れ過ぎると、ここもまた莫大な金額になってしまいますので、

村の財政に応じた教育施設を検討する。もしくは、もう村のニーズというか、

社会体育施設としての考え方を捨てて、もう学校教育だけにして集約化をす

る。それにしても屋外にはなると思いますが、暑さ対策などにはしっかりと

考えられた施設にしていくように考えて検討していただきたいなと思います。 

  将来世代に過度な負担を残さないように十分な検討をしていただくことを



要望し、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（西口義充君）続けて大丈夫でしょうか。 

  受領番号４番、６番議員、坂本隆文君、件数２件、発言を許します。 

（６番議員 坂本隆文君 登壇 質問） 

○６番議員（坂本隆文君）６番議員、坂本です。 

  通告書に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

  まず、１つ目の質問でございます。庁舎喫煙所設置と職員の休憩について

でございます。 

  役場庁舎改修に伴いまして、コンテナ型の喫煙所が撤去されました。現在

は庁舎から離れた場所に喫煙所があり、利用者にとって不便な状況となって

おります。庁舎近くに新たに造るお考えはないかという質問でございます。

いかがでしょうか。 

○議長（西口義充君）村長。 

（村長 吉井 誠君 登壇 答弁） 

○村長（吉井 誠君）坂本議員のご質問にお答えいたします。 

  役場庁舎改修に伴い、従来設置しておりましたコンテナ型喫煙所を撤去し、

現在は、庁舎から一定程度離れた場所に、西側方面に喫煙所を設置しており

ます。庁舎改修に当たりましては、来庁者の利便性向上、安全性の確保、景

観への配慮、さらには受動喫煙防止対策など、様々な観点を総合的に検討し

てまいりました。特に、健康増進法の趣旨を踏まえ、不特定多数の来庁者が

利用する公共施設として、受動喫煙の防止に十分配慮することは重要である

というふうに考えております。そのような観点から、庁舎の出入口付近であ

ったり、来庁者動線に隣接する場所への喫煙所設置は慎重であるべきという

ふうに判断して、現在の配置としているところでございます。 

  喫煙者の利便性という視点も一定程度理解するところではございますけれ

ども、公共施設としての性格や来庁者への配慮、健康への影響などを総合的

に勘案いたしますと、現時点において、庁舎近接地に新たに喫煙所を設置す

る予定はないということでございます。 

  今後におきましても、社会的動向や法令の趣旨、庁舎利用状況等を注視し

ながら、必要に応じて適切な検討を行っていきたいというふうに思っており

ます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。 

  たばこを吸う人吸わない人で全く正反対の考えでございまして、違ってく

ると思いますが、今の喫煙場所が相当遠くにあって一番端っこにありますの

で、職員だけでなく、来庁されるたばこを吸う人にもとても不便ですという



ふうに言われておりますので、こちらのほうはもう一度、引き続き検討して

いただければと思っております。よろしいでしょうか。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）坂本議員が申されましたとおり、さきの区長会において

も、喫煙所をどうにかならないかという要望があっておりまして、これから

また検討をしていきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。検討していただけるという

ということで、引き続き検討していただければと思います。 

  続きまして、それに伴いまして２番目の質問ですけれども、職員がたばこ

を吸えば休憩しているのと同じと、私は考えております。平等性を考えると、

たばこを吸わない職員にも同等の休憩時間をちゃんと与えるべきと、私は考

えております。村長のお考えをお願いいたします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）職員の休憩時間につきましては、労働基準法、その他の

関係法令及び本村の服務規程に基づき、適正に運用しているところでござい

ます。 

  ご指摘のとおり、喫煙に要する時間が事実上の休憩となっているのではな

いか、また、喫煙しない職員との間に不公平が生じているのではないかとの

ご意見については、一定の問題意識として受け止める必要があるというふう

に考えております。 

  しかしながら、本村においては、喫煙に関して特別の追加の休憩時間を付

与しているものではなく、あくまで定められた休憩時間の範囲内で行われる

べきものであるという考え方の下で運用しています。実際の職場運営におい

ては、業務の繁閑や職員配置、住民対応の状況などが日々、異なります。そ

のため、休憩の取り方や時間配分につきましては画一的に定めるものではな

く、各課長が業務管理の一環として適切に判断し、職員間の公平性と業務の

円滑な遂行の両立が図られるよう努めているところでございます。 

  また、職員の休憩スペースの確保としまして、庁舎改修によりリニューア

ルしました１階の会議室を一定時間利用できればというふうに考えておりま

す。私が村長に就かせていただいて、やっぱり職員が休憩して、みんなで隣

の課とか近隣の課と話ができる環境をつくりたいとの思いで、こういう措置

を取らせていただきました。最も重要なのは、喫煙の有無にかかわらず、全

ての職員が心身の健康を維持しながら職務に専念できる環境を整えることで

ありまして、そのための勤務管理を適切に行うことが管理職の責務であると

いうふうに考えております。 



  今後も、職員間の公平性に十分配慮しつつ、住民サービスに支障が生じる

ことのないよう、適切な職場管理と指導を徹底してまいります。以上でござ

います。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。 

  休憩に関してですけれども、世界中の多くの研究者が発表されております。

そのほとんどの内容は、仕事の合間に休憩を挟むことは、集中力の維持や作

業効率の向上に効果があるというふうに言われておりまして、長時間連続で

作業を行うと、脳は疲労し、注意力や判断力が低下しやすくなる。その結果、

ミスの増加や作業速度の低下が起こり、生産性が下がる可能性がある。こう

した問題に対して、短い休憩を取り入れることが有効であると報告されてお

ります。 

  ぜひ、各課長さんには、自分の課の職員には住民サービスに支障が生じな

い範囲で気を遣っていただいて、休憩が自分で取れる取組をしていただいて

はどうかと思いますが、村長、どうでしょうか。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）坂本議員の申されましたとおり、庁舎改修によって職員

の休憩スペースというのを設けておりますんで、各課長の指示の下、職員が

平等に休憩できるように、また、それから、お昼御飯もできれば一緒に食べ

てもらって、コミュニケーションの向上に努めていただくことも含めて、積

極的に取り組んでいきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。 

  こちらは、たばこを吸う吸わない関係なくなんですけれども、やはり平等

性というものを十分考えておりまして、ちょっとコーヒー飲みたいけれども

やっぱり休憩ができないとか、休憩したいけれどもというのがありますけれ

ども、こういうことでちゃんと時間を与えてあげれば、休憩していてもほか

から変な目で見られることのないと思いますので、ぜひ全課長さんにお願い

いたします。ちょっと職員の方々に目をかけていただいたり、自分も休憩し

ていただければと思っております。 

  続きまして、次の質問に入ります。 

  西原村の補助金・助成金についてであります。 

  西原村の単独での補助金・助成金は、他の市町村に比べ少ないように思え

ます。村単独で出されている補助金・助成金はどのようなものがあるか、そ

の予算はということでお願いします。 

○議長（西口義充君）村長。 



○村長（吉井 誠君）坂本議員の単独の補助金・助成金制度についてお答えい

たします。 

  福祉事業では、住民生活という視点から、国・県を含めた幅広い補助金や

助成金制度がございますが、村単独の補助制度では、住民が住み慣れた場所

で安心して暮らし続けるための環境整備を目的として、年代別、ライフステ

ージ別、課題別などで各種補助事業を行っております。 

  まず、住まい環境の整備という視点でいいますと、在宅ケアのための補助

金としまして、新築住宅建築福祉用具設置補助金が、要介護者や障害者世帯

に対し、建物に補助用具を設置することに対して必要な経費の補助を、住宅

１軒につき補助上限20万円の範囲で行っています。 

  また、高齢者等の移動と食の確保という視点から、福祉タクシー助成事業

を令和７年度より利用枠の拡充を図りまして、１回当たりのタクシーチケッ

トの使用枚数１枚500円の３枚を４枚までであったり、対象者の拡充、これは

通院者は65歳から可能、また妊婦も使用可としております。それから、村中

心部からの距離に応じた地区加算、１月当たり１から４万円加算を行ってお

りまして、１人当たり年間３万円から、地区によっては最大５万4,000円まで

の利用を可能としています。 

  また、令和８年度からは、委託により、高齢者への買物支援の補助金も、

新たに車両購入費500万円、運営補助年間120万円を上限として予算案を計上

しておりまして、これは委託事業ではありますが、独り暮らし高齢者への見

守りを兼ねました食の支援であったり、衣類関係の支援を図ってまいります。

家族介護者の負担軽減という観点から、寝たきり老人等介護者手当としまし

て、支える家庭の生活を守るため、月１万円の支給をしています。そのほか、

独り暮らし老人への声かけや健康維持を目的とした一人暮らし老人牛乳支給

事業や、敬老祝い金として88歳に１万円、100歳に５万円の支給。 

  子育て世帯には、令和７年度に、村独自に子育て応援物価高騰対策臨時給

付金として、18歳までの子ども１人に対し１万円の給付金の支給を行ってお

ります。修学旅行や高校生のバス通学定期券への助成制度もございます。 

  このほか、不妊治療費に係る助成や生ごみ処理容器の購入助成、浄化槽の

設置や維持管理への補助なども村単独で実施しているところでございます。 

  補助制度の活用率のご質問もありましたが、福祉タクシー券のように、追

加予算を組ませていただくほど活用いただいている事業もあれば、対象者が

限られていても必要な方は必要なときに活用できるような支援もあり、村と

しては、今後も利用状況を踏まえながら運用を行ってまいりたいと考えてお

ります。説明は以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 



○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。 

  西原村も、単独でいろいろな補助事業がございます。改めて感謝いたした

いと思っております。 

  まだまだ、私たち議員も、一人一人の皆様方と村民の方々と結構話しまし

て、こういうのがあったらいいなとか、そういうのも上がってきております

ので、少しずつ全体的に、一遍にはできないかもしれませんが、こういうも

のを相談していただいて、村民の方々に優しい村づくりをしていただければ

と思っております。 

  続きまして、２番目の質問ですけれども、先日、障害のあるお子さんを持

つ知り合いの方が、車椅子で乗れる福祉車両を購入されました。新車でです。

その方に、何か村から補助金や助成金はありましたかと聞いたところ、役場

に聞きに行きましたが、何もないというふうに言われましたと。子どものた

めに奮発してこの新車を買いましたとのことですが、また、片道１時間ほど

この車を使って、子どもさんの学校やデイサービスへの送迎などを毎日大変

ですと言われておりました。 

  特別支援教育就学奨励費以外で、市町村によってはガソリン代の燃料代助

成もあるそうです。西原村も独自に視野を広めて、柔軟に、そうして人に優

しい村づくりの一環として、障害をお持ちの方や困っている方たちにもう少

し手を差し伸べてあげることはできないでしょうか。どうでしょうか。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）坂本議員の質問にお答えいたします。 

  障害をお持ちの方の日々生活や社会生活への支援につきましては、障害者

総合支援法に基づく地域生活支援事業において、各市町村が様々な支援メニ

ューを組んで実施しているところでございます。 

  本村におきましても、訪問入浴サービスや日常生活用具給付など、多様な

支援を実施しています。国・県の協調補助があるメニューがほとんどであり

ますが、中には、村単独で行っている補助もございます。 

  お尋ねの福祉車両の購入に関しましては、自動車改造助成事業を村単独で

行っておりまして、車椅子を乗せる昇降機や運転席の回転シート、手でブレ

ーキ操作ができるハンドブレーキなどのオプションをつける費用を補助する

制度となっています。しかしながら、この補助対象につきましては、障害者

ご本人が車を所有し運転する場合としておりまして、ご指摘のような障害の

あるお子さんをご家族が送迎する場合の車両改造には該当しないという状況

になっています。これは他町村も同様でございまして、ご家族運転の車両は

対象外とされています。 

  議員のご提案を受けて、村としましては、ご家族が送迎に使用される車両



の改造についても、障害者・障害児の方の生活の改善に必要なことと判断し

て、新たに補助の対象に追加したいというふうに前向きに考えていきたいと

いうふうに思っております。 

  また、それから、特別支援学級であったり特別支援学校への通学には、県

の特別支援教育就学奨励費からガソリン代の補助がありますが、通学以外に

も通院、買物、レジャー、冠婚葬祭などお子さんを連れて外出される機会が

あるかと思います。こうした様々な外出の機会を支援するために、送迎され

るご家族のガソリン代を支援する障害者燃料費助成を新たに、併せて検討し

てまいります。これらの支援の拡充により、障害者・障害児、その生活を支

えるご家族にとっても、少しでも暮らしやすさの向上につながるよう、議員

が申されましたように、優しい村づくりをさらに進めていきたいというふう

に思っております。以上です。 

○議長（西口義充君）３回目、どうぞ。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。 

  まとめます。 

  西原村も工場誘致なんかたくさんの仕事がございますけれども、我々が考

えるのは、やっぱり村民の、今住まれている方たちの暮らしに寄り添った議

会をしていかなければならないというのが私の考えでございまして、今、村

長が答えられましたとおり、また新しい取組をしていただけるということで

感謝いたしますので、これからも村民のためにいろいろ考えていければと思

います。終わります。 

○議長（西口義充君）答弁、大丈夫ですか。 

○６番議員（坂本隆文君）はい、よろしいです。ありがとうございました。 

○議長（西口義充君）これより暫時休憩します。 

（午後 ０時０２分） 

 

（午後 １時００分） 

○議長（西口義充君）休憩前に続き会議を再開します。 

  受領番号５番、５番議員、堀田直孝君、件数２件、発言を許可します。 

（５番議員 堀田直孝君 登壇 質問） 

○５番議員（堀田直孝君）５番議員、堀田です。 

  それでは、令和８年第１回定例会一般質問通告書に従いまして、今回は２

項目の質問をいたします。 

  １問目は、河原校区の活性化についてであります。西原村は年々人口も増

加し、県内外からもいろいろな面で注目を浴びております。しかし、河原校

区におきましては、自然環境などの魅力はあるものの、高齢化や人口減少等



により伸び悩んでおります。これらを打開するため、各集落から要望・陳情

が上がっております。 

  本年の初寄りに村政報告に出向いた折には、例えば、瓜生迫集落におきま

しては、村道塩塚瓜生迫線の道路拡張について、２番目に、村道市川原塩塚

線の熊本地震で施工した大型ブロック部分の用水路改修、土林瓜生迫線のヘ

アピンカーブの暴走処理、４番目に、農業土木災害の施工した排水路崩壊に

よる対応、川底ブロック等の補修などなど、村に要望が出されたと思います

が、このような各集落からの要望に対しての採択要件はどのようになってい

るか、お尋ねいたします。 

○議長（西口義充君）村長。 

（村長 吉井 誠君 登壇 答弁） 

○村長（吉井 誠君）堀田議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、河原地区の人口減少と高齢化について。 

  本村におきましては、人口が増えている地域がある一方、一部の地域につ

いては、人口減少と高齢化が進んでおり、地域社会の存続に関わる喫緊の課

題であるというふうに認識しています。この課題につきましては、生活機能

の維持という観点で、具体的には以下のことに取り組んでいます。 

  高齢化になっても住みなれた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域

交通の再編やデマンド型交通の充実を図るため、西原村地域公共交通会議を

設置し、当村の現状分析と将来を見据えた地域公共交通計画を策定していま

す。 

  また、平成22年度に創設しました西原村福祉タクシー料金助成事業は、制

度を開始してから15年が経過しており、より高齢者等の住民ニーズに対応し

た制度とするため、利用対象者を65歳以上の通院者及び妊産婦を追加、また、

タクシーチケットの使用上限の引上げや、役場までの距離に応じて配付枚数

の加算など、今年度改正しています。 

  ここからが本題でありますが、地区からの要望に対する採択要件について

お答えいたします。 

  地区や自治会等から寄せられる道路、水路、防犯灯などのインフラ整備に

関する要望につきましては、限られた財源の中で、効率的かつ公平に対応す

るため、主に以下の３つの観点を重視し、総合的に判断させていただいてお

ります。 

  １つ目は、緊急性です。村民の生命や財産に危険が及ぶおそれがある箇所、

あるいは災害発生のリスクが高い箇所については、最優先で対応しています。 

  ２つ目は、公益性です。その整備によって利益を受ける住民の数や、不特

定多数の方々が利用する生活道路であるかといった公共性の高さを勘案して



います。 

  ３つ目は、費用対効果と実現可能性です。現場の状況調査を行い、技術的

な施工が可能か、また、投じる費用に対して十分な効果が見込めるかを精査

いたします。 

  例えば、道路拡幅要望の場合、要望の趣旨は離合が困難であるとか見通し

が悪い場合です。集落内であり、かつ拡幅要望の距離が長い場合などにおい

ては、さきに述べましたとおり、事業化は大変厳しいものと思われます。離

合できる区間を設ける一部拡幅などで地元もご理解いただければ、事業実施

に向けて取り組みたいというふうに思っております。 

  なお、採択に至らない場合や実施までに期間を要する場合についても、要

望元の地区代表様に対して丁寧な説明を行い、理解を得られるよう努めてい

るところでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）２回目、続けてください。 

○５番議員（堀田直孝君）やはり河原も、伸びているところと山間部の高齢化

率の高いとこ、なかなか地元住民では整備できないというところがあります

ので、今後その辺り、過疎地域になるようなところの公共事業というか、積

極的にお願いしたいと思います。 

  続きまして、権利について村のお考えをお尋ねいたします。 

  先般、原野の火入れが行われました。これは入会権に基づく採草権で、目

的は採草放牧に伴うダニ駆除だと認識しております。この入会権は、昔から

地域住民が特定の山林や原野、漁場などを共同で利用してきた慣習が権利と

して認められてきたもので、入会権の目的は、主に牧草採草や放牧、雑木の

間伐材採集、キノコ等の採取などがあります。このような入会権を主張する

ために、昔から西原村では義務として原野の火入れが行われてきていて、現

在、原野の景観が保たれております。 

  現在、河原校区の村有地の一部が売却の話が出ておりますが、この場所に

帰属する入会権の放棄の話も出ております。放棄の手続は、入会権放棄契約

書が必要となり、その中で一人でも反対した場合はどうなるか。 

  それと、特に大事なものは、放棄の対価についてです。 

  以前、私が村民から報告を受けたのが、私は宝くじに当たったごたっと。

どういうことですかと言うたら、熊本新港ができるときに、漁業権を先祖が

持っとったということで、戸籍を調べてそこまで放棄の対価、補償を払いに

来られたということだったんですね。 

  ですから、今回の件についても、放棄の対価について、村の考えはどう対

応されるかをお尋ねいたします。 

○議長（西口義充君）村長。 



○村長（吉井 誠君）入会権の放棄に関する村としての考えについてでござい

ますけれども、入会権は地域住民の重要な権利であり、伝統的な地域の生活

様式や文化に深く根づいているものだと認識しています。村として、この権

利の行使が村の持続可能な発展に寄与すると考えております。 

  そのため、入会権の放棄については、慎重に検討すべき事項であり、住民

の声をしっかり受け止める必要があるというふうに認識しております。入会

権の放棄が進行する場合は、その影響は原野や林野の管理に直接的な懸念を

もたらす可能性があります。村内の森林や原野につきましては、地域住民の

生活基盤であると同時に、生態系の保全や水源涵養などの役割も果たしてお

ります。したがって、適切な管理ができなくなると、環境への悪影響が生じ

るおそれがございます。 

  具体的には、森林の荒廃や生物多様性の創出、さらには水資源の減少とい

った問題が懸念されます。このような問題を回避するためには、地域住民と

のコミュニケーションを強化し、入会権の行使において、地域の森林や原野

に対する責任感を地元に持ってもらうことが重要だというふうに考えており

ます。 

  村として、入会権が尊重される形での森林、原野の在り方を模索していき

たいというふうに思っております。 

  ということで、住民さん一人でも反対した場合ということでご質問があり

ました。私は、認識していますのは、その原野組合で組合の取決まり、取決

めが違っておりまして、議員が申されましたとおり、一人でも反対された場

合は、契約等で履行ができない。あるところでは、過半数以上であれば履行

できるというふうに認識をしているところでございます。 

  対価につきましては、今のところ村の見解としては、固定資産税じゃなく

て地価評価、不動産鑑定による地価評価によって、適正価格によって、もし

売買するような事案があれば行っていきたいというふうに思っております。

以上です。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○５番議員（堀田直孝君）今、村長が言われましたとおり、原野火入れ、入会

権があることによって多面的機能がかなり生かされているというふうに思い

ます。 

  ですから、大切な権利でもありますので、対価についても固定資産税の評

価、原野、何十円ですよね。こういうので、地元住民が納得されるのか。実

際、原野の火入れを行ったときの人的費用、それと、もしもここが生かされ

ているときの採草されるときの飼料代、そういうのも勘案していただかんと、

ただの固定資産税の評価ではいけないんじゃなかろうかと思います。いかが



でしょうか。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）堀田議員の言われましたとおり、地域住民の管理されて

いる組合の皆様の了承得ての売買とかなりますんで、そこら辺は地元住民の

方々のできるだけ要望に沿えるように、村としても住民さんと一緒になって

取り組んでいきたいと思っております。以上です。 

○議長（西口義充君）４回目、まとめますか。 

○５番議員（堀田直孝君）次に移ります。 

○議長（西口義充君）次にですね。どうぞ。 

○５番議員（堀田直孝君）続きまして、災害備蓄米とふるさと納税返礼品との

関係について質問いたします。 

  まずは、令和６年12月、一般会計補正予算（第４号）で承認された総務費

の災害用備蓄米がふるさと納税と納税返礼品になった経緯、委託業者との契

約事業の流れについて、時系列で説明をお願いします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）今回の備蓄米の整備につきましては、食料保存委託契約

として行いまして、令和６年12月23日に委託業務契約の締結を行いました。

委託期間は、令和６年12月24日から令和７年３月31日までの期間として契約

を行いました。 

  この委託契約の準備をしていく中、災害時における物資供給に関する協定

の話ができてきたため、委託契約の締結と同時に協定締結を行ったことで、

災害時での米の供給について支援体制が整い、備蓄米として長期に保存する

必要がなくなりました。米不足の中、備蓄米を世の中に出して有効活用した

ほうがよいと考えまして、小中学校での学校給食、子供食堂、社協などへの

提供など、ほかの使い道を模索しましたが、年度末まで既に契約済みなどで

年度内の活用が難しいと判断したため、ふるさと納税の返礼品として出すこ

ととさせていただきました。 

  このふるさと納税の返礼品に転用するに当たっては、委託契約書の第２条

第８項にその他要件として、「当該備蓄米においては、村長が認める事業に

おいて利用してよいものとする。」との記載がされており、この条項を根拠

に備蓄米として加工していた米の一部を返礼品へ流用することを決定させて

いただきました。 

  これが、備蓄米をふるさと納税の返礼品に転用した経緯でございます。以

上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○５番議員（堀田直孝君）もう少し詳しく説明が欲しかったんですけれども、



12月24日に契約をされて、もう１月16日には取り崩し、契約された事業所Ａ

には11月１日には返礼品の登録をして、１月16日からもう出荷されておると。

そして、そのときに当初の答弁では５年間とおっしゃった。最初、補正予算

のときも。でも、この契約は今言われたとおり、たった３か月、年内。もう

最初からこれは仕組まれておったと思いますが。 

  その中で、時系列に私が調べたところで、その中の事業所Ｂとの委託契約

であります。情報開示での委託契約書の内容を確認しましたが、契約に伴う

支出関係、支払い関係の資料を住民が情報開示をしたところ、当該の書類が

ないということで情報開示がされておりません。ただ、委託契約書の中には、

支払いについての項目があり、支払いが本来行われたものと思われます。支

払いがあるのに支払い関係の書類を開示しなかった理由は何か。また、実際

支払っていないのであれば、この委託契約書自体が架空の契約書ではないか

説明を求めますとともに、本来、委託契約書は存在しているのに情報開示が

求められた支出負担行為、請求書がないのはおかしいですよね。また、事業

所Ｂの内訳に米代は入っていたのか。 

  それと、情報開示についての開示された比率、なかなか開示されておりま

せん。 

  災害備蓄米をふるさと納税返礼品に転用するに当たり、行政手続上問題は

なかったかでありますが、今回の災害用備蓄米の議会での審議におきまして、

令和６年の補正予算審議の質問で私の質問、米の購入は委託料なんでしょう

かに対して林田会計管理者は、購入ではないんで預けるという委託というと

ころで委託料と考えていると答えられました。 

  また、昨年９月定例会では、これは議会の広報紙「ゆうすい」ですけれど

も、記事の中に、「備蓄米の契約は動産、700万円以上の処分も議会の議決が

必要では」という質問に対して総務課長は、「備蓄米は売払いではない。ま

た、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３項

には該当しないと判断」、判断ですね。村の判断と答えられています。 

  しかしながら、私も県のほうに行っていろいろ調べてみたところ、また、

地方自治法逐条解説に議決事件として、地方自治法第96条「普通地方公共団

体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。」６項「財産を交

換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価な

くしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」となっていると書いてあ

りました。さらに、地方自治法第237条では、財産の処分として「普通地方公

共団体の財産は、第238条の５第２項の規定の適用がある場合で議会の議決に

よるとき又は同条第３項の規定の適用がある場合でなければ、これを信託し

てはならない。」となっています。 



  これまでの村長をはじめ、執行部の説明で委託料は該当しないものと回答

でしたが、株式会社ぎょうせい出版の「地方公共団体 歳入歳出科目解説」

によると、法律行為と事実行為があり、食料保存委託契約書の中の委託業務

内容に備蓄米の購入、財産の取得ですね。保管及び公が指定する場所への運

搬と明記してあります。 

  よって、さきの文献にも、地方自治法第96条第１項第５条の規定に基づく

場合は、当該市町村の議会の議決に付すべき契約に関する条例に定める金額

を超えるときは、地方自治法第96条第１項第５条の決議が必要と解されると

なっております。逐条解説では、本条第２項及び第３項の違反について行わ

れた財産の管理及び処分は、当該地方公共団体と相手方の関係においては無

効と解すとなっております。 

  ということは、これまで行われた審議は、地方自治法を無視した違反行為

ですよね。このことに対して、村長はどう対処、責任を取られるかというこ

とで。ちょっと長くなりましたが、質問は、実際支払ってあるのかないのか、

契約書自体が、支払いが。 

  それと、事業所Ｂ内訳に米代というのが入っているのか入っていないのか。

情報開示に対する比率、ちゃんと開示された比率。 

  それと、先ほど言いました地方自治法を無視した違反行為をどうされるの

か。私としては、これは無効でしたということですけれども、どう対処され

ますか。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）まず１点目なんですけれども、事業所Ｂから請求があり、

返品の支払いは毎月しています。開示請求につきましては、正当に行ってい

ますが、ここでは詳細には答えられないということでございます。 

  ２つ目のご質問の売払いについての法的根拠なんですけれども、９月の議

会で申しましたとおり、総務課長より説明したとおり、備蓄米については売

払いではないため、財産の取得又は処分に関する条例第３条には該当しない

と判断をしているところでございます。以上です。（「いや、情報開示され

た比率は」の声） 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）ちょっと情報開示された比率までは把握しておりません。 

○議長（西口義充君）３回目。 

○５番議員（堀田直孝君）今、村長、急に言うてもなかなか内容的には答えら

れんと思いますので、今議会中に、そこの内容をちょっと教えていただきた

いと思います。比率についてもですね。 

  それと、これは完全に私は違法という話も聞いてきておりますが、そこも



ちょっと調べていただきたいと思います。法律の判断というのは一人一人が

違うんで、だから弁護士がおって、解釈の違いがあるから裁判とかあるわけ

ですので、私たちとしては、これは違法と。村としては、違法じゃないと解

釈しているということでよろしいですね。いや、いいです。 

  続きまして、テレビのインタビューの相違についてですけれども、先般放

映されたニュース、報道局Ａの取材インタビューの答弁で村長は、返礼品は

阿蘇地域の農家から事業所Ｃに集まった米、２番目に、事業所Ｃに西原産の

米を一俵も出していなければそれはアウト。産地偽装違反するように販売し

ているわけではないと回答されました。 

  しかし、ここがちょっと時間がおかしいんですけれども、村長、執行部と

しては、県・国に聞いたと言うてそれを執行されておりますが、取材の後の

総務省の見解として、総務省の地場産品基準では、その自治体で生産された

もの、流通上近隣の自治体のものとやむを得ず混ざったものとなっておりま

す。 

  それと、報道局Ａの取材では、昨年事業所Ｃに集まった米は、全て村内の

物産館か県内倉庫、村が委託する福岡県の企業には出荷されていないという

ことになっております。事業所Ｃでも出荷で産地が混ざることはなく、ブレ

ンド米出荷はしていないと。よって、備蓄米は事業所Ｃの米ではないので西

原産はいっていないに対して、村長は、事業所Ｃに出荷しているのでそれで

いいという認識だったと。やっぱり先ほどと一緒で認識ですよね。阿蘇に米

の倉庫があって、そこで産地がまずあるのかなという認識だったと。自らそ

こは認識不足だったと。認識不足だったとして、議会の説明を誤っていたこ

とをもう認められましたよね、報道で。 

  また、９月議会終了後、ふるさと納税の返礼品、米出品を除外された。県

は総務省の基準に照らし、本当に流通上やむを得なかった場合なのか確認が

必要と見解されております。 

  また、ふるさと納税総合研究所西田氏のコメントでは、一般的には総務省

が定めるやむを得なくとは言えないとされております。これに対して、村長

の釈明、謝罪がなされておりませんが、ここのところに対しての釈明をお願

いいたします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）令和７年第３回の定例会の終了後から、マスコミ各社の

取材等が多くありました。その中で一部の報道内容について、そのときの記

者の質問内容に対する私の発言が、そのときの質問の意図とは異なる形で編

集され、放送されている事実がございました。この報道内容によっては、皆

さんに誤解を招く内容で報道されたことは、誠に遺憾でございます。 



  該当局に対しましては、報道内容が不適切である旨の抗議を行った次第で

ございます。 

  ですので、令和７年度第３回定例会における私の答弁については、間違い

ないということでございます。以上です。 

○議長（西口義充君）４回目、まとめてください。 

○５番議員（堀田直孝君）ずっと感じておりますが、私たちは、法律、条例に

基づいて仕事を遂行しておりますが、村長の答弁は、根拠法令、根拠条例、

そういうものが一切ございません。県に聞きました、国に聞きました、何を

聞いたのか、どこに聞いたのか、そのあたりも今後詳しく答弁していただき

たいと思います。それではないと、不信感が残るだけということになります

ので、今後、まだこういう件については質問させていただきたいと思います。 

  ということで、私の質問を終わります。 

○議長（西口義充君）続きまして、受領番号６番、９番議員、桂悦朗君、件数

２件、発言を許します。 

（９番議員 桂 悦朗君 登壇 質問） 

○９番議員（桂 悦朗君）９番議員、桂です。 

  ふるさと納税に関する２件について、村長及び課長のほうに答弁を求めた

いと思います。 

  今、備蓄米のことで、堀田議員が詳しく説明されましたが、私もかぶると

ころが多々ありますので、そこは私なりに考えて質問をしたいというふうに

思っております。 

  まず、昨年の９月定例会で、備蓄米を返礼品として提供されたが、西原村

産の米は入っていなかった、地場産品違反ではないかというふうに私は一般

質問しております。そのとき村長は、西原村産の米は入っているので、指定

基準違反にはならないと答弁されております。 

  しかし、その後、先ほど堀田議員が言われましたけれども、報道局Ａの取

材で、本村から事業所Ｃに出荷していたのでそれに含まれていると思ってい

たと。実際には西原村の米は含まれていなかったと答えられています。まず、

その後、卸問屋が西原村の農家から直接購入されていると答えられておりま

す。 

  地場産品のふるさと納税返礼品として提供する場合は、総務省告示第179号

の５条に示されている基準があります。村長は、その基準を確認されていた

のかなと。確認もせず答弁をされていたのではないかなというふうに思うが、

いかがなもんでしょうか。 

  それと、総務省告示第179号の第５条の基準には、市町村の区域内において

生産されたもの、また、当該地方団体の区域内において返礼品等の原材料の



主要な部分が生産されたものであること、また、近隣の他の市町村の区域内

において生産されたものと混在したものについては、流通構造上混在するこ

とが避けられない場合に限るというふうにあります。そして、区域内におい

て、返礼品等の製造・加工の工程を経て、完成した返礼品等の半分を一定程

度以上上回る割合が当該工程によるものでなければならない。 

  すなわち、西原村で生産された米を福岡の業者が精米袋詰めしたものであ

れば問題ありませんが、備蓄米には、西原村の米が含まれていないというこ

とで、福岡の業者が精米袋詰めをして製品としたと言うのであれば、もう全

く西原村には関係のない製品ができたと。地場産品違反ではないかというこ

とでございます。 

  この備蓄米につきましては、放出したものについては、副村長、担当課長

は、地場産品基準を承知していたのかなと。もし承知していたならば、止め

なくちゃならなかったんじゃないか。あなたたちも責任がありますよという

こと。 

  総務課長は、備蓄米については災害時に住民のために使うとして準備する

と答弁されております。その米を誰の指示で短期間にふるさと納税の返礼品

として出荷したのか。この件については、課長、責任がありますよ。住民や

備蓄米に賛成した議員に対しても、申し訳ないという気持ちになりませんか。

私はそう思います。だましたことになるんじゃないかなと。 

  そこでお聞きしていますが、備蓄米を返礼品として出荷したのは、総務課

長の指示だったのか、それとも村長が指示されたのか。それが第１点目です。 

  ２点目が、住民の住民や備蓄米に賛成した議員が先ほど言いましたけれど

も、次に、令和６年度のポータルサイトの広告には、西原村は、水と緑に恵

まれた地域で豊かな自然の中で育ったお米を返礼品として提供していますと

掲載してあります。令和６年度のふるさと納税返礼品として提供された米に

は、それぞれ何件申込みがあったのか。また、備蓄米を精米し袋詰めした製

品の数量はどれだけあったのか。この件については、返礼品の申込み数と実

際袋詰めされた返礼品として提供された数量は合っていなければなりません

が、確認はされましたか。村長に答弁を求めます。 

○議長（西口義充君）村長。 

（村長 吉井 誠君 登壇 答弁） 

○村長（吉井 誠君）桂議員のご質問にお答えいたします。 

  まず最初に、指示をしたのは誰かということなんですけれども、私が指示

をしております。 

  それから、何かその違反前提で話をされておりますが、報道機関がそのと

き提示された資料を私に見せてもらったんですけれども、米の集荷状況を示



すものであって、販売先が記されたものではございませんでした。その後、

販売先の確認が終わり、間違いなく米の卸問屋に西原村の米が集荷されてい

たことが確認されていますけれども、それを確認して報告させてくださいと

言ったにもかかわらず、その日の夕方には放送がなされていたという状況で

ございます。 

  基本的には、こちら側としては何も違反がない状態で出しているというこ

とと、西原村の備蓄米の米とふるさと納税で出されている米は、同一の第４

号に該当する品であることということでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○９番議員（桂 悦朗君）今、答弁で、第４号に合っているものというふうに

言われました。この第４号に合っているものとなると、ここに書いてありま

すが、返礼品等を提供する市町村の区域内において生産されたものであって、

近隣の他の市町村の区域内において生産されたものと混在したもの。これは

流通構造上混在したと。これ言い切れるのかなと。 

  これは、そういうふうに今、村長言われましたけれども、これ、大変苦し

い答弁だと思う。実際言うて、事業所Ｃから出されているもので混在してい

なかったと言うことを言われとるわけですよね。西原の米はそのまま残って

いますと聞いています。それをいかにも何か混在して出したと言わんばかり

に今言われましたけれども、私が言っているのは、違反しとるからどうのこ

うのという問題じゃなかったと。こういうことをやってしまった、備蓄米を

こういうことにやってしまったのがちょっと違うんじゃないかなというふう

に思っております。 

  また、令和６年度については、温暖化で大雨災害により、全国的に米不足

となりました。米の値段は高騰し、前年度の倍以上に跳ね上がりました。全

国で多くの住民が米を確保するために混乱になったように、テレビでもよく

言われておりました。そこで、ふるさと納税返礼品の米に一時的に殺到した

のではないかなというふうに思います。本村も、備蓄米としていち早く米を

確保し、ふるさと納税の返礼品に充てた。それは、ふるさと納税の寄附金を

増やすことが目的じゃなかったのかなというふうに思います。 

  なぜこれを言うかと。村長は米を売って5,000万円もうかりましたと言われ

ました。備蓄米を予算化したのは、それじゃなかったのかなと。これが村長

の本音じゃないかなというふうに思っております。いかがですか。 

  それと、精米、袋詰めされた事業者についてお聞きしたいというふうに思

います。 

  事業所Ａ、事業所Ｄ、それと事業所Ｅ、この３者ですよね、間違いなく。

事業所Ａについてはくまさんの輝き、また、事業所Ｅについては阿蘇だわら、



事業所Ｄについても阿蘇だわらの３者に委託されていると思いますが、間違

いありませんか。間違いない。それはもう答弁してください。 

  それと、この３者に対して、委託契約はもちろんされていますよね。ポー

タルサイトの広告には、くまさんの輝き、寄附金額が２万9,000円、これ10kg

ですよね。それと阿蘇だわら、寄附金額が２万2,000円、これも10kg。このよ

うに掲載されております。この米の値段の違いは何だったのかなと。西原村

で備蓄していたのは、この２種類だったのかなと。 

  また、おのおの何ｔずつ備蓄していたのか。備蓄米は何ｔずつ備蓄してい

たのか。精米し袋詰めした数量はどのくらいあったのか。３者から報告を受

けて、それを証明する納品書はもちろんありますよね。西原村産ブランド米

10kgを実際2,000円でもらえるということで、全国から多くの方々がふるさと

納税として寄附をされております。西原村の自然豊かな土地で育ったお米を、

気持ちよく寄附をしていただいた皆様に対して、西原村の米が入っていない

返礼品を提供したことに対しては大変申し訳ないと私は思っております。村

長はいかがでしょうか。 

  また、山形県で、飯豊町で仲介業者の手違いで熊本県産の米を提供してい

たという事例がありましたが、飯豊町では、町ですぐ手配をし、地元の米を

全て対象者に謝罪し送り、素早く対応されております。 

  本村においては、対象者に対して何らかの謝罪対応はされたのか。村長に

答弁をお願いします。 

○議長（西口義充君）暫時休憩します。 

（午後 １時４４分） 

 

（午後 １時４６分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  村長。 

○村長（吉井 誠君）桂議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、くまさんの輝きについては、言われる商品名が多分恐らく間違って

言われているというふうに思います。 

  あと、精米会社３社につきましても２社でございます。 

  それから、価格の違いにつきましては、会社も違うということで、出され

た期間、期日も違うということで説明させていただきます。以上でございま

す。（「くまさんの輝きは違うか」の声）はい。（「ない。でも書いてあっ

たですよ。阿蘇だわらも書いてあったんですよ。阿蘇だわらも。うん。阿蘇

だわらも。くまさんの輝きは」の声）品種名、商品名ですが。 

○議長（西口義充君）暫時休憩します。 



（午後 １時４７分） 

 

（午後 １時４８分） 

○議長（西口義充君）休憩前に続き会議を再開します。 

  ３回目、どうぞ。 

○９番議員（桂 悦朗君）令和６年度のふるさと納税返礼品で人気があったの

は、全国的には米、肉、肉加工とかですね。日用品雑貨とかミカン、柑橘類、

またブドウとか魚介類が申込みが多かったようですね。それと、西原村の特

産品はサツマイモとか里芋とかプリンとかがありますけれども、令和６年度、

７年度返礼品ではどのような商品が人気があったのか、申込みが多かったの

かということで、多かったのはどういうものが多かったのか。特産品でです。 

  また、申込み件数はどれだけあったのかということで、そこに書いており

ます。令和６年度のふるさと納税寄附金は、前年度よりも１億2,000万円ほど

増えていますよね。これは、多分、米の返礼品が提供されたためだろうと思

いますけれども、その要因は何だったのかということが１点です。 

  それと、ポータルサイト広告から米の返礼品は削除されているが、どのよ

うな理由で、誰の指示でこれを削除したのか。村長に答弁をお願いします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）まず、トップファイブまでのランキングについては、総

合政策課長が答弁した上で、私がその後、答えます。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）桂議員のご質問にお答えいたします。 

  令和６年度、令和７年度におけます西原村の返礼品のトップファイブとい

うことで、まず令和６年度につきましては、１位がお米、２位があか牛、３

位が馬刺し、４位が小型電子機器、５位がお水となっております。 

  令和７年度につきましては、現在進行中でございますけれども、今現在で

いきますと、１位が小型電子機器、２位が馬刺し、３位があか牛、４位がも

つ鍋、５位がお米といった状況でございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）次に、お米がサイトからどのような理由で削除されたか

というふうなご質問に対しましては、令和７年第２回定例会において、この

件につきまして、マスコミ各社をはじめ多方面から取材や問合せなどの対応

を行ってまいりました。それは私だけではなく、返礼品を提供いただいた事

業者の方も同じでありまして、その対応等に苦慮されていたと聞いています。

こういった状況の中で、事業者の方から出品を取りやめたいということで連

絡がございました。 



  また、村としても、いろいろとご迷惑をおかけしたことに対しましても事

実であります。役場職員も相当な重圧というか、ご批判等で受けておりまし

て、村としては、こういった状況を考慮してやむを得ないと判断させていた

だき、先方様からの申出により出品を取下げさせていただいたということで

ございます。以上です。 

○議長（西口義充君）次いきますか、まとめますか。 

○９番議員（桂 悦朗君）事業者からあったということですね。ということは、

村からこれを削除したというのではないということですね。それを削除する

んであれば、事業者が削除するにしても、これはポータルサイトに対して削

除しなくちゃならないんですよね。そうでしょう。ポータルサイトに対して、

これは削除してくださいと、その業者さんが直接、ポータルサイトさんに連

絡されたんですか。そうじゃないでしょう。そうじゃないでしょう。それは

どこがされているんですか。うちから。村からそれをしたということですね。

村からできたんですか。村からできたんですか、それ。 

○議長（西口義充君）桂議員、まとめてください。 

○９番議員（桂 悦朗君）ということで、今、村長が村からしたということで

すから、それはそういうことで。 

  じゃ、２問目に移りたいと思います。 

  ふるさと納税に関して質問をしたいというふうに思います。 

  ふるさと納税は、地方と都市部の税収格差を緩和する目的で、2008年から

制度創設されております。それ以降、寄附金は各自治体の貴重な財源として

定着しております。魅力ある返礼品を実質2,000円で入手できるため、利用者

にお得な制度として浸透しており、自治体間での熾烈な寄附の競争がなされ

ております。本村では、熊本地震後、寄附金及び寄附件数は年々増加してお

ります。 

  しかし、返礼品をめぐり、各地で品質の苦情やトラブルも絶えないようで

す。本村においても、品質の苦情もトラブルも多分あったと思います。ポー

タルサイト事業所Ｆに、西原産のふるさと納税米の返礼品として受け取った

方々から様々な評価をいただいているということです。もちろんご存じだと

は思いますが、批評として声を上げていただいている方も、この157名中30％

の48名の方から星１つ、星２つでしたと。これはほんの多分一部だと思いま

す。これは、私が見ているのは事業所Ｆだけですから。 

  ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

  また、批評の中には、企業・業者の経営能力が低いのかと、あるいは自治

体の管理能力が低いのかという指摘も受けております。精米袋詰めされた製

品の確認を担当課はしていたのかなと。そういう米が入っているのを確認し

ていたのかなと。商品になったときですよ。このような製品を返礼品として

提供したのは、西原村の私は恥だと思っているんです。そういうふうに書か

れて出してあるわけですよね。これは全国的にも見られています。 

  また、ほかの製品にも影響が出るのではないかと大変心配しております。

返礼品を扱う事業者の監督は誰がしていたのか、そこの答弁をお願いしたい

と思います。 

  また、多くの自治体が、ポータルサイトで寄附受付をされていますが、本

村では何年度から何社のポータルサイトで寄附受付をされているのか。また、

ポータルサイトとの契約はどうなっているのか。何年度から仲介サイト、こ

れ、うちの場合は事業所Ｂさんと契約されていると思いますが、これは何年

からされているのか。村長の答弁を求めます。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）まず、桂議員のご質問にお答えする前に、恐らく何か、

偽造のお米みたいな発言に受け取られるんですけれども、何度も申しますけ

れども、偽造等では全くないことを説明させていただきます。 

  それから、不良品等に関しましても、うちも様々な農産物とか製品を扱っ

ていますけれども、肉にしろ、カライモにしろ、それぞれご指摘を受けて、

その都度対応しているところでございます。 

  さきの定例会でも述べさせていただきましたように、あまり不評が多いも

のに関しましては、一旦停止して品質向上を目指すとかいうのを役場の職員

が出向いて話をさせていただいたり、納期があまりに遅れる商品についても

出荷量を減らすような、その事例事例で対応しているところでありまして、

あたかも不良品みたいな感じであるとか、偽造品であるという発言は、少し

執行部としてはご指摘をさせていただきたいというふうに思っております。 

  それから、西原村は平成26年からふるさと納税の寄附受付を開始していま

す。その後、熊本地震などの影響もあり、地震後は全国の皆様から多数のご

寄附を頂きました。その中で、寄附の受付、返礼品の調達、送付、受付、受

領書の発行送付など、全て担当課の職員が行っておりました。 

  あわせて、ふるさと納税制度の全国的な広まりから、ふるさと納税の利用

者が急増したため、寄附者の受付や受領書の発送、返礼品の調達や発送など

の事務が職員だけでの対応が厳しくなったため、平成29年７月より、職員の

事務の負担軽減や煩雑となっていました状況を改善するために、西原村も中



間事業者との契約を行い、導入を始めさせていただきました。中間事業者に

つきましては、その後、ポータルサイトとの取引が増えるにつれて、そのサ

イトを取り扱う中間業者とも契約を追加し、現在では計４者と契約を行って

おります。その後、ふるさと納税を取り扱うポータルサイトも年々増え続け、

西原村では随時、ポータルサイトとの契約を増やしていき、現在に至ってお

ります。 

  契約につきましては、それぞれのポータルサイトと契約を締結させていた

だいており、契約書もそれぞれに存在いたします。現時点では、西原村が現

在契約を行っています受付中のポータルサイトは、全部で24サイトと契約を

行っている状況でございます。以上です。 

○議長（西口義充君）続けてください。 

○９番議員（桂 悦朗君）先ほど、私がポータルサイト事業所Ｆで、こういう

のがありますよと、━━━とかそういうのが混じっていましたよというのは、

全くこちらのほうには来ていないということですね、そういう情報は。とい

うのは、これ私も見させてもらったんですが、お米の全体の３分の１が━━

━とかそういう米が入っていましたということで、これ出ているんです。そ

れが、言えば━━━が33件あったというのは、このレビューに出されている

んですよね。 

  そして、やはり残念なことに、生産者さんだけでなく納税地である西原村

自体に不信感があります。そういうのを出されているということになると、

今度はほかの製品にも飛び火しないかなと心配しているんです。やはり、そ

ういうのを見ている人というのは多いわけですよね。やっぱり皆さん方、ポ

ータルサイトを見て品物を頼まれています。その中で、そういうふうにして

批評される、それは本当かなというふうに、寄附する人はそういうふうに思

うんじゃないかなというふうに思いますので、やはり村としても、常々そう

いうところに、きちんとアンテナを張って確認を取って、そしてそういうこ

とのないようにやっていかないと、いろんなところに影響が出てくるんじゃ

ないかなというふうに思いますので、そこらあたりをやっぱり考えて今後や

ってもらいたいなと。 

  また、本村のふるさと納税返礼品としては、提供しているのは、今、肉類

とか、米とか、果物、野菜、スイーツ、乳製品、加工商品とかがセット、そ

の中に美容家電とかが、ポータルサイトのほうの広告に載っております。ふ

るさと納税に関する広告を見てみますと、事業所Ｆ広告からですけれども、

西原村の全てのショップで上げられているのが45件の内容で今上がっており

ます。 

  しかし、この中でちょっと違和感がある商品がありましたのでちょっとこ



こで言いますけれども、ヘアドライヤーとか美顔機などの電化製品等も広告

に上がっていましたが、こういうものも西原村の特産品として出されている

んですが、これは誰がそれを見てオーケーを出したのか。また、誰の指示で

このような商品をポータルサイトの項目に上げたのか。広告の内容の確認は

誰がしているのか。また、広告許可は誰がしたのかということでお聞きした

いと思います。 

  また、ポータルサイトが寄附申込みを受け、その後西原村に寄附金を支払

うという流れがありますが、本村における寄附受付情報の記録及び管理はど

のようになっているのか。村長に答弁を求めます。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）桂議員のご質問にお答えいたします。 

  桂議員のこれまでの発言を聞いていますと、米だけに特別フォーカスを当

てて発言されているように見受けられます。例えば、ほかの商品に関しまし

ては、納期が遅いとかやっぱり苦情なるお言葉も、意外と少なくはありませ

ん。例えば、肉に関したら筋だけとか、食べられないとか。今までのこの発

言を聞きますと、米だけが悪いような感じで話をされているんですけれども、

村もどこもよそのサイト、他県、他自治体のも見ているんですけれども、西

原村に関したら、米だけではなくほかの商品もそういうふうに書かれている

事例もありますし、米以上に支持率が悪いというかそういうのもございまし

て、米がほかのを引き下げているということでもございません。 

  それから、商品のセットとか、そういうのは西原村に現在工場があって、

職員もそこを見に行って、基本的にはこういう商品に関しても、県・国の許

可が要りますんで、その許可を得た後に出品しているところでございます。 

  それから、寄附者の記録管理はできているかとのお答えに関しましては、

ふるさと納税の寄附が多くなるにつれて、返礼品の調達などの事務と併せて

寄附者の情報についても膨大な量を管理することになり、また、多数のポー

タルサイトごとに寄附額を設定しております。そのサイトごとに寄附の受付

を行っているということもございまして、これらのポータルサイトを一元化

した管理システムを導入しております。そのシステム上にて、ポータルサイ

トごとの寄附の申請から入金確認、返礼品の調達発送の管理、そして寄附金

受領証明書発行に至るまで一連の事務手続において、各自治体と同じように、

寄附者の情報について記録管理を行っているところでございます。 

  全体で記録管理することで、年々改正が行われますふるさと納税のルール

の遵守を的確に実行するため、担当者を含めた担当課の職員が即時に管理・

閲覧できる状態を整えているところでございます。以上です。 

○議長（西口義充君）続けてください。 



○９番議員（桂 悦朗君）まとめます。今後は、高いレベルで認識を共有し、

指定基準の確認及び遵守徹底をしてもらいたい。 

  また、委託業者に対しても、各指定基準の正しい理解を求めるとともに、

委託業者においては、事務や指定基準に適合しているか、随時確認し、また

調査し、必要に応じて是正を求める等の取組を行ってもらいたいというふう

に思います。 

  これで、私は一般質問を終わります。 

○議長（西口義充君）暫時休憩をします。 

（午後 ２時０８分） 

 

（午後 ２時２５分） 

○議長（西口義充君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第２、承認第１号、専決処分の報告及び承認について「（専第１号）

令和７年度西原村一般会計補正予算（第５号）について」を議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）承認第１号についてご説明いたします。 

  ファイルのほうをお願いいたします。 

  承認第１号、専決処分の報告及び承認について。 

  地方自治法第179条第１項の規定により専決処分した事件について、同条第

３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  ２ページをお願いいたします。 

  専第１号、令和７年度西原村一般会計補正予算（第５号）。 

  令和７年度西原村の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3,276万9,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億5,389万4,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和８年１月20日専決、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  専決理由でございます。 

  令和８年１月27日に告示、令和８年２月８日に投開票が行われることにな

った衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に係る予算措置につい

て、当該選挙の執行に万全を期すため、早急に予算の補正を行う必要がござ



いました。 

  また、令和７年11月21日に閣議決定された強い経済を実現する総合経済対

策において、０歳から高校３年生年代までの子どもの養育者に対して子ども

１人当たり２万円の物価高対応子育て応援手当を支給することが決定された。 

  このことを受け、本村においても当該手当の支給に向けた準備を早急に進

める必要があり、緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がなかったことか

ら、地方自治法第179条第１項の規定により、令和８年１月20日付で専決処分

をさせていただきました。 

  それでは、７ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  款15国庫支出金、項２国庫補助金、目１民生費国庫補助金2,682万8,000円

の増額補正でございます。物価高高騰対応子育て応援手当支給事業費補助金

等による増額でございます。 

  款16県支出金、項３県委託金、目１総務費委託金594万1,000円の増額補正

でございます。衆議院議員通常選挙事務委託金による増額でございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  款２総務費、項４選挙費、目３衆議院議員選挙費629万7,000円の増額補正

でございます。衆議院選挙事務費等による増額でございます。 

  款３民生費、項２児童福祉費、目１児童福祉総務費2,682万8,000円の増額

補正でございます。物価高対応子育て応援手当の補助金等による増額でござ

います。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  質疑に入ります前に、西原村議会会議規則第55条により、質疑は同一議員

につき同一の議題について３回を超えることはできないとなっております。

３回を超える場合は議長に許可を求めてください。また、質疑の際は、タブ

レットに提示してあるページを先にお伝えください。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）ありませんか。質疑がないようですので、質疑を終結し

ます。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 



  承認第１号、専決処分の報告及び承認について「（専第１号）令和７年度

西原村一般会計補正予算（第５号）について」原案どおり決することに賛成

の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、承認第１号は原案どおり承認されました。 

  日程第３、承認第２号、専決処分の報告及び承認について「（専第８号）

西原村火入れに関する条例の一部を改正する条例の制定について」を議題と

します。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 中西 聡君 登壇 説明） 

○産業課長（中西 聡君）承認第２号についてご説明いたします。 

  承認第２号のファイルをお願いいたします。 

  承認第２号、専決処分の報告及び承認について。 

  地方自治法第179条第１項の規定により専決処分した事件について、同条第

３項の規定により次のとおり報告し、承認を求める。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  次のページをお願いいたします。 

  専第８号、西原村火入れに関する条例の一部を改正する条例について。 

  西原村火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように制定するこ

ととする。 

  令和７年12月26日専決、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  専決理由でございます。 

  今回の西原村火入れに関する条例の一部改正につきましては、熊本市火災

予防条例の改正が令和７年12月18日に公布、令和８年１月１日より施行され

ることに伴い、西原村火入れに関する条例も同１月１日から施行する必要が

あり専決処分とさせていただきましたので、地方自治法の規定に基づき報告

し、承認を求めるものでございます。 

  ここから別ファイルの承認第２号（資料）西原村火入れに関する条例の一

部を改正する条例の概要により説明いたします。 

  本条例の概要ファイルをご覧ください。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  熊本市火災予防条例の改正が令和７年12月18日公布、令和８年１月１日よ

り施行され、林野火災に関する注意報及び警報が運用開始されたことに伴い、

西原村火入れに関する条例につきましても改正する必要が生じました。 

  熊本市火災予防条例の施行に伴い、火入れ許可期間中であっても林野火災



に関する情報が発表された場合には火入れを行うことができないこととなる

ことから、西原村火入れに関する条例における火入れの中止条件に、新たに

林野火災に関する注意報及び警報を追加する一部改正を行うものでございま

す。 

  次に、主な内容でございます。 

  西原村火入れに関する条例第14条第１項中「強風注意報又は火災警報」を

「強風注意報、林野火災に関する注意報又は火災警報」に改め、また、同条

第２項中「強風注意報又は火災警報」を「強風注意報、林野火災に関する注

意報若しくは火災警報」に改めるものでございます。 

  施行期日は、熊本市火災予防条例の改正日に合わせ、令和８年１月１日か

ら施行としております。 

  本一部改正議案の４ページに新旧対照表を添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  承認第２号、専決処分の報告及び承認について「（専第８号）西原村火入

れに関する条例の一部を改正する条例の制定について」原案どおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、承認第２号は原案どおり承認されました。 

  日程第４、議案第１号、西原村附属機関の設置に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第１号についてご説明いたします。 

  ファイルのほう、よろしくお願いいたします。 

  議案第１号、西原村附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の

制定について。 

  西原村附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例を次のように制



定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  地方自治法第138条の４第３項の規定に基づき、事業完了に伴う附属機関の

廃止と、新たに附属機関を設置するため条例の一部を改正する必要がある。

これが、この議案を提出する理由でございます。 

  それでは、ここから別ファイルの議案第１号（資料）西原村附属機関の設

置に関する条例の一部を改正する条例案の概要でご説明いたします。 

  ファイルをお願いいたします。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  地方自治法第138条の４第３項の規定に基づき、事業が完了した西原村総合

体育館等建設委員会を廃止し、新たに西原村景観審議会を設置するために条

例を改正するものでございます。 

  ここから主な内容でございます。 

  別表２以下を削除、追加するものでございます。 

  ①別表（第２条関係）から以下を削除する。 

  附属機関の属する執行機関試行期間、村長。附属機関の名称、西原村総合

体育館等建設委員会。所掌事務、西原村総合体育館等の建設事業計画につい

て検討すること。 

  続いて、別表（第２条関係）に追加する内容でございます。 

  附属機関の属する執行機関、村長。附属機関の名称、西原村景観審議会。

所掌事務、西原村景観条例第26条の規定に基づく景観形成に関する事項の調

査審議を行うこと。 

  施行期日は、公布の日から施行としております。 

  参考資料といたしまして、本一部改正議案の５ページより、新旧対照表を

添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第１号、西原村附属機関の設置に関する条例の一部を改正する条例の



制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第１号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時４３分） 

 

（午後 ２時４６分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第５、議案第２号、職員の育児休業等に関する条例及び西原村職員の

勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第２号についてご説明いたします。 

  ファイルをお願いいたします。 

  議案第２号、西原村の育児休業等に関する条例及び西原村職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

  職員の育児休業に関する条例及び西原村職員の勤務時間、休暇等に関する

条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正されたことに伴い、部分

休業等による柔軟な働き方を実現するために措置を講ずる必要がございます。

これが、この議案を提出する理由でございます。 

  それでは、ここから別ファイル、本条例改正案の概要により説明いたしま

す。 

  ファイルをお願いいたします。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  地方公務員の育児休業等に関する法律が一部改正されたことに伴い、部分

休業等による柔軟な働き方を実現するために、措置を講ずる必要があり、関

係条例の整備を行うものでございます。 

  次に、主な内容でございます。 

  国が行う改定の内容に準じて、村の条例を改正するものでございます。 

  ①部分休業制度において、１日の勤務時間の全部または一部について、勤

務しないことを選択できるようにするものでございます。 



  ②仕事と育児の両立支援制度の利用に関する職員の意向、確認等を行うこ

ととする。 

  この２点でございます。仕事と育児の両立支援制度、短時間勤務制度や残

業免除、看護休暇、部分休業等の制度などでございます。 

  施行期日は、令和８年４月１日から施行としております。 

  本一部改正議案の６ぺージから新旧対照表を添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第２号、職員の育児休業等に関する条例及び西原村職員の勤務時間、

休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案どおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第２号は原案どおり可決されました。 

  日程第６、議案第３号、西原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第３号についてご説明いたします。 

  ファイルのほう、よろしくお願いいたします。 

  議案第３号、西原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について。 

  西原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  徴収に関わる業務全般において手当の拡充を図るため改正を行なう必要が

ある。これが、この議案を提出する理由でございます。 

  それでは、別紙により内容説明を行います。 



  本条例案の概要ファイルをお願いいたします。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  徴収に関わる業務全般において手当の拡充を図るため、関係条例の整備を

行うものでございます。 

  次に、主な内容でございます。 

  これまでの「税務手当」を徴収に関わる全ての業務、村税、介護保険料、

後期高齢者医療保険料、保育料、村営住宅料などへ範囲を広げ、月額3,000円

を日額300円に改めるものでございます。 

  施行期日は、令和８年４月１日から施行としております。 

  本一部改正議案の３ページから新旧対照表を添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第３号、西原村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第３号は原案どおり可決されました。 

  日程第７、議案第４号、西原村一般職の職員の給与に関する条例及び西原

村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第４号についてご説明いたします。 

  ファイルのほう、よろしくお願いいたします。 

  議案第４号、西原村一般職の職員の給与に関する条例及び西原村長等の給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村一般職の職員の給与に関する条例及び西原村長等の給与及び旅費に

関する条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 



  提案理由でございます。 

  令和７年の人事院勧告に基づく、国家公務員の給与改定の取扱いに準じて、

期末手当等の支給率について改正を行なう必要がございます。これが、この

議案を提出する理由でございます。 

  それでは、別紙により内容説明をいたします。 

  本条例案の概要ファイルをご覧ください。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  令和７年の人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定の取扱いに準じて、

令和８年度における職員の期末手当及び勤勉手当の支給月数、宿日直手当に

ついて改定を行う必要があり、関係条例の整備を行うものでございます。 

  次に、主な内容でございます。 

  国が行う改定の内容に準じて、村の条例を改正するものでございます。 

  ①期末手当、勤勉手当の改定でございます。内容につきましては記載のと

おりでございます。 

  続いて、②でございます。宿日直手当の改正でございます。１回の勤務に

つき、これまでの「4,400円」から「4,700円」へ改定するものでございます。 

  施行期日は、令和８年４月１日からとしております。 

  本一部改正議案の３ページから新旧対照表を添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第４号、西原村一般職の職員の給与に関する条例及び西原村長等の給

与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案どおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第４号は原案どおり可決されました。 

  日程第８、議案第５号、西原村長期継続契約を締結することができる契約

を定める条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 



（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第５号についてご説明いたします。 

  ファイルのほう、お願いいたします。 

  議案第５号、西原村長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例の制定について。 

  西原村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例を次のよう

に制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  地方自治法第234条の３及び地方自治法施行令第167条の17の規定に基づき、

長期継続契約を締結することができる契約を定める必要があるためでござい

ます。これが、この議案を提出する理由でございます。 

  それでは、別紙により本条例案の概要ファイルでご説明いたします。 

  ファイルのほうをお願いいたします。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  本条例は、地方自治法第234条の３及び同施行令第167条の17の規定に基づ

き、複数年度にわたる契約、長期継続契約を適正かつ円滑に締結できるよう、

村として対象となる契約の範囲等を明確にするため制定するものでございま

す。 

  近年、情報システムの機器、複合機器の物品の賃貸者契約、システム保守

等の役務の提供を受ける契約につきましては、初期費用の抑制、安定的・継

続的な業務遂行といった観点から、複数年度にわたる契約が合理的であり効

率的である事例が増加しております。一方で、長期継続契約を締結するため

には、条例により対象契約を明確に定めることが必要とされることから、本

村においても長期継続契約が可能な契約の類型、契約期間の考え方、具体的

な運用を規則へ委任する枠組みを整理し、制度としての根拠を明確化する目

的として本条例を制定するものでございます。 

  次に、条例の概要でございます。 

  内容につきましては、長期継続契約の対象を記載のとおりとしております。 

  施行期日は、公布の日から施行としております。 

  ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 



（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第５号、西原村長期継続契約を締結することができる契約を定める条

例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第５号は原案どおり可決されました。 

  日程第９、議案第６号、西原村社会体育施設等の管理に関する関係条例の

整備に関する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を教育課長に求めます。 

（教育課長 秋吉蘭子君 登壇 説明） 

○教育課長（秋吉蘭子君）議案第６号についてご説明いたします。 

  議案第６号のファイルをお願いいたします。 

  議案第６号、西原村社会体育施設等の管理に関する関係条例の整備に関す

る条例の制定について。 

  西原村社会体育施設等の管理に関する関係条例の整備に関する条例を次の

ように制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  西原村運動公園において、指定管理者制度による利用料金制を導入すると

ともに、周辺の社会体育施設等についても事務の委託を行うことで、管理運

営の効率化及び利用者の利便性の向上を図るため、関係条例の所要の改正を

行うものでございます。 

  ここからは、条例第６号の資料により説明いたします。 

  条例案の概要ファイルをご覧ください。 

  初めに、制定の趣旨でございます。 

  本条例は、西原村運動公園の指定管理者制度の導入に伴い、関係する運動

公園、武道場、村民グラウンド、小中学校施設開放の４つの条例を一括して

整備するものです。 

  あわせまして、小中学校体育施設において、これまで学校閉庁日に限定さ

れていた開放範囲を、平日の夜間開放を含めた現在の利用実態に即した内容

へと適正化し、指定管理者が一体的かつ円滑に運営を行える体制を整えるも

のでございます。 

  次に、条例の概要です。 

  まず、運動公園の設置及び管理に関する条例の一部改正では、利用料金を



指定管理者の収入とする利用料金制の規定を追加し、村長が定める基準によ

り利用料金を減免できる規定を整備しております。 

  次に、武道場、村民グラウンドの設置及び管理に関する条例の一部改正で

は、各施設において指定管理者に管理を行わせることができる規定を追加し、

使用申請の受付や使用料の徴収代行等の窓口業務を指定管理者に委託できる

根拠の整理を行いました。 

  最後に、小中学校施設の開放に関する条例の一部改正においては、同様の

規定を追加するほか、平日の夜間を含めた規程に見直す改正を行っておりま

す。 

  施行日は、令和８年４月１日からとしております。 

  本条例案の５ページから新旧対照表を添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ７番議員、中西君。 

○７番議員（中西義信君）収入は、新しく決まる指定管理者のほうになるとい

うことですよね。だったら、修理とか、各学校によっても古い建物とかもあ

ると思うんですけれども、そこらあたりのことはどうなるのか。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）中西議員の質問にお答えいたします。 

  運動公園の指定管理は指定管理の業者になりますので、修理等についても

金額を設けまして、運動公園は指定管理者また役場というふうに分けるんで

すけれども、小中学校の体育施設だったり武道場であったりは、事務を委託

するだけのものになりますので、修理等については村のほうで行うこととし

ております。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ありますか。ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第６号、西原村社会体育施設等の管理に関する関係条例の整備に関す

る条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（全員起立） 



○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第６号は原案どおり可決されました。 

  日程第10、議案第７号、西原村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民福祉課係長に求めます。 

（住民福祉課係長 山下美由紀君 登壇 説明） 

○住民福祉課係長（山下美由紀君）議案第７号についてご説明いたします。 

  ファイルをお開きください。 

  議案第７号、西原村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について。 

  西原村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のよ

うに制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  子ども・子育て支援法において新設された特定乳児等通園支援事業に関し、

国の特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準に基づき、本村における同

事業の運営に関する基準を定める必要がある。これが、この議案を提出する

理由でございます。 

  ここからは、本事業例案の概要ファイルにより説明いたしますので、そち

らをお開きください。 

  初めに、１、条例制定の趣旨でございます。 

  子ども誰でも通園制度が創設されたことに伴い、子ども誰でも通園制度の

事業者が事業の実施に伴う給付を受けるためには、国が定める特定乳児等通

園支援事業の運営に関する基準に基づき、村が確認を行う必要がある。これ

に伴い、子ども・子育て支援法第54条の３において準用する第46条第３項に

基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準について規定するため、

本条例を制定するものでございます。 

  続いて、２、条例制定の主な内容について説明いたします。 

  最初に、第１章、総則。 

  第１条、第２条については、この条例の趣旨、特定乳児等通園支援事業者

の一般原則。 

  第２章、特定乳児等通園支援事業者の運営に関する基準の第１節第３条で

は、１時間当たり及び１月当たりの利用定員に関する基準、第２節が第４条

から第32条において、運営に関する基準を定めております。 

  主な内容としまして、子どもと保護者に対する面談、心身の状況の把握、

相談及び援助、緊急時の対応等が第４条から第18条。 



  事業者の運営規程、職員の勤務体制、利用定員遵守、重要事項の掲示等が

第19条から第22条。 

  子どもに対して平等に扱う原則、虐待の禁止、苦情解決、事故発生の防止

及び発生時の対応等が第23条から第30条。 

  会計区分、記録の整備等が第31条から第32条。 

  最後に、第３章、雑則。 

  第33条が電磁的記録等が、主な内容としてそれぞれ定めております。 

  この条例の施行期日は、令和８年４月１日です。 

  以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第７号、西原村特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める

条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第７号は原案どおり可決されました。 

  日程第11、議案第８号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題

とします。 

  内容の説明を住民福祉課係長に求めます。 

（住民福祉課係長 山下美由紀君 登壇 説明） 

○住民福祉課係長（山下美由紀君）議案第８号についてご説明いたします。 

  ファイルをお開きください。 

  議案第８号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関す

る条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  子ども・子育て支援法において新設された乳児等通園支援事業により、村



立保育所における乳児等通園支援事業利用料を定める必要があるため、この

条例の一部を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由でござ

います。 

  ここからは、0309修正、本条例案の概要ファイルにより説明いたしますの

で、そちらをお開きください。 

  初めに、１、条例改正の趣旨でございます。 

  子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定教育・保育に係る利用者負担

額について必要な事項を定める必要があるため創設された乳児等通園支援事

業を本年４月１日に施行することに伴い、本条例に利用料を定め、一部改正

するものでございます。 

  続いて、２、条例制定の主な内容について説明いたします。 

  第９条を第10条とし、第８条の次に次の１条を加えます。 

  乳児等通園支援事業利用料としまして、第９条「村長は、村立保育所にお

いて乳児等通園支援事業の提供を受けた保護者から乳児等通園支援事業利用

料（対象児童１人１時間当たり300円）を徴収する。」を加えます。 

  この条例の施行期日は、令和８年４月１日です。 

  以上で説明を終わります。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第８号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、原案どおり決す

ることに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第８号は原案どおり可決されました。 

  日程第12、議案第９号、西原村地域経済牽引事業の促進による地域の成長

発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総合政策課長に求めます。 

（総合政策課長 堀田和也君 登壇 説明） 



○総合政策課長（堀田和也君）議案第９号についてご説明いたします。 

  議案第９号のファイルをよろしくお願いします。 

  議案第９号、西原村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改

正する条例の制定について。 

  西原村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改正する条例を

次のように制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に

基づき作成されている第２期熊本県地域未来投資促進基本計画が、令和７年

12月18日に変更されたことに伴い、緑地面積率等に関する工場立地特例対象

区域として、新たに第二鳥子工業団地を追加するため、西原村地域経済牽引

事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１項の規

定に基づく準則を定める条例の一部を改正する必要がございます。これが、

この議案を提出する理由でございます。 

  ここからは、別添の改正する条例案の概要にて説明させていただきます。 

  別添の概要のファイルをよろしくお願いします。 

  条例改正の趣旨といたしましては、地域経済牽引事業の促進による地域の

成長発展の基盤強化に関する法律に基づき作成されている第２期熊本県地域

未来投資促進基本計画が令和７年12月18日に変更されたことに伴い、緑地面

積率等に関する工場立地特例対象区域として、新たに第二鳥子工業団地を追

加するために条例を改正するものでございます。 

  主な内容といたしましては、第３条の表中の区域の範囲に第二鳥子工業団

地を追加するものでございます。 

  この条例の改正後においては、第二鳥子工業団地内で工場の建設等を行う

に当たっては、工場立地特例対象区域として工場立地法による従来の規制が

緩和され、村内のほかの指定された区域と同様に、地域の特性に応じた規制

を行うこととしております。 

  西原村では、この工場立地特例対象区域内において、緑地の面積の敷地面

積に対する割合が３％以上、環境施設の面積の敷地に対する割合が５％以上

と緩和されることになります。 

  施行期日、公布の日から施行することとします。 

  参考資料といたしまして、新旧対照表を添付いたしております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 



○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第９号、西原村地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤

強化に関する法律第９条第１項の規定に基づく準則を定める条例の一部を改

正する条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第９号は原案どおり可決されました。 

  日程第13、議案第10号、西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を水道課長に求めます。 

（水道課長 村上文英君 登壇 説明） 

○水道課長（村上文英君）議案第10号についてご説明いたします。 

  0226修正、議案第10号のファイルをお開きください。 

  議案第10号、西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  西原村水道事業基本計画策定及び変更認可申請書及び西原村工業用水道事

業変更認可届出書の提出に伴い、本条例の一部を改正する必要がある。これ

が、この議案を提出する理由でございます。 

  ここからは、本条例各案の概要ファイルにより説明いたしますので、そち

らをお開きください。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  西原村水道事業基本計画策定及び変更認可申請書及び西原村工業用水道事

業変更認可届出書を提出するに当たり、本条例の一部を改正する必要があり

ます。 



  続いて、主な内容でございます。 

  まず、条例第２条第２項第１号の工業用水道事業給水区域に第二鳥子工業

団地を加える。 

  同条第３項の簡易水道事業給水区域で第１号イ、大字小森内に風当の一部、

風当鶴の一部、葉山の一部を加える。 

  同号ウ、大字宮山内に下池底の一部、久保の一部、上宮山の一部、小牧鶴

の一部、小牧山下の一部、出の口鶴の一部を加える。 

  同号オ、大字河原内に平の一部、小久保境の一部、市川原の一部、塔の原

の一部を加える。 

  同項第２号、給水人口の4,500人を5,970人に改める。 

  同項第３号、１日最大給水量の2,481㎥を2,580㎥に改める。 

  別図につきまして、先に説明しました追加箇所を給水区域図に反映したも

のに改めます。 

  主な内容につきましては、以上となります。 

  施行期日は、公布の日からとしております。 

  参考資料としまして、本議案ファイル３ページ以降に新旧対照表を添付し

ております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第10号、西原村工業用水道事業及び簡易水道事業の設置等に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第10号は原案どおり可決されました。 

  以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ３時２９分） 

 



（午後 ３時５２分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認め、次の会議は12日午前10時より行います。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

 

午後 ３時５２分   散 会 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 ３ 号 （ ３月１２日） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



令和８年第１回⻄原村議会定例会会議録 

 
 
 令和８年３月１２日、令和８年第１回⻄原村議会定例会が⻄原村役場に招集された。 
 
 
 令和８年３月１２日（木曜日） 議事日程第３号 
 
日程第 １  議案第１１号 ⻄原村学校給食費無償化基金条例の制定につい 
              て 
 
日程第 ２  議案第１２号 熊本広域行政不服審査会を共同設置する地⽅公 
              共団体の数の増加及び熊本広域行政不服審査会 
              共同設置規約の変更について 
 
日程第 ３  議案第１３号 令和７年度⻄原村一般会計補正予算（第６号） 
              について 
 
日程第 ４  議案第１４号 令和７年度⻄原村国⺠健康保険特別会計補正予 
              算（第４号）について 
 
日程第 ５  議案第１５号 令和７年度⻄原村介護保険特別会計補正予算 
              （第３号）について 
 
日程第 ６  議案第１６号 令和７年度⻄原村後期⾼齢者医療特別会計補正 
              予算（第４号）について 
 
日程第 ７  議案第１７号 令和７年度⻄原村工業団地造成事業特別会計補 
              正予算（第２号）について 
 
日程第 ８  議案第１８号 令和７年度⻄原村中央簡易水道事業会計補正予 
              算（第３号）について 
 
日程第 ９  議案第１９号 令和７年度⻄原村工業⽤水道事業会計補正予算 
              （第３号）について 



 
日程第１０  議案第２０号 令和８年度⻄原村一般会計予算について 



１、応招議員    （１０名） 
 
 

１ 番    山 下 圭 介 君 

２ 番    加 藤 博 敏 君 

３ 番    松 浦 哲 也 君 

４ 番    尾 崎 幸 穂 君 

５ 番    堀 田 直 孝 君 

６ 番    坂 本 隆 文 君 

７ 番    中 ⻄ 義 信 君 

８ 番    山 下 一 義 君 

９ 番    桂   悦 朗 君 

１０ 番    ⻄ 口 義 充 君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２、不応招議員    （なし） 
 
 



３、出席議員    （１０名） 
 
 

１ 番    山 下 圭 介 君 

２ 番    加 藤 博 敏 君 

３ 番    松 浦 哲 也 君 

４ 番    尾 崎 幸 穂 君 

５ 番    堀 田 直 孝 君 

６ 番    坂 本 隆 文 君 

７ 番    中 ⻄ 義 信 君 

８ 番    山 下 一 義 君 

９ 番    桂   悦 朗 君 

１０ 番    ⻄ 口 義 充 君 

 
 
 
 
４、欠席議員    （なし） 
 
 
 
 
５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 
 
 

                議会事務局⻑    海 津 智 子 君 

                議会事務局書記   児 玉 みどり 君 



６、地⽅自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとお
りである。 
 
 

                村  ⻑    吉 井   誠 君 

                副 村 ⻑    田 島 由 紀 君 

                教 育 ⻑    中 村 賀 一 君 

                総務課⻑    堀 田 隆 二 君 

                総合政策課⻑  堀 田 和 也 君 

                教育課⻑    秋 吉 蘭 子 君 

                会計管理者   林 田 浩 之 君 

                税務課⻑    廣 瀬   太 君 

                産業課⻑    中 ⻄   聡 君 
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午前１０時００分   開議 

 

 

○議長（西口義充君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、タブレットに提示の議事日程第３号のとおり行います。 

  日程第１、議案第11号、西原村学校給食費無償化基金条例の制定について

を議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第11号についてご説明いたします。 

  ファイルのほう、よろしくお願いいたします。 

  議案第11号、西原村学校給食費無償化基金条例の制定について。 

  西原村学校給食費無償化基金条例を次のように制定することとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  本村における子育て世帯の経済的負担の軽減及び教育環境の充実を図るた

め、本村の村立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の学校給食費を無償化

する施策を安定的に実施することを目的として、その経費に充てるための基

金を設置する必要がございます。 

  このため、地方自治法第241条の規定に基づき、学校給食費無償化基金条例

を制定するものでございます。 

  これが、この議案を提出する理由でございます。 

  それでは、別紙により内容説明のほうを行います。 

  本条例案の概要ファイルをよろしくお願いいたします。 

  初めに、条例改正の趣旨でございます。 

  本条例は本村における子育て世帯の経済的負担の軽減及び教育環境の充実

を図るため、本村立小学校及び中学校に在籍する児童生徒の学校給食費を無

償化する施策を安定的に実施することを目的として、その経費に充てるため

の基金を設置するために制定するものでございます。 

  令和８年４月から国が実施する小学校における学校給食費の無償化につい

ては、児童１人当たり月額5,200円の基準額分を県補助金で活用して対応する

とともに、国が示す基準額を超える部分については、本村独自に公費による

補塡を行うことで、給食費の無償化を実施いたします。 

  また、中学生においても、村独自の施策として、公費による補塡を行い、



小学校と同様に学校給食費の無償化を実施いたします。 

  これらの村独自施策を将来にわたり安定的かつ持続的に実施するためには、

財源を明確にし、計画的に管理、活用することが不可欠であることから、地

方自治法第241条の規定に基づき、学校給食費無償化基金の設置をするため、

本条例を制定するものでございます。 

  条例の概要でございます。 

  内容につきましては、記載のとおりでございます。 

  施行期日は、公布の日から施行としております。ご審議方よろしくお願い

いたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  質疑に入ります前に、西原村議会会議規則第55条により、質疑は同一議員

につき同一の議題について３回を超えることができないとなっています。３

回を超える場合は、議長に許可を求めてください。 

  また、質疑の際は、タブレットに提示してあるページを先にお伝えくださ

い。質疑ございませんか。 

  ６番議員、坂本君。 

○６番議員（坂本隆文君）６番議員、坂本です。これを決められたときと、ま

た世界中の今、情勢が変わっておりまして、今日の朝もちょっとニュースを

見てみますと、燃料高騰、それで食品の値上げというのがもう、相当な上が

り具合になると予想されていて、今日テレビで見たら卵が398円であったのが

もう450円ぐらいに上げなくてはという形で、燃料が上がればもう輸送コスト

が上がっていくということで、国のほうはこちらも固定で5,200円というのは

大分前の話だったと思うんですけれども、こちらの金額はもうそのまま固定

で、変動性ではなくて、固定でいかれるということだと思うんですけれども、

その辺の話と、村がその対して全額補助ということで年間にどれぐらい今、

予想されているのかをお願いします。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）坂本議員の質問にお答えいたします。 

  5,200円の補助につきましては、現在のところ国のほうからそのような指示

が来ておりまして、言われましたとおり物価高騰とかにより給食費の食材費

も値上がりすると思いますので、その辺はまた国のほうで、年度、年度で検

討されるのではないかなと思っておるところでございます。 

  また、本村の独自の負担につきましては、当初予算のほうに上げておりま

すが、1,800万円ほどになる予想でございます。この独自の補助につきまして

も、年度でまた見直しを行ったりして、給食の質が落ちないように継続して



まいりたいと思います。以上でございます。 

○議長（西口義充君）６番議員、坂本君。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。今度の当初予算には載って

いると思っていますけれども、小学生、中学生の内訳。１人頭というか、大

体そちらのほうもお願いしたいと思います。 

  また、燃料高騰に対して、今日発表というかニュースであったのは、170円

以上になれば国の補助が入るというのが燃料代ですけれども、そちらのほう

がもう早くも今日のニュースでは言われておりましたので、こちらのほうも

対応していただけるのかなと思いますけれども、自分たちが言いたいのは、

それはもう本当に食事がちゃんと、栄養とかその辺は変わらずに金額には関

係なく、今までどおりにしていただきたいと思います。そちらのほうをお願

いします。金額の内訳。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）お答えいたします。 

  現在、学校給食、小学生でいきますと１食当たり250円が保護者の負担とな

っておりますが、村からは60円の補助をいたしまして、１食当たり310円で、

小学生は運用しております。 

  中学生に関しましては、１食当たり280円の保護者負担に対しまして、村か

らは60円補助をいたしまして、340円で学校給食のほうを提供しているという

ところになっております。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第11号、西原村学校給食費無償化基金条例の制定について、原案どお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第11号は原案どおり可決されました。 

  日程第２、議案第12号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共

団体の数の増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更についてを

議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 



（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第12号についてご説明いたします。 

  ファイルのほうよろしくお願いいたします。 

  議案第12号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の

増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について。 

  地方自治法第252条の７第２項の規定により、熊本広域行政不服審査会を共

同設置する地方公共団体に新たに宇土市を加え、熊本広域行政不服審査会共

同設置規約を次のように変更する。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由でございます。 

  熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の増加及び熊本

広域行政不服審査会共同設置規約の変更について、地方自治法第252条の７第

２項の規定により、関係地方公共団体の協議により定めるため、同条第３項

の規定において準用する同法第252条の２の２第３項の規定に基づき、議会の

議決を求める必要がございます。 

  これがこの議案を提出する理由でございます。 

  それでは、２ページをお願いいたします。 

  熊本広域行政不服審査会共同設置規約の一部を変更する規約。 

  熊本広域行政不服審査会共同設置規約の一部を次のように変更する。 

  第１条中、「山鹿市」の次に「、宇土市」を加える。 

  附則、この規約は令和８年４月１日から施行する。 

  本一部改正議案の３ページから新旧対照表を添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第12号、熊本広域行政不服審査会を共同設置する地方公共団体の数の

増加及び熊本広域行政不服審査会共同設置規約の変更について、原案どおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 



  よって、議案第12号は原案どおり可決されました。 

  日程第３、議案第13号、令和７年度西原村一般会計補正予算（第６号）に

ついてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第13号についてご説明いたします。 

  ファイルをお願いいたします。0226修正ファイルのほうのデータをお開き

ください。すみません。 

  議案第13号、令和７年度西原村一般会計補正予算（第６号）。 

  令和７年度西原村の一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,209万7,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ65億6,599万1,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、繰越明許費の追加及び変更は、「第２表 繰越明許費補正」によ

る。 

  地方債の補正。 

  第３条、地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  それでは、６ページをお願いいたします。 

  第２表、繰越明許費でございます。 

  款、項、事業名、金額の順で読み上げます。 

  １追加、款２総務費、項１総務管理費、熊本地震復興感謝祭事業1,100万円、

震災ミュージアム拠点整備事業6,221万8,000円、ＬＰガス料金負担軽減支援

事業647万6,000円、地域づくり推進事業（復興・防災力事業分）100万円。 

  款同じく項３戸籍住民基本台帳費、社会保障・税番号制度システム整備事

業368万円。 

  款同じく項５統計調査費、地籍調査事業3,504万7,000円。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、熊本地震追悼式事業210万円。 

  款５農林水産業費、項１農業費、農業用水利施設等整備事業1,860万円。 

  款６商工費、項１商工費、地域経済循環創造推進事業（ローカル10,000）

5,000万円、俵山交流館萌の里改修事業820万2,000円。 

  款７土木費、項１土木管理費、道路台帳整備事業2,276万円。 



  款同じく項２道路橋梁費、道路維持事業4,150万円、道路新設改良事業7,208

万円、道路橋梁費震災対策事業2,440万円。 

  款同じく項５辺地対策費、辺地道路改良事業6,270万円。 

  款９教育費、項２小学校費、河原小学校施設環境改善整備事業132万円。 

  款同じく項３中学校費、西原中学校施設環境改善整備事業167万2,000円。 

  款同じく項５保健体育費、村民グラウンド整備事業2,337万4,000円、武道

場環境改善整備事業165万9,000円。西原村運動公園防草対策事業425万円。 

  それでは、７ページをお願いいたします。 

  同じく、款、項、事業名、補正前、補正後の金額の順で読み上げます。 

  ２変更、款10災害復旧費、項１農林水産施設災害復旧費、現年度農地等災

害復旧事業3,320万円、2,960万円。 

  款同じく項２公共土木施設災害復旧費、過年度道路橋りょう等災害復旧事

業3,900万円、5,545万円。 

  それでは、８ページをお願いいたします。 

  第３表、地方債補正でございます。 

  ここでは、各項目ごとにそれぞれ読み上げさせていただきます。 

  １変更。 

  起債の目的、３、緊急防災・減災事業債（小型動力ポンプ購入事業）、４、

緊急防災・減災事業債（全国瞬時警報システム受信機更新事業）、５、緊急

防災・減災事業債（高規格救急自動車購入事業）、８、辺地対策事業債（辺

地道路維持補修事業）、９、辺地対策事業債（辺地道路改良事業）、10、道

路橋りょう等災害復旧事業債（道路橋りょう等災害復旧事業（過年度補災））、

13、道路橋りょう等災害復旧事業債（道路橋りょう等災害復旧事業（現年度

補災））。 

  続いて補正前、限度額780万円、830万円、4,090万円、2,130万円、１億3,250

万円、2,160万円、150万円。 

  起債の方法、利率及び償還の方法は記載のとおりでございます。 

  続いて補正後、限度額480万円、530万円、3,100万円、1,990万円、１億570

万円、1,490万円、170万円。 

  起債の方法、利率、償還の方法は記載のとおりでございます。 

  続きまして、補正予算の主なものについてご説明いたします。 

  それでは、11ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  上段です。款１村税、項１村民税、目１個人5,199万7,000円の増額補正。

これは個人所得割等の増額補正でございます。 

  目２法人、6,013万5,000円の増額補正。これは法人税割の税額補正でござ



います。 

  款同じく項２固定資産税、目１固定資産税3,003万円の増額補正でございま

す。 

  下段でございます。款11地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税１

億472万9,000円の増額補正でございます。普通交付税の増額補正でございま

す。 

  それでは、続いて12ページをお願いいたします。 

  下段でございます。款15国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負

担金2,307万円の増額補正でございます。自立支援給付等サービス費国庫負担

金等の増額補正でございます。 

  それでは、13ページをお願いいたします。 

  下段でございます。款同じく項２国庫補助金、目６総務費国庫補助金1,193

万円の減額補正でございます。地域経済循環創造事業交付金等の増減額によ

るものでございます。 

  15ページをお願いいたします。 

  款16県支出金、項２県補助金、目３農林水産業費県補助金2,516万5,000円。

地籍調査事業補助金等の増額補正でございます。 

  款、項同じく目４災害復旧費県補助金1,332万4,000円の増額補正でござい

ます。農地等災害復旧事業委託費県補助金の増額補正でございます。 

  それでは、16ページをお願いいたします。 

  下段でございます。款18寄付金、項１寄付金、目３ふるさと納税寄付金5,920

万円の減額補正でございます。 

  それでは、17ページをお願いいたします。 

  上段でございます。款19繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金１億7,919万

6,000円の減額補正。財政調整基金繰入金等の増減額でございます。 

  次に、19ページをお願いいたします。 

  ここから歳出でございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  下段でございます。目２総務費、項１総務管理費、目７基金費１億923万

1,000円の増額補正。公共施設整備基金積立金等による増額補正でございます。 

  21ページをお願いいたします。 

  下段でございます。款、項同じく目９電子計算費2,720万円の減額補正。基

幹システム標準化に係るシステム移行委託料等の減額によるものでございま

す。 

  22ページをお願いいたします。 

  上段でございます。款、項同じく目12地域振興費1,484万6,000円の増額補



正。物価高騰対策生活者支援交付金等の増減額によるものでございます。 

  25ページをお願いいたします。 

  中段でございます。款同じく項５統計調査費、目１地籍調査費3,371万4,000

円の増額補正。地籍調査検証測量業務委託料等の増減額補正でございます。 

  28ページをお願いいたします。 

  款３民生費、項２児童福祉費、目２児童措置費1,581万5,000円の減額補正。

会計年度任用職員の報酬等の減額補正によるものでございます。 

  32ページをお願いいたします。 

  下段でございます。款５農林水産業費、項１農業費、目８農地費1,034万

8,000円の増額補正。下新所地区排水路整備工事等の増減額補正によるもので

ございます。 

  33ページをお願いいたします。 

  中段でございます。款６商工費、項１商工費、目１商工業振興費2,641万

7,000円の減額補正。地域経済循環創造事業補助金等の減額補正でございます。 

  款７土木費、項１土木費、目１土木管理費2,265万円の増額補正。道路台帳

整備業務委託料等の増減額補正によるものでございます。 

  34ページをお願いいたします。 

  中段でございます。款同じく項２道路橋梁費、目１道路維持費2,350万円の

増額補正。万徳葛目線側溝改修工事等の増額補正でございます。 

  款、項同じく目２道路新設改良費5,040万円の増額補正。下新所下原３号線

道路改良工事等の増減額補正等によるものでございます。 

  款同じく項５辺地対策費、目２道路改良費3,174万円の減額補正。滝小野線

道路改良工事等の減額補正によるものでございます。 

  35ページをお願いいたします。 

  上段でございます。款８消防費、項１消防費、目２消防施設費1,499万4,000

円の減額補正。小型動力ポンプ購入費（３台）等の減額補正でございます。 

  款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費1,153万1,000円の減額補正。

会計年度任用職員の報酬等の減額補正でございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）３番、松浦です。22ページをお願いいたします。 

  この22ページについてですけれども、３問質問いたしますので、それぞれ

順番に担当課長のほうからお答えをお願いいたします。 

  22ページの目12の地域振興費、節18負担金、補助及び交付金、物価高騰対



策生活者支援交付金の647万6,000円の件ですが、これは６ページの繰越明許

費のＬＰガス料金の負担軽減の支援事業とリンクしておりますので、多分こ

のことだろうというふうに思いますが、この内容の説明をお願いいたします。 

  続きまして、22ページの11の役務費ですね。 

  この中の熊本地震10年復興感謝広告費200万円が掲載してありますが、これ

はどこにどんな内容なのかということをお尋ねいたします。 

  ３問目ですが、12番の委託料、熊本地震10年復興記録・村ＰＲ動画制作委

託料、これはどのような内容のものか、３問お尋ねいたします。よろしくお

願いします。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）まず、１問目の松浦議員のご質問にお答えいた

します。 

  こちらの物価高騰対策生活者支援交付金ということで、こちらのほうにつ

きましては、ＬＰガス料金の負担軽減の支援金の第５弾というようなところ

で実施をしたいと考えております。 

  この物価高騰対策生活者支援交付金につきましては、熊本県が今回まだ実

施をするということで、西原村のほうも実施をさせていただきたいというふ

うに考えております。家庭負担の軽減を目的に実施するこの事業ですけれど

も、財源につきましては、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を

充当させていただき実施したいと考えております。 

  実施の内容につきましては、今年の１月から３月分のＬＰガスの代金の高

騰に対応するために交付されるというところでなっております。 

  また、今回の金額につきましては、１世帯当たり3,000円の交付ということ

で、今年の７月以降の交付予定ということで確認をさせていただいておりま

す。この事業の財源につきましては、先ほど申しました国の交付金と合わせ

て、県補助金の物価高騰対応生活者支援交付金ということで、予算書15ペー

ジに記載されております。こちらのほうの財源と国の財源を使って実施をし

たいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）商工観光課長。 

○商工観光課長（山田 孝君）それでは、松浦議員のご質問にお答えいたしま

す。 

  まず、11役務費、熊本地震10年復興感謝の広告につきましては、現時点で

は新聞紙面、また熊本空港の壁面のほうでの感謝を伝える広告のほうを検討

しております。こちらのほうは、ご支援いただいた皆様に西原村が復興しま

したよという感謝を伝える広告のほうができればというふうに考えておりま

す。 



  続きまして、12委託料の熊本地震10年復興記録及び村ＰＲ動画制作委託料

につきましては、こちらにつきましてはＰＲ動画、また番組等を作成しまし

て、西原村の復興の記録、そして西原村のＰＲというものをしたいというふ

うに考えております。実際つくりました動画につきましては、今、建設中で

あります震災ミュージアムのほうでも、放映できるコンテンツとして取り扱

えればというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）ありがとうございました。物価高騰の生活者支援の

件について説明がありましたがＬＰガスということで、それでこれが始まる

ときに、村民のＬＰガスを使用されている世代の方々に、できるだけ周知を

していただきたいと。知らんかったとかいう方たちができるだけ少なくなる

ように、そういう配慮をしていただきたいというふうに思っております。 

  あと、役務費と委託料の件については分かりました。どうもありがとうご

ざいました。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）７番、中西です。21ページです。 

  総務費の総務管理費、18の負担金、空港方面コミュニティバスの350万円の

減額の理由と状況、人数とかそういうところをお願いします。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）中西議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、減額の理由としてですけれども、今回このコミュニティバス実証運

行ということで、益城町と西原村共同運行ということで今回実施させていた

だいております。 

  昨年の10月から実施をしておりまして、一応半年分ということで大体事業

費のほうが固まっております。事業費につきましては大体1,600万円程度かか

っております。そのうち今回、国の補助金のほうを利用させていただいてお

りますので、国の補助金が大体920万円程度を頂くようにしています。残りの

残額につきまして、益城町と西原村で折半というところで負担をしていくと

いうところで、今回、大体350万円ほど減額させていただいたというところに

なっております。 

  あと、空港ライナー等の利用の状況というところで、一応半年間、今、運

行させていただいておりますけれども、半年間で１日平均、大体利用者のほ

うが2.4人というところで今、情報になっております。ただ、降りる場所につ

いては、ほとんど空港のほうがやっぱり多いというところになっております。

あと乗る場所につきましては、この総合体育館のところのバス停も結構利用



されているというところの状況となっております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）画期的なアイデアだったと思っていますけれども、

現状を踏まえて、何か対策とかいろいろ反省じゃないけれども、そういった

ところは何かありますか。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）試験運転ということで、時間帯の変更であったりとか、

バス停の見直しとか、あとは先般、報道等で流れていました大津町へのバス

の有料化というのも、西原村民にとっては誰でも乗れるようになったと、空

港利用者以外で乗れるようになったということで、相当期待をしているとこ

ろでございます。 

  あわせて、やっぱり益城町、大津町、今度は菊陽町にもお願いして、空港

に行ったらどこにでも行けるような環境をつくれば、もう少し利用者も増え

てくるかと思いますんで、総合的に近隣町村と話をしながら取り組んでいき

たいというふうに思っております。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）３番、松浦です。次の３問お尋ねいたします。33ペ

ージです。 

  １問目が、林業振興費の18負担金、補助及び交付金、有害鳥獣対策事業補

助金が減額の320万4,000円になっておりますが、まだまだイノシシとか鹿が

随分農地に悪さをしておりますが、この捕獲数が減少したのかなというふう

にも思っておりますが、前年との比較がもし分かればお教えいただきたいと

思います。これが１点目です。 

  それと34ページ。１番の道路維持費、14の工事請負費が2,350万円、２の道

路新設改良費、14の工事請負費1,800万円が計上してありますが、この時期に

明許繰越で工事請負費が出るのも珍しいなというふうに思いましたが、一番、

今仕事がしやすい時期にあえて出されたのか。10月、９月に工事が集中する

から、それを避けての考えなのかというふうに思いますが、私はこの時期に

この予算を出したのが、特によかったんじゃないかなと私は個人的に思って

おりますが、そのあたりの見解をよろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）産業課長。 

○産業課長（中西 聡君）松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  有害鳥獣対策事業補助金ということで320万4,000円の減額ということにな

ってございます。 

  令和６年度から、西原村においては通年を通しての捕獲許可期間というこ



とで運用をさせていただいております。令和６年度、年間の捕獲頭数、総数

で1,136頭の捕獲がございました。 

  予算につきましては、ちょっと余裕を見て国のほうに要望をいたしており

ます。国への要望が令和７年度1,270頭分の当初で国のほうに要望いたしてお

ります。本年度の実績でございますけれども、総数で928頭の実績によりまし

て、今回の320万円ほどの減額補正ということになってございます。以上でご

ざいます。 

○議長（西口義充君）建設課長。 

○建設課長（久野 太君）松浦議員の２つ目のご質問にお答えします。 

  今回、道路の維持工事と改良工事で予算計上させていただいております。 

  松浦議員がおっしゃったように、どうしても例年ですと９月時期に工事の

発注が集中して、工期末日が年度末ということになってきます。ただ、最近

の工事発注とかの取組としましては、国もできるだけ工事発注を年間で分散

して発注するようにということで、平準化を図るようにということで、自治

体のほうにも推進するように言ってきております。 

  今回、これをすることによって工事発注を分散すると請負業者さんたちも

業務負荷が大分軽減されて、併せて公共工事の品質も向上するのかと思って

おります。 

  今後はできるだけ一定の時期に、工事発注、工期末日とかが集中しないよ

うに取り組んでいきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  １番議員、山下君。 

○１番議員（山下圭介君）１番、山下です。タブレット33ページ、商工業振興

費についてお尋ねします。 

  地域経済循環創造事業補助金が2,500万円の減額となっておりますが、当初

予定した事業が実施されなかったことによるものなのか、その理由について

お聞きしたいと思います。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）山下議員のご質問にお答えいたします。 

  地域経済循環創造事業補助金ということで今回2,500万円の減額をさせて

いただいております。 

  当初予定でいきますと、２つの事業が予定をされておりました。そのうち

の１つの事業につきましては、事業費の絡み等もございまして、今回補助の

要件に該当しなくなったというところでございましたので、今回事業として

は取り下げたというところでございますので、ちょっとその分の減額という

ことにさせていただいております。以上でございます。 



○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、山下議員。 

○８番議員（山下一義君）８番、山下です。ページ数は34ページです。 

  12番の委託料で3,270万円。布田下鶴線と新所高遊線の1,700万円と1,500万

円の委託料がありますけれども、設計料でこの距離数は２つどのくらいあり

ますかね。測量設計委託料の測量する距離数は。 

○議長（西口義充君）建設課長。 

○建設課長（久野 太君）山下議員のご質問にお答えします。 

  測量の距離ということでございますけれども、まず布田下鶴線道路改良測

量設計委託料の距離が約500ｍ程度、その次に、新所高遊線道路改良測量設計

委託料、こちらは90ｍ程度を予定しております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）山下議員。 

○８番議員（山下一義君）この測量設計委託料にいつも毎年出るんですけれど

も、私、毎回疑問を持つんですけれども、例えば今90ｍで1,500万円、これが

どうしてこういうふうに高いのか。それとこの前あった下小森の役場から下

小森線に行く、あそこの道路の改良事業でも2,000万円出ていますよね。なぜ

このように高いのか、国の基準で決まっているのか。私が思うのは、この役

場内で、この測量設計のできる人を１人入れてしたほうが安くはないのか、

それはできないのか。それをお願いしたいんですけれども。 

○議長（西口義充君）建設課長。 

○建設課長（久野 太君）ご質問にお答えします。 

  まず、金額が多分、新所高遊線のほうが、先ほど申しました90ｍに対して

金額が大きいんじゃないかと感じられるかと思います。こちらのほうは用地

測量も含んでいるところなんですね。 

  先に申しました、布田下鶴線のほうは、用地測量を含まず測量設計のみで

す。結構、用地測量というのが、この委託料の中では大きなウエートを占め

まして、かかる土地を買収するにあっては、その大きな全部の筆を囲ってし

まって、分筆とかそういった業務になりますんで、かかるその土地の面積が

広ければ広いほど用地測量費のウエートが大きくなります。ですので、この

路線に関しては、測量設計の距離は短いですけれども、金額が高くなってお

ります。 

  あとは、もう一つのご質問ですけれども、職員で測量設計ができないかと

いうことなんですけれども、基本的には測量の資格が要ります、測量士とい

う資格を持って、その中で、ある程度精度の高い成果物をつくってくるとい

うことになってきますんで、どうしても職員レベルではそこまでやることが

できないということです。通常の成果物が上がってきたやつを、職員で多少、



修正業務とかは通常やっているところです。そういったのは自分たちでやっ

ているところでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）５番、堀田です。 

  35ページなんですけれども、消防施設費の中に高規格自動車が900万円減額

されております。ということで、新高規格の救急車はもう配備されておると

いうことで、今、以前の救急車がそこに置いてありますよね。これは、多分

ちょっと聞いた話では公売するという話だったんですけれども、これは公売

のやり方、官公庁公売でやるのか。下のモニターを見たら、税務課が車を差

し押さえておるのが官公庁公売というのがちょっと見えたんですけれども、

この救急車においては、官公庁公売で行われるのか、今まで消防車は自庁公

売だったと思いますが、どちらで公売を行う予定でしょうか。 

○議長（西口義充君）総務課長。 

○総務課長（堀田隆二君）堀田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  公売の方式につきましては、まだ、今現在どちらの方式でやるかというの

まではまだ決めておりませんで、前回のやり方でやろうかという形のレベル

でございます。 

  もし、どちらかがベストだということがあれば、またこれ個別で堀田議員

も熟知されている業務でもございますんで、相談等もさせていただくならば

とは思っておりますが、今のところ現段階でどちらの方式でいくかというの

はまだ決めてないのが実情でございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）この質問をした経緯は、私が今、大分県の防災士養

成講座をちょっと持っておりますけれども、その中で講座を受ける方が、重

度身体障害者を持っているお子さんがおられるということで、普通の車椅子

用の車では、子どもさんが移動できないということで、堀田さん、何かない

でしょうかという相談を受けたときに、この官公庁公売で救急車を公売して

いるというのは以前から私は知っておりました。その中で、その方の悩みは

災害があったときに重度障害を持っているお子さんを避難所に連れていきた

いんだけれども、連れていく手段もないし、中でいろんなことをしとると、

中でも迷惑かけるから車中泊をせざるを得ないということで、私のほうが、

大分市役所、多分、救急車公売やっていると思うんで、それは多分、低額な

値段で買えると思います。二、三十万円だったですよね、その当時が、それ

を少し改良、赤灯とか外せばストレッチャーごと動けるということでアドバ

イスした。そうですねと、そういうのを購入すれば、そういう重度障害者の



方もストレッチャーでそのまま寝たきりの方も移動させられるし、車中泊が

できるということでした。 

  それで、ふとここにもう公売するということで、だったら、西原にもそう

いう重度障害者を抱えているご家庭があると思いますので、やっぱりそうい

う使い方をすれば、新車の何百万円もする車を買うよりも低価格で購入して

自分で改造する。そして、そういう災害に備える、すごい安心感、人の命が

守れるというところがありますので、できればそういう自庁公売、そういう

身障者を抱えているご家庭に必要とあれば、公売していただきたいというこ

とで質問いたしました。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ６番、坂本議員。 

○６番議員（坂本隆文君）６番、坂本です。32ページになります。 

  目の農業振興費で、西原村特産品ブランド化推進協議会等の補助金の減額

が108万円ございますけれども、これ幾らの金額でどれぐらいの事業をされて、

これだけの減額がされたのかをお聞きします。 

○議長（西口義充君）産業課長。 

○産業課長（中西 聡君）坂本議員のご質問にお答えいたします。 

  特産品ブランド化推進協議会自体につきましては、申請が令和７年度なか

ったものですから30万円の減額、それと残りにつきましては、11月に毎年行

っております西原村のふれあいまつりの農振協議会への補助金が、実績にお

いて70万円ほど使用しなかったことから、合わせて108万円の減額補正という

ことにさせていただいております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）６番、坂本議員。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。先ほど言われたのは30万円

の減額ですけれども、このブランド化推進協議会のほうには30万円のお金が

あって、結局は何もされていないということでしたけれども、これ発足され

てもう大分、五、六年ぐらいたつんですかね。となると、こういうものを例

えば何かするといったときは役場側から何か言うのですか。それとも、この

ブランド化推進協議会から何かをしたいということで発信されるのかという

ことです。ただ、何年か前にはつくって、それで勢いはあったんですけれど

も、それから数年たつと両方側からもう音沙汰なしになって、そういう事業

がたくさんあったというふうに自分は思っていまして、一番初めは流れで補

助金があったりとか助成金があったから、村がしなくちゃいけないとか、そ

ういうものもあるんですけれども、それから先がなかなか続かないというの

が現状なんですけれども、この辺を村長はどういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（西口義充君）村長。 



○村長（吉井 誠君）坂本議員のご質問にお答えいたします。 

  坂本議員が申されますとおり、やっぱりいろんな補助金関係は２パターン

あるかなというふうに思っています。 

  １つは、国県からこういう事業がありますよということで、上から降って

きて、それに沿ってやりましょうかというパターンと、住民さんが発案して

こういうことをやりたいということで、それに沿って補助金をやるパターン、

２つあるかと思います。 

  どちらも有効に活用したいと思うんですけれども、やっぱり継続というか

持続性がなければならないと思っていまして、理想は住民さんが、こういう

ことをしたいということに補助金、国県の補助を見つけたりとか、できなけ

れば村単独の補助を充てて、試験的にやっていって、うまくいくようであれ

ば継続してやっていく、または、拡充してやっていくような手法を取ってい

きたいというふうに思っています。 

  ですので、これから言われたとおり、もう一回、事業を見直して、あんま

り使い勝手がよくなかったり、使われていないとかそういうのは、全庁的に

見直して、ちょっと取り組んでいきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（西口義充君）６番、坂本議員。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。こういうものは、結構１年

ぱっと補助金や助成金が来て、そこで頑張っていて、次は何しようという段

階になったとき、そこで補助金がもう打ち切られて、せっかくつくったもの

がなくなったりとか、結構今まで、もうそういうのばかりパターン化してい

るので、そういうのにも力が入れられるように、村の人たちもこういう、例

えばこのブランド推進化も干し芋を作ったりとかされて、大阪に行ったりと

かで販売されていまして、次の段階といったときには、次にはもうお金のほ

うがあまり入らなくなったりとか、そのときは芋が主流でということだった

んですけれども、芋が高騰していてまず原材料にならないと、金額すれば加

工するだけ赤字になるとかそういったものもありますんで、やはりいろいろ

考えながら、幾つもこういうのがたくさんあるんで、調べながらされてはど

うかと思います。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）いろんなご要望等あれば、柔軟に対応していきたいとい

うふうに思っています。 

  やっぱりこういうのを通して、一回、市場等に出してみて、流通とかそう

いうのも農家さん自ら体験されることで、また次のステップに行けると思い

ますんで、なるべく柔軟にご提案があれば、村としては対応していきたいと

いうふうに思います。以上です。 



○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）34ページです。７番、中西です。 

  ちょっと金額が少ないんですれけども、土木費の建築管理費の13万5,000円

のマイナスで０になっているんですけれども、これはＰＲとかはされたのか

なというのがちょっと伺いたいです。 

○議長（西口義充君）建設課長。 

○建設課長（久野 太君）中西議員のご質問にお答えします。 

  そうですね。こちら予算としましては、木造戸建住宅の耐震改修に関する

耐震診断の補助金でございます。過去に広報等でＰＲしておりますけれども、

最近はおっしゃるとおり、ちょっと十分できてないかと思います。ただ、相

談等は何件かあっておりまして、もし今後また、相談等もあんまり多くはご

ざいませんが、おっしゃるとおりＰＲというか、広報誌等で周知は今後努め

ていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（西口義充君）７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）やっぱり新築で来られる方もおられれば、中古で入

居されて来られる方もおられると思いますので、少しでも、こういうのをや

っていますというのはやっぱりＰＲすべきだと思いますから、よろしくお願

いします。 

  続きまして、ページ40の教育費の工事請負費ですか、14番、175万円の運動

公園防草対策工事というのをちょっと内容を教えてください。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）中西議員のご質問にお答えいたします。 

  こちらの防草対策工事費につきましては、12月の議会でも250万円ほど予算

を計上させていただいていたんですけれども、そちらの工事に既存のフェン

スの撤去と再設置、また仮設時期での敷鉄板等の追加・変更が生じたために

今回、175万円の増額補正をしているところでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）防犯で質問しましたけれども、看板とか立てていた

だいてある、移動式だけど看板とかしていただいていいんですけれども、前

回も言いましたけれども、芝畑、芝公園と排水の間のところは辺りはどうす

るのかな。あそこは何公園というのかな、体育館と芝畑と側溝の間のフェン

スのところがちょっと心配だと思うんですけれども、あそこも入っているの

かな。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）お答えいたします。 



  おっしゃられている側溝の安全管理についても、この工事の中で含めて対

応するところとしております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）場所としましては、総合体育館、中に道路が、県道に出

る道があると思うんですけれども、そこにトイレがありますけれども、それ

から西側の県道水路と運動公園ののり面の張りコンになります。フェンスと

の間のですね。以上でございます。 

○議長（西口義充君）７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）工事が始まると聞いてちょっと安心しました。やっ

ぱり、かけっこクラブとかに時々行くと、どうも気になってしようがなかっ

たものですから、何回かこの件は質問したいと思っていますが、無事やるよ

うになったらよかったです。どうも。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）最後の２問の質問です。21ページ。 

  総務管理費の18負担金、補助及び交付金、高校通学定期券補助金がマイナ

ス36万円になっておりますが、当初、恐らく150万円ぐらいの予算が計上され

ていたんじゃないかというふうに思いますが、何名の利用があったのかなと

いうふうに思っております。 

  それと25ページ、地籍調査費の12番、委託料ですけれども、この業務委託

料で3,230万6,000円計上しております。繰越明許ですが、これも大変なこれ

からの作業になるんじゃないかなという、何年もかかるんじゃないかなとい

うふうに思っておりますが、どういうふうに展開されていくのかということ

をお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  高校通学定期券補助金ということで今年度から実施をさせていただきまし

た。 

  今年度につきましては、２月末現在というところで確認しておりまして、

利用者は15名ということで申請をさせていただいております。15名の中には

片道だけとかだったり、往復という方もいらっしゃいますので、１年間安定

して15名というところで利用をいただいている状況でございます。以上でご

ざいます。 

○議長（西口義充君）税務課長。 

○税務課長（廣瀬 太君）松浦議員の質問にお答えさせていただきます。 

  地籍調査事業の補正予算の件なんですけれども、こちらとしましては令和



７年の国の補正予算に伴って、今回、令和８年度に予定している工程の分を

前倒しで計上しているというものであります。 

  内容としましては、10年前の熊本地震において布田川断層の両側が座標の

ずれがかなりあるということで、検証の測量のほうをずっと行ってきている

ということでございます。 

  令和８年度の予定としましては、区域的にいきますならば、平成４年度に

調査した区域の、今、令和７年度に行っている工程の後の続きを行う。また、

平成12年度に行った区域のまた令和７年度に行った工程を継続して行う。ま

た、新たに平成13年度に行った区域を、また新たにそこの筆界等とかの検証

の、国が座標の補正のほうを示しておりますけれども、それが本当にどれだ

けずれているのかどうなのか、基準内に当てはまるかというところの検証を

行うということを予定しております。 

  今後としまして、そのような形で、あと20年ぐらいは同様な形で検証とい

う形でずっと進めていかなければならないというふうに思っておりますけれ

ども、まだ地籍調査にもともと入っていないところがあと僅か残っておりま

す。そこについては、熊本地震の調査、検証が全て終わってしまって完了後

に新たにそこに入ってしまうということで、今の予定としまして30年、今こ

の地籍調査の業務を行っていっている中で、やはりどうしても想定外の内容

とかが出てきまして、どうしても後ろ倒しにずれてきているというのが実情

でございます。 

  ということなので、今のところ30年ぐらいで終わるかというところが、ト

ータル的にひょっとしたら40年とかいうことになってくるんではないかとい

うところで今考えているところです。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、尾崎議員。 

○４番議員（尾崎幸穂君）31ページ。一番上の段、目、保健推進事業費の節、

需用費、利用者支援事業子育てガイドパンフレット印刷代のマイナス減額に

ついてです。 

  これは、内容的なものと配る対象者がどのあたりになるのかをお尋ねいた

します。 

○議長（西口義充君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）尾崎議員の質問にお答えいたします。 

  子育てパンフレットにつきましては、今現在、保健衛生課のほうで作成さ

せていただいております。 

  当初は、冊子にしてお配りするというところで、冊子にして転入されてき

た妊産婦の方であったり、心配事を抱えておられる子育て世代の方々にお配



りするというところで計画しておりましたが、制度等の変更が早いというよ

うな状況もありまして、村のデータとして作成して、村のホームページのほ

うに掲載させていただくというところで考えておりまして、必要な方には、

その分を印刷等いたしまして、お渡しするというところで考えているところ

でございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）４番、尾崎議員。 

○４番議員（尾崎幸穂君）では、ホームページに掲載される形ですね。文字だ

けなのか、それともパンフレット型の色がついたようなページ型にして掲載

されるのか。どちらで予定をされていますか。 

○議長（西口義充君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）今のところ、パンフレットの形にするところ

で考えております。その中に、この支援事業については、ホームページのど

こにあるというようなことで、検索できるようにＱＲコード等をつけて、で

きるだけ分かりやすい形で出したいというところで今、準備を進めていると

ころでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第13号、令和７年度西原村一般会計補正予算（第６号）について、原

案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第13号は原案どおり可決されました。 

  これより暫時休憩します。 

（午前１１時１３分） 

 

（午前１１時２５分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第４、議案第14号、令和７年度西原村国民健康保険特別会計補正予算

（第４号）についてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 岩下源一郎君 登壇 説明） 



○保健衛生課長（岩下源一郎君）議案第14号についてご説明いたします。 

  議案第14号のファイルをご覧ください。 

  議案第14号、令和７年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）。 

  令和７年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ6,036万4,000円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８億8,165万4,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  補正予算の主なものについてご説明いたします。 

  まず、歳入でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保

険税364万4,000円の増額補正。年度末の収納見込額を算出しての増額でござ

います。 

  款４県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金6,201万4,000円の

減額補正。普通交付金については保険給付費に対する補助金であるため、医

療給付費の減額に伴い県補助金の減額、特別交付金につきましては交付申請

に伴う減額でございます。 

  次に、歳出でございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費3,957万7,000

円の減額補正。年度内の支払い見込額に合わせた減額でございます。 

  款同じく、項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費974万9,000円の

減額補正。年度内の支払い見込額に合わせた減額でございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  あとは、予備費を409万8,000円減額補正させていただいております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 



○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第14号、令和７年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第４号）

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第14号は原案どおり可決されました。 

  日程第５、議案第15号、令和７年度西原村介護保険特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 岩下源一郎君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）議案第15号についてご説明いたします。 

  議案第15号のファイルをご覧ください。 

  議案第15号、令和７年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

  令和７年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,625万6,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ10億139万2,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、繰越明許費の変更は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  ４ページをお願いいたします。 

  第２表、繰越明許費補正でございます。 

  款、項、補正前の事業名、金額、補正後の事業名、金額の順で読み上げま

す。 

  １変更、款１総務費、項１総務管理費、補正前の事業名、介護基盤緊急整

備特別対策事業補助金、金額1,018万4,000円、補正後の事業名、介護基盤緊

急整備特別対策事業補助金、金額994万4,000円。 

  高齢者の通いの場として、２集落の公民館の改修を翌年度へ繰り越すとし

ておりましたが、１か所は改修工事が終わり、今年度中の支払いとなりまし

たので、繰越明許費を補正させていただくものでございます。 

  次に、補正予算の主なものについて説明いたします。 

  まず、歳入でございます。 



  ７ページをお願いいたします。 

  款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料467万2,000円の

増額補正。年度末の収納見込額を算出しての増額でございます。 

  款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金1,154万7,000円

の増額補正。負担金変更交付申請等に伴う交付額の変更による増額でござい

ます。 

  款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金753万

1,000円の増額補正。交付金変更交付申請に伴う交付額の変更による増額でご

ざいます。 

  款５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金837万8,000円の減額

補正。交付金変更交付申請に伴う交付額の変更による減額でございます。 

  次に、歳出でございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１介護サービス等諸費944万

5,000円の増額補正。年度内支払い見込額を算出しての増額でございます。 

  10ページをお願いいたします。 

  あとは、予備費を772万3,000円の増額補正させていただいております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第15号、令和７年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第15号は原案どおり可決されました。 

  日程第６、議案第16号、令和７年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第４号）についてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 岩下源一郎君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）議案第16号についてご説明いたします。 



  議案第16号のファイルをご覧ください。 

  議案第16号、令和７年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）。 

  令和７年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）は、次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ441万3,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億3,457万3,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  次に、補正予算の主なものについてご説明いたします。 

  まず、歳入でございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目１特別徴収保

険料126万9,000円の増額補正。款項同じく、目２普通徴収保険料413万5,000

円の増額補正です。年度末の収納見込額を算出しての増額でございます。 

  次に、歳出について説明させていただきます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、

目１後期高齢者医療広域連合納付金636万7,000円の増額補正。現年度保険料

徴収金に係る年度末の収納見込額を算出しての増額でございます。 

  あとは、予備費を96万2,000円、減額補正させていただいております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第16号、令和７年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第16号は原案どおり可決されました。 



  日程第７、議案第17号、令和７年度西原村工業団地造成事業特別会計補正

予算（第２号）についてを議題とします。 

  内容の説明を総合政策課長に求めます。 

（総合政策課長 堀田和也君 登壇 説明） 

○総合政策課長（堀田和也君）議案第17号についてご説明いたします。 

  議案17号のファイルをよろしくお願いします。 

  議案第17号、令和７年度西原村工業団地造成事業特別会計補正予算（第２

号）。 

  令和７年度西原村工業団地造成事業特別会計補正予算（第２号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２億6,328万2,000円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億3,498万7,000円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに

補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用

することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容についてご説明申し上げます。 

  ４ページをお願いいたします。 

  第２表、繰越明許費でございます。款、項、事業名、金額の順で読み上げ

ます。 

  １事業費、１事業費、工業団地造成事業１億6,120万円。これは、現在進め

ております鳥子地区新工業団地造成事業において、現在施工中の１区画の造

成工事の現在の進捗状況及び今後の工事の施工計画等を考慮し、今回、繰越

事業とするものでございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  歳入予算でございます。 

  款３財産収入、項１財産売払収入、目１不動産売払収入２億6,328万2,000

円の減額補正。こちらにつきましては、今回造成を行いました３区画におき

まして、基本協定を締結後に企業様からの辞退の申入れがありましたので、

今年度においては土地を売却することができなくなりましたので、その分を

減額するものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  歳出予算でございます。 



  款１事業費、項１事業費、目１工業団地造成事業費1,324万1,000円の減額

補正。こちらは当初で予算計上しておりました工事監督支援業務につきまし

て、令和８年４月から工事の監督業務につきましては、主管課である総合政

策課の職員ではなく、専門知識のある建設課職員で行うこととなりましたた

め、その分について不用額として減額を行うものでございます。そのほか、

入札残及び業務見直し等による残額を減額補正するものでございます。 

  款４予備費、項１予備費、目１予備費２億5,004万1,000円の減額補正。先

ほど歳入のほうで説明させていただきました財産収入の減額に伴い、予備費

を減額するものでございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第17号、令和７年度西原村工業団地造成事業特別会計補正予算（第２

号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（西口義充君）起立多数であります。 

  よって、議案第17号は原案どおり可決されました。 

  日程第８、議案第18号、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。 

  内容の説明を水道課長に求めます。 

（水道課長 村上文英君 登壇 説明） 

○水道課長（村上文英君）議案第18号につきましてご説明いたします。 

  議案第18号のファイルをお開きください。 

  議案第18号、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）。 

  総則。 

  第１条、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

  収益的収入及び支出。 

  第２条、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計予算第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 



  左から、科目、既決予定額、補正予定額、計の順に読み上げます。 

  収入、第１款水道事業収益１億1,864万8,000円、285万7,000円、１億2,150

万5,000円。 

  第１項営業収益8,290万4,000円、274万3,000円、8,564万7,000円。 

  第２項営業外収益3,574万3,000円、11万4,000円、3,585万7,000円。 

  支出、第１款水道事業費用１億3,962万5,000円、マイナス1,280万9,000円、

１億2,681万6,000円。 

  第１項営業費用１億2,903万2,000円、マイナス1,311万4,000円、１億1,591

万8,000円。 

  第２項営業外費用954万2,000円、30万5,000円、984万7,000円。 

  資本的収入及び支出。 

  第３条、予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額2,013万9,000円は、引継金で補塡するものとする。」を「資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額2,313万9,000円は、引継金で補塡す

るものとする。」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出のうち、資本的

収入の予定額を次のとおり補正する。 

  左から、科目、既決予定額、補正予定額、計の順に読み上げます。 

  収入、第１款資本的収入2,685万円……。 

○議長（西口義充君）暫時休憩します。 

（午前１１時５７分） 

 

（午後 １時００分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  水道課長。 

（水道課長 村上文英君 登壇 説明） 

○水道課長（村上文英君）午前中、こちらの不手際により中断させたこと、誠

に申し訳ございませんでした。 

  改めまして、第18号の説明につきまして、最初から行わせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

  議案第18号について説明いたします。 

  議案第18号のファイルをお開きください。 

  議案第18号、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）。 

  総則。 

  第１条、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）は、

次に定めるところによる。 

  収益的収入及び支出。 



  第２条、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計予算第３条に定めた収益

的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

  左から、科目、既決予定額、補正予定額、計の順に読み上げます。 

  収入、第１款水道事業収益１億1,864万8,000円、285万7,000円、１億2,150

万5,000円。 

  第１項営業収益8,290万4,000円、274万3,000円、8,564万7,000円。 

  第２項営業外収益3,574万3,000円、11万4,000円、3,585万7,000円。 

  支出、第１款水道事業費用１億3,962万5,000円、マイナス1,280万9,000円、

１億2,681万6,000円。 

  第１項営業費用１億2,903万2,000円、マイナス1,311万4,000円、１億1,591

万8,000円。 

  第２項営業外費用954万2,000円、30万5,000円、984万7,000円。 

  資本的収入及び支出。 

  第３条、予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額2,013万9,000円は、引継金で補塡するものとする。」を「資本的

収入額が資本的支出額に対し不足する額2,313万9,000円は、引継金で補塡す

るものとする。」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出のうち、資本的

収入の予定額を次のとおり補正する。 

  左から、科目、既決予定額、補正予定額、計の順に読み上げます。 

  収入、第１款資本的収入2,685万円、マイナス300万円、2,385万円。 

  第１項企業債900万円、マイナス300万円、600万円。 

  企業債。 

  第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。 

  起債の目的、簡易水道施設建設改良事業、限度額900万円を600万円に減額

補正。 

  起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明いたします。 

  ４ページをお願いいたします。 

  令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）説明書。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  収入、款１水道事業収益、項１営業収益、目２その他営業収益、節３工事

申込金259万6,000円の増額補正でございます。 

  続きまして、支出。 

  第１款水道事業費用、項１営業費用、目３総係費、節10委託料マイナス1,324

万3,000円の減額補正です。 



  これは、水理検討更新業務委託料、簡易水道事業変更認可申請書作成業務

等委託料の入札に伴う不用額の減額補正を行っております。 

  また、同款、項２営業外費用、目２消費税及び目３雑支出において、消費

税申告に伴う申告額等の調整を行っております。 

  ５ページをお願いします。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  収入、款１資本的収入、項１企業債、目１企業債、節１企業債300万円の減

額補正でございます。 

  事業費支出額の減額に伴い、企業債借入額の減額に伴う減額補正でござい

ます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）７番、中西です。 

  １ページの収入ですね、１億2,100万円に対して、これは水道代だと思うん

ですけれども、費用のほうが１億2,600万円とありますが、経費のほうが多く

かかった理由というのをお願いします。 

○議長（西口義充君）水道課長。 

○水道課長（村上文英君）中西議員のご質問にお答えいたします。 

  今年度、先ほども説明いたしましたが、水理検討業務委託料、変更認可申

請業務委託料等の業務を行う中で、支出経費のほうが増額になっております。 

  また、収入と支出の差に生じる不足額、こちらにつきましては、企業会計

内で取り扱っております損益勘定留保資金というものを充てつつ補塡すると

いうことで、精算させていただきます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第18号、令和７年度西原村中央簡易水道事業会計補正予算（第３号）

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 



  よって、議案第18号は原案どおり可決されました。 

  日程第９、議案第19号、令和７年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

  内容の説明を水道課長に求めます。 

（水道課長 村上文英君 登壇 説明） 

○水道課長（村上文英君）議案第19号についてご説明いたします。 

  議案第19号のファイルをお開きください。 

  議案第19号、令和７年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）。 

  総則。 

  第１条、令和７年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

  収益的収入及び支出。 

  第２条、令和７年度西原村工業用水道事業会計予算第３条に定めた収益的

収入及び支出のうち、収益的収入の予定額を次のとおり補正する。 

  左から、科目、既決予定額、補正予定額、計の順に読み上げます。 

  支出、第１款水道事業収益2,490万6,000円、363万3,000円、2,853万9,000

円。 

  第２項営業外収益980万円、363万3,000円、1,343万3,000円。 

  資本的収入及び支出。 

  第３条、予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し

不足する額1,580万円は、損益勘定留保資金で補塡するものとする。」を「資

本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,626万5,000円は、損益勘定留

保資金で補塡するものとする。」に改め、同条に定めた資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

  ２ページをお願いします。 

  左から、科目、既決予定額、補正予定額、計の順に読み上げます。 

  収入、第１款資本的収入7,000万円、マイナス3,000万円、4,000万円。 

  第１項企業債7,000万円、マイナス3,000万円、4,000万円。 

  支出、第１款資本的支出8,580万円、マイナス1,953万5,000円、6,626万5,000

円。 

  第１項建設改良費8,580万円、マイナス1,953万5,000円、6,626万5,000円。 

  企業債。 

  第４条、予算第５条に定めた企業債の限度額を次のとおり補正する。 

  起債の目的、工業用水道本管布設事業、限度額7,000万円を4,000万円に減

額補正。 

  起債の方法、利率、償還の方法については変更ありません。 



  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容についてご説明いたします。 

  ４ページをお願いします。 

  令和７年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）説明書。 

  まず、収益的収入及び支出のうち収入でございます。 

  収入、第１款水道事業収益、項１営業外収益、目２消費税還付金363万3,000

円の増額補正。これは、建設改良費等の影響により消費税申告を行うことで、

還付金が発生する見込みとなったための増額補正でございます。 

  次に、資本的収入及び支出でございます。 

  収入、款１資本的収入、項１企業債、目１企業債3,000万円の減額補正。こ

れは、当初予算の支出に計上しました新工業団地までの工業用水道本管布設

事業費の財源として、企業債を7,000万円借り入れる予定でございましたが、

支出の事業費を設計の見直し及び入札を行ったところ、当初見込額を下回る

こととなったため、借入額を減額することとしたためでございます。 

  次に、支出、款１資本的支出、項１建設改良費、目１配水設備工事費のう

ち工事請負費1,953万5,000円の減額補正でございます。これは、先ほど収入

でも申しましたとおり、既存工業団地の既設管から新工業団地までの工業用

水道本管布設工事費を当初予算で計上しておりましたが、設計見直し及び入

札による不用額が発生したための減額でございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第19号、令和７年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（全員起立） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第19号は原案どおり可決されました。 

  日程第10、議案第20号、令和８年度西原村一般会計予算についてを議題と

します。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 



（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）議案第20号についてご説明いたします。 

  ファイルのほうよろしくお願いいたします。 

  議案第20号、令和８年度西原村一般会計予算。 

  令和８年度西原村の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ60億1,129万5,000円と

定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表

 歳入歳出予算」による。 

  債務負担行為。 

  第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることの

できる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  地方債。 

  第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことのできる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地

方債」による。 

  一時借入金。 

  第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、３億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第５条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に過不足

を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  それでは、７ページをお願いいたします。 

  第２表、債務負担行為でございます。 

  事項、期間、限度額の順で読み上げます。 

  西原村構造改善センター管理業務委託料、令和８年度から令和12年度まで、

3,200万円。 

  西原村定住促進事業補助金（令和８年度申請分）、令和８年度から令和10

年度まで、300万円。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第３表、地方債でございます。 

  起債の目的、限度額を読み上げます。利率、償還の方法については記載の



とおりでございます。 

  １、緊急防災・減災事業債（全国瞬時警報システム受信機更新事業）310万

円、２、緊急防災・減災事業債（防災行政無線情報収集配信システム更新事

業）6,360万円、３、緊急自然災害防止対策事業債（単県急傾斜地崩落防止施

設緊急改築事業）1,000万円、４、デジタル活用推進事業債（議場デジタルカ

メラ・映像設備更新事業）940万円、５、辺地対策事業債（辺地道路維持補修

事業）7,840万円、６、辺地対策事業債（辺地道路改良事業）３億2,600万円、

７、辺地対策事業債（オーガニックセンターホイルローダー整備事業）2,380

万円。 

  それでは、続きまして、歳入歳出の主なものについてご説明いたします。 

  まず、歳入からご説明いたします。 

  11ページをお願いいたします。上段でございます。 

  款１村税、項１村民税、目１個人２億9,553万8,000円でございます。 

  款項同じく目２法人１億6,762万6,000円でございます。 

  款同じく項２固定資産税、目１固定資産税６億602万7,000円でございます。 

  続きまして、13ページをお願いいたします。 

  款６地方消費税交付金、項１地方消費税交付金、目１地方消費税交付金１

億6,500万円でございます。 

  続いて、14ページをお願いいたします。中段でございます。 

  款11地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税21億1,600万円。前年度

比較１億1,400万円の増でございます。普通交付税20億1,000万円及び特別交

付税１億600万円でございます。 

  それでは、16ページをお願いいたします。下段のほうになります。 

  款15国庫支出金、項１国庫負担金、目１民生費国庫負担金３億4,385万3,000

円。障害者福祉費国庫負担金及び児童手当国庫負担金等でございます。 

  19ページをお願いいたします。上段でございます。 

  款16県支出金、項１県負担金、目１民生費県負担金１億5,885万6,000円。

保険基盤安定県負担金及び障害者福祉費県負担金等でございます。 

  それでは、20ページをお願いいたします。下段でございます。 

  款同じく項２県補助金、目３農林水産業費県補助金１億3,537万8,000円。

農業費県補助金及び林業費県補助金でございます。 

  それでは、24ページをお願いいたします。下段でございます。 

  款18寄付金、項１寄付金、目３ふるさと納税寄付金３億100万円でございま

す。 

  続いて、25ページをお願いいたします。上段でございます。 

  款19繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金２億9,182万9,000円。前年度比



較１億842万2,000円の増となっております。財政調整基金繰入金等でござい

ます。 

  款項同じく目２特別会計繰入金１億7,525万2,000円。工業団地造成事業特

別会計繰入金等でございます。 

  28ページをお願いいたします。下段でございます。 

  款22村債、項１村債、目８辺地対策事業債４億2,820万円。辺地道路改良事

業等でございます。 

  村債の合計５億1,430万円で、前年度比較２億7,190万円の増となっており

ます。 

  それでは続いて、歳出のほうの主なものについて説明をしていきたいと思

います。 

  項目と金額のみを読み上げていきたいと思います。 

  29ページをお願いいたします。上段でございます。 

  款１議会費、項１議会費、目１議会費9,692万4,000円でございます。 

  31ページをお願いします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費３億2,286万7,000円でござ

います。 

  39ページをお願いいたします。 

  款項同じく目８企画費２億5,666万5,000円でございます。 

  41ページをお願いいたします。 

  款項同じく目９電子計算費１億3,015万5,000円でございます。 

  続いて、54ページをお願いいたします。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費１億1,970万8,000円で

ございます。 

  続いて、57ページをお願いいたします。 

  款項同じく目４障害者福祉費２億9,743万円でございます。 

  続いて、59ページをお願いいたします。 

  款項同じく目７介護保険推進費１億3,931万1,000円でございます。 

  続いて、60ページをお願いいたします。 

  款項同じく目８後期高齢者医療費１億5,213万6,000円でございます。 

  続いて、61ページをお願いいたします。 

  款同じく項２児童福祉費、目１児童福祉総務費２億2,036万5,000円でござ

います。 

  続いて、62ページをお願いいたします。 

  款項同じく目２児童措置費４億734万6,000円でございます。 

  続いて、67ページをお願いいたします。下段でございます。 



  款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費１億4,695万9,000円で

ございます。 

  続いて、69ページをお願いいたします。下段になります。 

  款項同じく目３環境衛生費１億5,465万3,000円でございます。 

  75ページをお願いいたします。下段でございます。 

  款５農林水産業費、項１農業費、目５農業振興費１億1,941万6,000円でご

ざいます。 

  89ページをお願いします。中段でございます。 

  款７土木費、項５辺地対策費、目２道路改良費３億2,600万円でございます。 

  款８消防費、項１消防費、目１非常備消防費１億8,883万6,000円でござい

ます。 

  続きまして、92ページをお願いいたします。下段でございます。 

  款９教育費、項１教育総務費、目２事務局費１億2,983万5,000円でござい

ます。 

  117ページをお願いいたします。下段でございます。 

  款11公債費、項１公債費、目１元金12億5,219万7,000円。前年度比較2,971

万5,000円の増となっております。 

  118ページをお願いします。下段でございます。 

  今回、予備費に500万円を計上しております。 

  歳入歳出予算の主なものについては以上でございます。 

  その後に119ページ以降は、給与費明細書でございます。 

  128ページからは、債務負担行為に係る調書でございます。 

  133ページにつきましては、地方債に係る調書でございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）３番、松浦です。 

  ３問質問いたします。 

  まず、56ページです。 

  社会福祉総務費、18の負担金、補助及び交付金、福祉タクシー料金助成事

業利用補助金550万円計上してあります。昨年が500万円でしたので、今年50

万円増やしてあります。利用者が多くなったということで、これはある意味

喜ばしいことかなというふうに思っております。 

  それで、この西原村福祉タクシーの料金助成事業の中に、対象者が高齢者、

障害者、妊産婦ということでございますが、高齢者については75歳以上で自



家用車、車に乗らない方という方が対象になっております。 

  それで、私が以前一般質問したものですから、いろんな方々からこれにつ

いて私にご意見が寄せられますので、ちょっとそれを紹介いたしますが、87

歳で男性の方で車を運転されています。ですから、私には来ませんと、これ

が。ただ、手の負傷をしたり、足が負傷していたり、体の調子が悪かったり

するときに車の運転ができないと、こういうときはタクシーとかで行けたら

いいなということをいつも思いますと。だから、こういう方々に対しての何

らかの手当といいますか、してあげたらいいんじゃないかなというふうに思

っております。 

  それで、今年度の枚数が全体で２万3,820枚配られたそうです。その利用率

が41.4％ということで、半分にも満たないということですが、今言いました

ように、そういった方々の何らかの手当てをしていただきたい。 

  もう一つは、片道に１回500円の券は４枚使えるというふうになっておりま

すが、これを４枚の制限をなくしてほしいと。もう、大体60枚余を頂いてい

るわけですから、それを自分の判断で使っていきたい。 

  例えば、今回プレミアム券も皆さんに配られましたが、それは使う制限は

ないですよね。だから、一度もらった分については自由に使わせていただけ

ないかというようなことでした。 

  それで、いろいろ85歳以上の方が今468名、ちょっと資料を頂いて見ました、

ありました。だから、例えば、こういった方に福祉の高齢者に対する平等と

いうか、そういったものも含めて、年齢である程度いけば配るとか、そうい

ったことも考えていただきたいというふうに思います。 

  今日、せっかく佐々木係長がお見えですが、これは村の方針に関すること

ですので、村長に答弁していただきますので、よろしくお願いします。 

  それと、31ページ、２問目が、一般管理費の１報酬で、特別職報酬審議会

委員報酬の10万9,000円見てありますが、いろいろ区長会議等の中でも、民生

委員の報酬を上げていただきたいというそういった意見も出ているようです

が、令和７年度も終わりますけれども、令和７年度はされなかったというこ

とですかね。 

  だから、令和８年度に向けて、近隣町村の調査等をされながら十分これは

進めていっていただきたいと思います。 

  ３問目です。 

  77ページ、６畜産業費の18負担金、補助及び交付金、飼料高騰緊急支援補

助金450万円。これについては、今回、新規の補助金のようですが、恐らく、

この補助の内容ですね、それと、今後、これは引き続きされていくのかとい

うのも含めて、この３点をお尋ねいたします。まず、村長のほうからお願い



します。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）松浦議員のタクシー券のご質問にお答えいたします。 

  福祉タクシー助成事業につきましては、令和７年度より利用枠の拡充を図

っておりまして、１回当たりのチケット枚数、使用枚数が１回500円券を３枚

から４枚に増やしておりまして、対象者につきましても、妊婦であったり、

先ほど申されました通院者は65歳から可能としております。 

  枚数につきましても拡充しておりまして、地区別に加算しておりまして、

年間３万円から、遠いところは最大で５万4,000円までの利用を可能としまし

た。 

  先ほど申されましたとおり、当初予算案においても、昨年、対前年比10％

増で予算を計上させていただきました。それと併せて交通施策としまして、

ドライバー確保のために、２種免許取得の際の補助と運転手への移住支援な

どにも取り組んでおります。 

  現在、村の交通施策としまして重要視していますのが、やはり一番はタク

シー運転手の確保に注力したいというふうに考えております。なかなか呼ん

でも時間がかかるという声も聞いておりまして、これから先は、地域おこし

協力隊であったり、地域おこし協力隊をドライバーで募集したり、デマンド

タクシー、ライドシェアなど様々な手段を検討して、供給できる体制を整え

ていきたいというふうに思います。 

  並行して、議員が申されますタクシー券の拡充につきましても、少しでも

住民ニーズに応えることができるように、前向きに検討させていただきなが

ら、需要と供給のバランスが取れるように進めていきたいと考えています。

以上です。 

○議長（西口義充君）総務課長。 

○総務課長（堀田隆二君）私のほうからは特別職報酬審議会委員報酬に絡んで

説明したいと思います。 

  一応ここに挙げさせていただいたとおり、新年度では、特別職ですね、も

ちろんここにいらっしゃる議員さん、うちの特別職ですね、３役等に対する

報酬審議会という形で、これは早速開いて中身の精査をやっていきたいなと

思っております。 

  あわせて、この報酬審議会とは別なんですが、例えば民生委員さんだった

りとかというところにつきましては、それぞれの所管課のほうと連携を取り

まして、いろいろ業務内容と報酬等がどうなのというところで、もう一回、

精査のほうをスタートさせていきたいなと思っております。以上でございま

す。 



○議長（西口義充君）産業課長。 

○産業課長（中西 聡君）松浦議員のご質問にお答えいたします。 

  77ページの飼料高騰緊急支援補助金ということで、これは令和８年度から

新たに計上させていただいております。この事業は、物価高騰対応重点支援

地方創生臨時交付金を活用して行おうと考えております。 

  内容といたしましては、養畜農家さんの飼料高騰などによる経営悪化、養

畜農家さんの安定的な経営の維持、継続を支援するため、自給飼料、自らが

種とか苗を購入して餌を生産する養畜農家さんの種子購入等の費用の２分の

１を補助するという内容となっております。 

  先ほど坂本議員の発言にもありましたけれども、本日の新聞にてガソリン

代の高騰が言われておりますので、物価高騰が続く限りは、当村としてもで

きる限り支援を続けてまいりたいと思っております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）５番、堀田です。 

  11ページ。税金、村税の多分、個人、固定、軽自、全てに関すると思いま

すけれども、先般からの委員会でこちらに来たときに、掲示板のほうに公示

送達がかなり入っとる中で、外国人の名前ばかりですということで、内容的

には督促状だったり納税通知書の届いていないということなんですけれども、

前回、加藤議員が外国人労働者の件を一般質問されましたが、この公示送達

があるということは、税金を払わず西原村を出ていった外人さんがかなりお

るというふうに思いますが、その中で、多分住民税じゃなかろうかと思いま

すが、ほかに固定資産税、軽自動車税、いろいろ項目がある中で、ひょっと

したら今外国人免許センターに行ったら、結構、免許取得されているんで、

軽自動車税とか土地の取得とかもされているみたいなんで、どういった税目

が滞納されて公示送達に至ったか。それと、執行停止も出ておりました。執

停する要件はどういった要件で執行停止をされているか。ちょっとその辺を

分かる範囲でご説明をお願いしたいと思います。 

○議長（西口義充君）税務課長。 

○税務課長（廣瀬 太君）ただいまの堀田議員の質問にお答えさせていただき

ます。 

  県には在留外国人は現在増加傾向にありまして、今、当村にも200名以上の

外国人が住んでおられると思います。 

  特に、近年は東南アジア圏の方々が窓口でも多く見受けられるというとこ

ろで、増加の要因としては農業分野、製造分野での特定技能や、技能実習を

はじめとした外国人労働者の受入れ拡大、また半導体企業の進出あたりでは



ないかと思われます。 

  そのような中で、村税等の課税につきましては、まず個人住民税、国籍に

関係がなく、１月１日の賦課期日現在において住所の有無ですね、それに、

前年の所得に対して課税されるものでございまして、その後、出国をされて

も納税義務は消滅しないということになってきます。 

  また、在留期間が３か月を超える方については、何らかの医療制度に加入

しなければならないというふうになっておりますけれども、社会保険あたり

の適用がない方については、当村に住民票があるという場合には当村の国民

健康保険に加入せんといかんということで、それに伴って国民健康保険税が

課税をされるということになります。軽自動車税については、多分最近転入

された外国人については、それで軽自動車を取得されるのはあまりないケー

スではないかなというふうには思っております。 

  固定資産税については、やはりもう何年も当村に住んでおられるとか、こ

の技能実習とか特定技能とかで来られる外国人とは別に、やはりお仕事で長

期にこちらにおられるとか、そういう方々が固定資産を取得されるとか、そ

ういうケースはあるんではないかというふうには思っております。 

  村税に関する外国人関係の問題になりますけれども、これは全国的に同じ

問題であると思います。未納のまま国外に転出をされるケース、またその未

納のまま他の自治体に転出されて、それから出国されるというパターン、い

つの間にか住んでいない、住所を置いたままということで、もう職権的に住

所が削除されるケースも見受けられるというところでございます。 

  地方税法上におきましては、日本を出国する際、納税管理人を選任をする

という方法の規定とかもあります。今、この外国人については納税管理人の

引受けというのがやはりなかなか厳しく、選任まで、そこまで至らないとい

うのが実情でございます。 

  当村としましても、転出の手続の際とかに、可能な限り納税の促し等を行

っておりますけれども、やはりその場では了承は得られても、その後の納付

がないというふうなケースも見受けられるというところでございます。 

  日本を出国をされた場合、その後どこに実際住んでおられるのかというと

ころは追いかけることがやはり難しいところでございます。ということで郵

便物も届かないということになりますので、納税通知書とか督促状が、郵送

で届かなくなるということが出てきます。そのような場合に、法律上の公示

送達というのを行って本人に通知が送達されたものとみなすというふうな手

続をちゃんと行っているというところでございます。 

  その数が外国人としましては、令和７年度では、公示送達が約10名程度じ

ゃないかと、今のところそういうふうに思っております。 



  そういうような方々は、後日、実態調査、財産調査等を行う予定ですけれ

ども、過去の３年以内にそのような公示送達を行った外国人に対して、やは

り実態調査、実際もう住んでおられるかどうなのか、あとは財産を持ってい

らっしゃるのかどうなのかというのは、やはり調査を行います。調査を行っ

た上で、もうどうしてもその財産もないとか、居所も不明とか、そういう場

合にこれも法律上の滞納処分の執行停止のほうを行っているということで、

ここ３年以内で大体５名ぐらいいるところでございます。 

  このような中、多くの自治体でもやはりいろいろ苦慮されているというと

ころは聞きます。なおかつ、国もこの問題は重々把握はしているというとこ

ろで、令和７年度中に国のほうから照会文書もあっております。 

  照会でどのようなことがあっているか、どのような対処をしているかとい

う集約があった上で、住民基本台帳の所管課との連携、転出時とかの連携、

納税管理委員の選任していただくこと、雇用する事業者への説明とか協力依

頼、文書等の同封での説明とか、国からもそういうやり方がありますよとい

うふうに言われておりますけれども、そういう内容については、まずほとん

どの自治体がもう既に着手はしているんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

  近隣の自治体に私のほうからも尋ねはしたところ、やはり同様の問題はあ

りつつ、やはり半導体企業ですね、進出があっていますけれども、そのよう

な企業に雇用されている方が多い自治体については、やはり企業のほうがき

ちんと管理されているということで、自治体ごとに違う一面はあるんじゃな

いかなというふうに思っております。 

  諸外国では、租税を滞納している方々が出国しようとされたときに、出国

制限を行うというところも、そういう制度を導入しているというところもあ

るようです。しかし、日本ではこういう制度は今のところはないというとこ

ろで、今現在、確認できている、国がどういうふうに進めようかというふう

な制度については、在留資格の延長の手続とかに納税の状況確認とか、それ

を出してもらって延長するのか、そういう判断に使いたいという、まだ検討

段階ですけれども、そのように進められているという情報もあります。さら

に、今後、いろんな国としての何らかの対策も出てくるんではないかという

ふうには思っているところです。 

  こちらの税務課としましても、今の法令内において、最良の方法をいろい

ろ模索しつつ、今、少しでも滞納者を減らしていけるような様々な対策は講

じていきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、加藤議員。 



○２番議員（加藤博敏君）２番、加藤です。 

  今のことで関連でありますけれども、村長は窓口をつくられると、外国人

相談ということですけれども、内容のほうをちょっとお願いいたします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）外国人専用の窓口ということでよろしいでしょうか。 

  一応、今、先月までちょっと模擬の機械を設置したんですけれども、これ

ぐらいの透明なパネルで、こちらから日本語で話すと、相対するお客さんは

その国の中国語だったりベトナム語だったり、いろんな言葉で文字表示がな

されて、意思疎通により事務を進行するということで、こちらが、おはよう

ございますとしゃべったら日本語でおはようございますとこっちには日本語

でメッセージが出てきて、向こうにはハローとかそういうことでメッセージ

が出てくるような機械を導入する予定でありまして、窓口の職員に聞きます

と、やはり外国人の方が来たら時間を要するんで、外国人の方は別席で対応

できるように取れば、西原の村民とか日本人の方がストレスなくいけるんじ

ゃないかということで、専用の窓口をつくるのと併せて、そういう翻訳機で

すかね、を進めていきたいと思います。 

  もちろん、窓口も整備したばかりなんで、悪ければもう随時改修していく

ような形で進めていきたいというふうに思っています。以上です。 

○議長（西口義充君）２番、加藤議員。 

○２番議員（加藤博敏君）ありがとうございます。 

  私も、うちでも言いましたとおり雇用しておりますし、ちゃんと外国人の

方ももらっています、この前の１万円も、その前の昔のコロナ対策の10万円

とかも。ですから、もう払うものはきちっと払ってもらいたいと、そういう

ことを、これからも今、国際交流クラブでやっていきたいなと思っておるん

です。 

  私には分からなかったんですけれども、やっぱり雇用主の方への周知が一

番大事なのかなと思っておりますので、一度封筒で何か連絡が来ていたのは

来ていたんですけれども、その後されるのかどうか、いかがでしょうかと思

って。 

○議長（西口義充君）税務課長。 

○税務課長（廣瀬 太君）加藤議員の質問にお答えいたします。 

  令和７年度は、雇用の事業主さんに通知のほうを同封させていただいてお

りますが、令和８年度も同様に入れさせていただきたいと思います。 

  あくまでもその通知を入れさせていただいても、どうしても協力依頼とい

う形、お願いしかなりませんので、なるべく丁寧にまた説明のほうもしてい

きつつ、協力いただけるような方策を練っていきたいと思っております。以



上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  １番、山下圭介議員。 

○１番議員（山下圭介君）１番、山下です。 

  ２点お聞きしたいと思います。 

  タブレット70ページ、保健衛生費、委託料の一般廃棄物収集運搬業務委託

料の3,350万円ですが、前年度より867万円ほど高くなっております。今、物

価高で燃料も高騰しておりますし、運営も大変だと思いますが、どのような

算定方法かお聞きしたいと思います。 

  続けて、２問目ですけれども、タブレット24ページ、ふるさと納税寄附金

が前年度より大幅に減額されております。恐らく返礼品のお米が出せない状

況にあるからではないかと思います。今、お米の件でいろいろと議論されて

おりますが、減額するだけではなく、例えば本当に全て西原産のお米を使用

した返礼品を用意するなど、理由はともあれ注目されておりますので、生か

してはどうでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（西口義充君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）ただいまの山下圭介議員の質問にお答えいた

します。 

  私のほうからは、一般廃棄物の収集運搬業務委託料を上げているこの今回

の要因についてというところでお答えさせていただきます。 

  これにつきましては、ごみ収集の委託になりますけれども、昨今の物価上

昇、先ほど言われましたけれども、物価上昇や最低賃金の引上げ等がありま

して、環境省より労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針という

ものが出されております。これにより、労務費であったり原材料費、エネル

ギーコスト等を適切に算定するようにというような内容のものでございます。 

  それにつきまして、当村のほうでも近隣の自治体のほうに、どのような算

定方法をされているかということを調査しております。 

  この中で、明確に出されていたのが熊本市のほうで、設計単価等もきちん

と出して計算しているということでしたので、それを参考に、こちらのほう

で積算させていただいております。 

  これにより、人件費、燃料費、車両損料等を直接経費、また、法人の運営

費、総務費であったり経理に係る費用や法定福利費、こういったものを一般

管理費として計算をして、それを合算したものに消費税を上乗せして今回計

算したところ、前年度よりも867万円ほど上がっているというような状況でご

ざいます。 

  これまでも、人件費等については、公共工事の設計労務単価を使って計算



をしておりましたが、独自の計算方法を使っておりましたので、今回は、熊

本市の算定方法を参考にしておりますので、今現在、村の建設課のほうで使

っております積算システムのほうに数値等を入力して金額を出しているとこ

ろでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）山下議員のご質問にお答えいたします。 

  ふるさと納税につきまして、昨年の当初予算から比べると１億円のマイナ

スというところで計上させていただいております。減額の理由としては、お

米のところが主な理由ではございますけれども、お米以外の商品等も今後い

ろいろ世間の需要とかも考えながら、さらにブラッシュアップしながら、新

しいまた返礼品等の開発とかを含めて検討して、この３億円を超えるように

職員一丸頑張っていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、山下議員。 

○８番議員（山下一義君）８番、山下です。 

  ページ数は120と122ページ。 

  職員数ですけれども、前年度よりも27名と、会計年度任用職員で21名増え

ておりますけれども、この要因についてお願いしたいんですけれども。 

○議長（西口義充君）暫時休憩します。 

（午後 ２時０２分） 

 

（午後 ２時２０分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  総務課長。 

○総務課長（堀田隆二君）山下議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  先ほどの職員の人数のほうが前年度に対して本年度が増えていると。その

中身の要因につきましては、今現在、我々一般職員と別に会計年度任用職員

さん、大勢の方を雇っておりますが、特に業務内容が増加して多岐にわたっ

て苦慮している課で、保育園であったりとか教育委員会、そちらのほうで、

フルタイム、パートも含めたところで、会計年度任用職員さんがどうしても

必要というところで、そういったところが人数が増えてきた一つの要因だと

考えているところでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質問ございませんか。 

  ８番、山下議員。 

○８番議員（山下一義君）職員のほうで27人。199人に対し前年度が172人、こ

れは、どんなですか。この職員の総括のところで120ページ、ここは僕は間違



いですかね。 

○議長（西口義充君）総務課長。 

○総務課長（堀田隆二君）山下議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  これ、職員も含めたところです。職員と会計年度さんを合わせた人数で、

総括で載せている数字でございます。 

○８番議員（山下一義君）それから、122ページのほうに会計年度職員さんはあ

りますけれども。 

○総務課長（堀田隆二君）これ総括表になりますんで、２つ合わせたところで。 

○８番議員（山下一義君）分かりました。 

  ということは、民間のほうでは、従業員の適正量、作業量ですね。これを

調査して、まず120％作業を与えます。役場のほうではそういうことはできな

いと思いますけれども、ある程度は、やっぱりここにおられる課長さんがそ

ういう目を配らせて、作業量についてはやっぱり指導、量をやっぱりしてや

らんといけないと思いますから、人間を増やすんじゃなくて、そういうよう

なところも十分に配慮しながらやってほしいと思います。そうしませんと、

やっぱりお金にかかってきますから、人員が増えれば。よろしくお願いしま

す。 

○議長（西口義充君）何かありますか。 

  村長。 

○村長（吉井 誠君）山下議員のご質問に返答させていただきます。 

  １つは、例えば保育園なんですけれども、募集しても人員が来ないという

ことで、１日当たりの時間帯が３時間とか５時間とかしていただいたのを、

フルタイムとかでどうにかお願いして、その不足分の穴埋めをするような対

応も取らせていまして、こういう人員配置になっていますんで、議員が申さ

れましたとおり、必要最小限でできる限り村政運営が安定していけるように

取り組んでいきたいと思います。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ６番、坂本議員。 

○６番議員（坂本隆文君）６番、坂本です。 

  44ページになります。 

  安定促進事業補助金300万円ございますけれども、こちらは吉井村長にお伺

いですけれども、こちらのほうの補助金が、河原校区において新築または新

築物件を購入し河原校区に定住される方へ３年間で100万円の補助というこ

とで出されておりました。現在は、山西校区の集落の中には、河原校区と同

じように少子化、高齢化が急速に進んでおる地域もございますので、そうい

った地域も同じような、こちらを広げていただいて、西原村全部で、言うな



れば役場付近とか高遊とかその辺は、普通に住まれる人たちは多く今からな

ってくるとは思いますけれども、山間部というか、限界集落等まではないか

もしれませんけれども、そちらのほうにも広く見ていただいて、その辺にも

補助されてはどうかと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）坂本議員のご質問にお答えいたします。 

  定住促進事業補助金についてのことであるというふうに思います。 

  坂本議員が申されましたとおり、河原地区で新築または新築物件を購入さ

れた方が対象となっておりまして、これの拡充ということで、最初は、河原

地区に限定している理由と申しましては、特に深刻な河原校区の児童減少に

歯止めをかけることが一番の、最初の目的だったというふうに認識をしてお

ります。 

  議員が申されましたとおり、河原校区のみならず人口減少集落への範囲拡

大といったご質問であるかと思いますけれども、私としましても、例えば宮

山集落とか小森東とか、少子高齢化であったり人口が減少して集落が維持で

きないところも、葛目とか、増えてきています。消防団の班が一緒になった

りとか深刻なところもございますんで、できれば進めていければというふう

に思っています。 

  この事業は国の補助金を活用していますんで、できれば、令和７年度にお

いて申請手続等をやって、今、令和７年度なんで、令和８年度で国の補助金

等の手続を行って、令和９年度でできるように進めていければというふうに

思っています。全域はなかなか難しいと思いますんで、例えば、一定の高齢

化率であったり、少子化率等を線引き、皆さんとご意見伺いながら線引きを

して、そこに手当てをするように、前向きに検討したいというふうに思って

います。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ４番、尾崎議員。 

○４番議員（尾崎幸穂君）４番、尾崎です。 

  40ページ、２問行きます。 

  １問目が、西原村総合運動公園交通結節点整備検討業務委託料の1,103万円

と、その下、一番下のほう、村内公共交通機関運転手二種免許取得費用補助

金と定住促進支援補助金です。これの内容と、あとは対象者をお願いします。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）尾崎議員のご質問に答える前に、すみません、

先ほど、休憩前で、山下圭介議員の質問でちょっと漏れている部分がありま

したので、ちょっとご回答させていただければと思います。 



  西原村のお米をふるさと納税等にも活用できないかというところでござい

ましたけれども、積極的に活用できるように検討していきたいと。ただ、ふ

るさと納税につきましては、大体５㎏詰めとか10㎏詰め、そういったところ

が一番出ているところでございますので、そういったところも踏まえた上で、

村としても協力できることがあれば協力していって進めていきたいというふ

うに考えております。以上でございます。いいですかね。 

  すみません、続きまして、尾崎議員のまず最初の質問ということで、西原

村総合運動公園の交通結節点整備検討委託業務ということで、こちらのほう

につきましては、令和６年度に策定いたしました西原村地域公共交通計画に

も記載してありますとおり、今回、村内における交通結節点の機能不足への

対応や、村外における阿蘇くまもと空港などの交通結節点へのアクセス強化

を図るために、西原村運動公園を村の交通結節点として位置づけ、幹線交通

や今後のコミュニティ交通などが交わる拠点として利用を行うために、その

利用に向けた基本計画を策定するための予算でございます。 

  この西原村運動公園を村の交通結節点として位置づけ、路線バスなどの幹

線交通や村のコミュニティ交通などのターミナル機能と、乗り入れ環境、バ

ス停などの待機環境、デジタルサイネージなどの情報案内機能、サイクル・

アンド・バスライド機能における駐輪場の整備などを検討しながら、現在の

状況と今後の空港アクセス鉄道の開業に向けた取組などを考慮して、今後の

予測や方向性を踏まえた上で基本計画を策定するものでございます。 

  なお、今回の費用につきましては、予算書の18ページにも記載しておりま

す国の地域未来交付金、補助率につきましては事業費の２分の１でございま

すけれども、こちらのほうを活用して行う予定でございます。 

  続きまして、村内公共交通の運転手二種免許取得費補助金と、村内の交通

機関運転手定住促進支援補助金の説明ということで回答させていただきます。 

  まず、二種免許取得費の費用の補助金につきましては、村内の交通事業者

において人材を採用されたときに、村内の交通事業者が、二種免許を取得す

るために採用した人に二種免許の取得費用を負担したというときに関して、

村のほうから交通事業者のほうに補助金を出すものでございます。 

  運転手の定住促進支援補助金ということでございますけれども、こちらの

ほうにつきましては、村外から村内の公共交通の運転手として事業所に採用

されて村内に住まわれた方、こちらのほうに、定住支援補助金ということで

１年間10万円掛ける５年間、最長５年間というところでの支給を考えており

ます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）４番、尾崎議員。 

○４番議員（尾崎幸穂君）一応、交通結節点の整備ということで、先ほどコミ



ュニティ交通とかも言われていたと思います。熊日新聞の２月21日の新聞の

ほうで、企業さんなどが持っている業務車両を移動手段として活用するとい

うのに、たしか西原村も入っていたかと思います。こういうのを利用してコ

ミュニティバスを村内に回すということも計画があるということでよろしい

でしょうか。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）まだ今の段階では、新しい交通の導入というと

ころまでは至っておりませんけれども、今の時点で様々な選択肢を考えなが

ら、西原村に合うような公共交通の導入に向けてということで、その選択肢

を広げるためにも、今回、交通結節点というところの整備の基本計画という

ことで策定したいというふうに考えております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに。 

  ３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）３番、松浦です。 

  ３問質問いたします。110ページです。 

  ４番社会教育費の７番報償費、西原村復興音楽祭出演謝金26万円です。こ

れは、新規の予算というふうに思いますが、文化的な要素で非常に興味深く

見たわけですけれども、どういう内容のものか、いつ頃開催されるのか、復

興音楽祭となっておりますが、今年限りのものなのか。 

  それと、111ページがこれと同じく、13番で使用料が上げてありますが、復

興祭の機材運搬車両借り上げです。これ、恐らく同じ、リンクしていると思

いますが、先ほど言いましたように、内容をお聞かせください。 

  それと、もう一点は83ページ、役務費です。博多バスターミナルのデジタ

ルサイネージの広告料と書いてありますが、どんな内容を広告されるのか、

この期間というのはいつからいつ頃までの期間なのかをお尋ねいたします。

よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）松浦議員の質問にお答えいたします。 

  復興音楽祭ですけれども、地震から10年目の節目ということもありまして、

復興という冠をつけて開催する予定としております。内容につきましては、

これまでふれあいまつりで実施しておりました村の文化祭であったり、生涯

学習講座の成果の発表、それから、小中学生の合唱に加えまして、高校の吹

奏楽部や自衛隊などの音楽隊を招いての演奏を計画しております。 

  また、子どもたちの防災学習として自衛隊による炊き出しも、炊き出し訓

練を一つの会場で行うイベントとして、現在、令和８年の秋の開催に向けて

進めているところでございます。それと同時に、毎年同じ時期に開催されて



おりました社会福祉協議会ののぎくまつりとの共同開催も視野に入れて、今、

社会福祉協議会に相談をしているところでございます。この共同開催につき

ましては、生徒議会の志学塾で、生徒のほうから、高齢者の方々と交流し、

元気を分かち合える場が欲しいという提案があったことにございます。今後、

学校や社協、関係団体と協議を重ねながら、無理のない西原村らしいイベン

トに詳細を詰めていきたいと考えております。 

  それから、今年限りなのかというようなご質問があったかと思いますけれ

ども、持続可能な形で慎重に検討していく必要があると思っておりまして、

そのため、令和８年度は、スポーツフェスティバルのほうを一旦休止させて

いただく方向で進めております。といいますのも、スポーツフェスティバル

開催後に分館長さん方にアンケートを取りましたところ、今のような嘱託対

抗の形での開催は、ちょっと参加が難しいというお声もいただきましたので、

その点も含めまして、今後、音楽祭を隔年の開催とするのか、あるいはスポ

ーツフェスティバルの形を見直していくのかなど、令和８年度中の事業の成

果や課題を検討しまして、地域の方々や関係団体と協議しながら進めていき

たいと思っております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）商工観光課長。 

○商工観光課長（山田 孝君）松浦議員のご質問にお答えします。 

  博多バスターミナルのデジタルサイネージの広告料でございますが、博多

バスターミナルにあります高速バス乗り場、こちらが九州各地に行く高速バ

スの乗り場になりますが、そちらのほうにデジタルサイネージ、大体60㎝か

ら90㎝ぐらいの画面になります。そちらのほうが７か所ほど設置してありま

す。そちらのほうに、西原村の観光地の写真でしたり、シルクスイートの写

真であったりというものを上げさせていただきたいというところでございま

す。 

  掲載回数につきましては、15秒１回のものを、１日に216回掲載されます。

これが、そして１年間の広告という形になっております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、加藤議員。 

○２番議員（加藤博敏君）２番議員、加藤です。 

  タブレット71ページ、扶助費の中で、特定不妊治療費助成金、一般不妊治

療費助成金とあります。これ、もちろん大事な少子化対策の一つだと思いま

すけれども、これは１人１回幾らなのか、それとも治療費によって変わるの

か、また、これは村独自のものなのか、ちょっとお尋ねしたいと思います。 

  それから、タブレット56ページ、民生費、社会福祉費の中で、結婚支援事

業負担金とありますけれども、内容のほうをお願いいたします。 



○議長（西口義充君）保健衛生課。 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）ただいまの加藤議員のご質問にお答えいたし

ます。 

  特定不妊治療と一般不妊治療の助成金についてでございます。これにつき

ましては、どちらも不妊治療という形になりますけれども、特定不妊治療の

ほうは体外受精というようなことで、一般的な不妊治療につきましては、下

の一般不妊治療助成金のほうでお支払いするような形になっております。こ

れにつきましては、上限を１人当たり10万円。すみません、まず、特定不妊

治療のほうが、１人当たり10万円として出しております。一般不妊治療につ

きましては、夫婦１組につき５万円ということで予算を計上しておりまして、

補助についてですが、特定不妊治療につきましては村単独という形になって

おりまして、一般不妊治療につきましては、国の少子化対策の交付金という

ものがございますので、それを活用しているところでございます。以上でご

ざいます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  暫時休憩します。 

（午後 ２時４２分） 

 

（午後 ２時４３分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  住民福祉課係長。 

○住民福祉課係長（佐々木由美君）加藤議員のご質問にお答えいたします。 

  結婚支援事業負担金につきましては、熊本市連携中枢都市圏事業における

結婚支援事業の負担金となっておりまして、そちらで運営されているマッチ

ングアプリや結婚支援センターの運用経費として充てられております。以上

です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、桂議員。 

○９番議員（桂 悦朗君）９番、桂です。 

  88ページ、住宅管理の中で修理費として389万円ですか。これ、河原第１団

地の多分２号だったと思いますけれども、この場合は、長く住まれとったと

いうことでかなり傷んでいるということで、多分、これ修理されると思うん

です。でも、河原第１団地は、古い建物が何棟かあります。そこにも長く住

んでおられる方が何世帯かあるんです。その方たちが出られたとか、そのと

きはやっぱり改修してでも使うということでいいですか、そこは。いや、ち

ょっと待ってください。これが１つ目です。 



  次が、小森団地。今、小森団地が何室か空いています。小森団地の場合は、

募集をしていくのか、しないのか。それと、今後どういうふうにあそこを使

う考えがあるのか、そこをちょっとお伺いしたいと思います。 

  それと、もう一件。70ページの猫の問題なんですが、これ、山西団地にし

ても小森団地にしても、今、野良猫がかなりおります。皆さん方がちょっと

迷惑されているのは、あちこちでふんをするというところもあるんです。そ

れで、どうにかしてもらえないかという話があります。でも、小森団地の場

合も山西団地も、餌をやっておられるものですから、そこから離れない状況

なんです。一度、私のほうも総務のほうに言って、餌をやらないでください

というそういう通知も出してもらったんですよ。でも、何か同じような感じ

で、ずっとそのままの状況なんですよ。去勢されたり避妊されたりはしてあ

りますけれども、年々、またおなかが大きい猫がおりますよと言われたら、

ここでまた四、五匹生まれるなと。要するに、殖えるばかりなんです。だか

ら、そこらあたりでどうにか対応ができないのかなと。それまで、３件お願

いしたいと思います。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）桂議員のご質問にお答えいたします。 

  まず最初に、団地の改修ということで、河原団地に限らず、団地を退去さ

れた方の後は、１回点検をして、古いところは改修していきたいなというふ

うに思っています。なかなか、住まれる方がおられると、一定時期アパート

か何か引っ越したりとかしてもらわないといけませんので、そういうときを

見計らってきちんと点検して、改修すべきときはするし、壁紙とかも、本当

に大分古くなっていたら、そういう時期にリプレースしていければというふ

うに考えております。 

  次に、２つ目に、小森団地、今現在空いているんですけれども、現在、大

学と協議をしていまして、できれば大学生あたりを、小森団地なんですけれ

ども、ほかは公営住宅法とかありますんで、まずは小森団地のほうに若い大

学生に安く住んでもらって、かつその若者たちに見守りとかをお願いして、

補助金をある程度やって、周りの団地内の高齢者の方とかの話し相手とか見

守りをしていくようなことをやってみたいなということで、今、検査しても

らっています。やっぱり、大学と話していますと、１人じゃなかなか来づら

いと。やっぱり、３人、４人集まって初めて需要があるんじゃないかという

ことで、さらに大学と話を詰めて、１つは農家さんとかのアルバイトの件と

か、こっちに住みながらもアルバイト先があるかないか等も整理しながら、

商工会とかもバイトで雇ってくれるかとかいう手当てもしながら、そういう

施策に取り組んでいければというふうに思っています。 



  ３番目の野良猫に関しましては、団地のみならず、尾崎議員からも話があ

ったんですけれども、住民さんから、防災無線使ってでも、猫に餌やらない

でくださいというお願いとかもしょっちゅうあってまして。１つは避妊の補

助もつくりましたけれども、やはり一番大事なのは、その人のところに行っ

て、相談とかお願いをして増やさないような理解を求めるしかないのかなと。

特に、団地はエリア、エリアで飼い猫とか犬とかスペース分けているんです

けれども、実際行ってみますと、駐車場に止めたいところに猫がどしっと座

っとって、なかなか逃げなかったり、臭いとかもやっぱり嫌いな人はもう本

当に嫌いというふうに聞いていますんで、きちんとそこら辺は、飼っている

人と相談しながら対応していきたいというふうに思っております。 

  総務課のほうでも、定期的にパトロールがてら話には行っているみたいな

んですけれども、総務課の姿が見えた瞬間、閉じ籠もられる等もありますん

で、できるだけ回数こなして、改善していければというふうに思っています。

以上です。 

○議長（西口義充君）９番、桂議員。 

○９番議員（桂 悦朗君）以前、山西団地には、多分保健所のほうから来て、

一度、わなをかけてもらったんです。でも、入ったのは子猫か何かで、入っ

たのしか連れていけないということだったみたいなんです。だから、なかな

か難しいところはあると思いますけれども、やっぱり殖えないようにしてお

かないと、アレルギーの方もおられますので、そういうところもやっぱりど

うにか考えてもらいたいな。 

  それと、先ほど小森団地の話、これは、私もあそこに大学生を入れれば大

分違うかなというふうに思っておりましたけれども、点々と空くんじゃなく

て、言えば、前のほうからちょっと空けてもらって、そこに１つのグループ

が入れるようなそういうシステムにしてくれれば、今空いているところにち

ょっと引っ越してもらって、今おられる方がもし引っ越してもらえるんなら

ですよ、そういうふうな形でどこかを空けていく。そうすれば、何か話もで

きるんじゃないかな。点々だったらなかなか難しいのかなというのはありま

す。だから、そこらあたりも考えて今後やっていってもらえれば、あそこに

大学生が入れられるんじゃないかなというふうには思っておりました。そう

いう面を考えて、今後、やってもらいたいなというふうに思っております。

以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）５番、堀田です。 

  ページ数は77ページ。 



  家畜衛生補助金なんですけれども、内容は、多分放牧に関する補助金じゃ

なかろうかと思いますが、正確にはどういった補助金の内容でしょうか。 

○議長（西口義充君）産業課長。 

○産業課長（中西 聡君）堀田議員のご質問にお答えいたします。 

  家畜衛生補助金ということでございますけれども、これは、放牧牛のダニ

駆除剤の補助及び家畜の４種混合ワクチンの補助になってございます。以上

でございます。 

○議長（西口義充君）５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）ということは、多分、小森原野組合に放牧されてい

る方が対象かなと思いますけれども、この件ですけれども、以前、この放牧

牛が、柵を飛び出て出の口辺りですか、かなり悪さしたということで、役場

のほうも苦慮されたと思いますが、現在のところ、どういうふうに対処され

たか、現在まで。今も被害が出ているのか、そこをお聞きしたいと思います。 

○議長（西口義充君）産業課長。 

○産業課長（中西 聡君）ご質問にお答えいたします。 

  堀田議員のおっしゃるとおり、出の口集落さんのほうから２月の頭に陳情

書という形で、村長宛て、村議会議長宛てに陳情書のほうご提出されており

ます。内容につきましては、やはり、集落内に脱柵した放牧牛が家ののり面

であったり畑の中を荒らすとか、家畜の餌を食い荒らすとかという被害が出

ております。 

  陳情書を受けまして、我々公務員、民事不介入という立場もございますの

で、できることからというところで、早速協議の場を設けようというところ

で、２月16日に、出の口集落の村民さんと役場と小森原野組合、畜産農協南

阿蘇支所、大津警察署、阿蘇地域振興局の農業普及・振興課、阿蘇家畜保健

所に呼びかけを行いまして、一堂に会して協議の場を設けたところでござい

ます。ここに、ご本人さんも幾度となくお誘い、ご出席のほうお願いいたし

ましたけれども、野焼き前で忙しいというところで何度となく断られまして、

飼育されている方抜きで全員で集まって、今までの状況の確認と、それぞれ

の団体が今まで動いた経緯、内容あたりの申合せを行ったところでございま

す。 

  それから、野焼きが終わりまして、また、今度は家畜の飼養者に対しまし

て、またもう１回集まるのでご出席をお願いしますというところで何度とな

く担当も係長も私もお誘いしていますけれども、幾度となくお断りをされま

して、今にあっては電話もワン切りされる状況でございます。 

  それと、つい二、三日前ですか、集落の何人か、役場の窓口のほうに来ら

れまして、最近につきましては放牧牛を見ていないというところでお伺いし



ているところでございます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）これをお聞きしたわけが、実は、もう議会前という

ことで、先週、地権者の方が私のところに来られて、その放牧牛で迷惑しと

るという中で、あそこを私たちが、土地がありますもんねということで、山

ノ神のところに登記してあると。えっという。権利を登記してあるのかなと

私は思ったんですけれども、うち辺りの原野は登記まではしていないんです

けれども、登記してあると。個人の、皆さんも、ちょっと初めて職員の方も

聞くと思うんですけれども、あそこの山ノ神の一部が個人の土地であって、

登記をしてある。で、私は丸林、元火の鳥、あそこは個人の山が、私も元林

務ですので知っているんですけれども、あそこは個人の山、はっきり図面の

中で分けてあったんですけれども、山ノ神の南側に個人の土地というか、い

や、あそこは原野があって、西原村の土地にその権利を登記してあるんじゃ

なかろうかということで、いろいろ考えるところですけれども、実際は２か

所あると。それも、土地は私たちの土地とおっしゃる。それで、その放牧牛

が入ってこんように、入ってくるなと、ここは私たちの土地だから入ってく

るなというふうに本人さんに言いたいんだけれども、どこからどこまでか分

からないと。役場は図面を持っているはずと、見せてくれと言うたけれども、

まだ見せてもらえないということで、そこらあたりはどうなっているかとい

うのは、地籍だから税務課長ですかね。そのあたりがどうなっているか、ち

ょっと、今度また、３回までですけれども、話、こっち変わりますというこ

とでお尋ねいたしますが、よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）税務課長。 

○税務課長（廣瀬 太君）ただいまの堀田議員の質問にお答えいたします。 

  該当の箇所が、土地の登記、また、権利等がどうなっているのか、誰のも

のなのかというのは全く存じ上げていないところなのですが、山ノ神の付近

ということをおっしゃったので、平成26年度に地籍調査の一筆地調査が入っ

たところではないかなというふうに思っているところです。そちらについて

は、熊本地震で調査が中断しているというところでございます。実際、そこ

の区域においては、立会い等いただいて、現地の測量、そして界の図面作成

とか簿冊の作成までは行ったけれども、最終的に、熊本地震で国の認証のほ

うが結局まだ受けておらず、法務局にも送っていないというところで止まっ

ているということで、こちらに今あるその資料等といえば、あくまでもまだ

調査の途中の段階の資料としかなり得ないというところでございます。 

  ということで、法務局のほうに成果の送付を送っていないということで、

調査の成果としての資料の提供ということはまだちょっとできないものとい



うふうに判断をしております。また、例えばですけれども、それを使って、

まだ全く認められているものでも何でもない中に行って、権利の行使とか権

利の主張とか、そういうことができる資料でも全くないというところであり

ます。実際、そこの調査部分におきましても、熊本地震の座標のずれ、そち

らのほうも結構あるところでございまして、座標値の補正、または、ひょっ

としてずれが大きければ再立会いとかも要るというふうな、必要な区域にな

るというふうに判断しております。 

  ということで、あくまでもまだ調査途中の資料しかなり得ないものを、ま

だ提供ができるものではないというところで思っているというところでござ

います。以上でございます。 

○議長（西口義充君）５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）といいますと、正式にはまだ出せないけれども、最

初、地権者が私に言われた、個人の土地ということで、村有地の隣接、村有

地の中に、丸林みたいに誰々ほか何名という話だったんですけれども、それ

で持っているということは事実として理解してよろしいでしょうか。 

○議長（西口義充君）税務課長。 

○税務課長（廣瀬 太君）ただいまの質問にお答えいたします。 

  あくまでも、今言えるとしますならば、どうしても今登記されているもの

ということで、名義としては登記簿に載っているもの、図面としては今法務

局に備え付けてある地図、それが、あくまでも主張できるものとしかなり得

ないというところです。以上でございます。 

○議長（西口義充君）５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）ということは、法務局に行けば、そういう誰々ほか

何名というのは分かるということで解してよろしいでしょうか。 

○議長（西口義充君）税務課長。 

○税務課長（廣瀬 太君）お答えいたします。 

  法務局に行って、昔でいう登記簿、登記事項証明書ですか、今。そちらの

ほうを取っていただければ、名義のほうが通常であれば載っているはずです

ので、その名義の中で、例えば相続登記がされていないとか共有名義である、

さらに、その中で形上の売買を行っているとか、そういうことであれば見て

も分からないというふうに思いますので、あくまでも確認できるというのは

登記の名義、それと、先ほど申しましたとおり、法務局にある俗に言います

昔からの字図、それが、今生きていると。それで、どうという判断をせざる

を得ないということが正式な回答になるのかなと思っております。以上です。 

○議長（西口義充君）暫時休憩します。 

（午後 ３時０５分） 



 

（午後 ３時１４分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ほかに質疑ございませんか。 

  ９番、桂議員。 

○９番議員（桂 悦朗君）９番、桂です。 

  ページは100ページと106ページで、小学校、中学校のＬＥＤ、電気の改修

ということで書いてありますが、小学校の場合は190万円、両校とも190万円

になっています。中学校のほうは、何十万円だったか。校舎のＬＥＤという

ことで、これはこの金額が出ていますけれども、どこからこの金額を出して

もらったのか、それをちょっと聞かせてもらってよかですか。 

  というのは、今、保育園とのぎく荘はＬＥＤにしていますよね。あれが、

７年たってリース切れたんですが、もうリースが終わったんですよね。そこ

の会社というのが、私たちがちょうどおったときにその会社が来て、何か飛

び込みで来たという話を聞いたものですから、その後、今度は、メンテとか

そういうのを考えたら、何かちょっと難しいような状況にあると思うんです

よ。だから、この会社がそういうところの会社であったら、またちょっと問

題が出るかもしれんなと。やっぱり地元というか、この近くのメーカーさん

とか工事会社、そういうところに頼んでみてどうなのかということをやっぱ

り考えたほうがいいのかな。 

  それと、体育館も、何かＬＥＤにすると言ったかな、して、あれが今下り

るやつになっとるけれども、それは固定するのしかないということだったの

で、固定しとったら、これ、何かあったときには常に足場をかけてやらなく

ちゃならない。そうなると、高くつくんですよね。だから、今のが昇降でき

るわけだから、その昇降できるやつでＬＥＤに変えられる、そういうのもや

ってもらわないと、今後何があるか分からないものですから、そこに金が要

るようなことになったら問題もありますので、そこらだけちょっと答弁お願

いします。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）桂議員のご質問にお答えいたします。 

  予算書に上がっています小学校と中学校のＬＥＤ化につきましては、村内

の電気事業者に見積りをお願いして計上いたしております。 

  それと、中学校のＬＥＤ化、体育館のＬＥＤ化につきましては、現在昇降

タイプであるんですけれども、ＬＥＤの昇降するタイプがないというところ

で、もう固定タイプしかないということなので、それで工事を行う予定とは

しております。まだ工事をするまでにちょっと時間もありますので、そうい



うところも含めて検討しながら行いたいとは思っております。以上でござい

ます。 

○議長（西口義充君）９番、桂議員。 

○９番議員（桂 悦朗君）今、体育館の問題は、やはりよく調べて、本当にで

きないのか、できるのか、できるところがあれば、そういうところをやっぱ

り探してでもやってもらったほうがいいのではないかなというふうに思いま

すので、きちんとそこらあたり検討してもらいたいなというふうに思います。

以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ８番、山下議員。 

○８番議員（山下一義君）８番、山下です。 

  ページは55番、戦没者慰霊碑の件でお伺いしますけれども、これにつきま

しては予算がありませんので、議長にお断りをして、発言してよろしいか。

村長に伺いたいんですけれども。 

○議長（西口義充君）発言を許します。 

○８番議員（山下一義君）戦没者慰霊碑、慰霊祭は、１年に１回やっておられ

ますけれども、この管理が、慰霊碑の管理、ここが、前は戦没者遺族会の方

で花あげとかやっておられたということを聞いておりますけれども、現在で

は誰もやっていないというふうに伺います。なぜかといいますと、ここ、議

会になりましてもずっと見ておりますけれども、花が全然もう、親族の方が

見たらやっぱりかわいそうなような慰霊祭の墓になっております。ですから、

これを今後、遺族の方、あるいは村長がどういうふうに判断するかですよね。

委託料を出してでもその管理を、花立てを月に２回やるのか、１回するのか。

そういうところを判断しながらやってもらわせんと、今の状態では、やっぱ

り遺族の方にもかわいそうだと思います。戦没者の方にも、これだけ慰霊祭

をやっておりますから、それなりに、やっぱり委託料とかも初年度予算で上

げるなら上げて、その管理のほうをぜひやってほしいと思うんですけれども、

いかがでしょう。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）山下議員のご質問にお答えいたします。 

  戦没者慰霊ということで、遺族会、私の母親も遺族で、自分たち孫世代に

なるんですけれども、今、遺族会のほうで話があっていますのが、その孫世

代でもう一回誰か代表してもらって、孫世代の遺族会をつくろうじゃないか

という話があっております。目星もつけて今代表者を決めていまして、そこ

から、これから先、どういうふうな取組をするのかとかを決めさせてもらっ

て、できるだけ自分たち遺族でやろうとは思うんですけれども、できない部



分に関しては村にお願いする形にもなるかもしれませんけれども、そのとき

はもう一回お願いできればということで考えております。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

  ７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）中西です。 

  40ページの、18番の負担金とかのところの自転車用ヘルメット購入とあり

ますけれども、これは中学生にいくのかなと思っていますけれども、４月か

ら法律が変わって、自転車で傘を差したらいけないとかいろいろありますけ

れども、そういったところの何か指導といいますか、そういうのはちゃんと

やっておられるのかな。というのは、残念ながら、今朝ほど警部補が転任に

なりますから、非常にそれをずっと言っておられたんで、改めて、また一般

人にも、中学生ばかりじゃなくて一般にもやっぱり広報をすべきではないか

と思っていますけれども、そこらあたり、２か所、お願いします。 

○議長（西口義充君）総務課長。 

○総務課長（堀田隆二君）中西議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  今現在、交通安全講習という形で、小中学校に対してもそうですし、一般

の方というのは公民館に行って、老人の方、高齢者の方を中心に、いろいろ

交通談話という形で、交通安全に対しての、今、巡査さんとうちの交通担当

者を含めて回っているところなんで、言われるとおり、４月１日から自転車

の乗り方についてもいろいろ厳しくなってくるということで、その議題につ

いても、もう４月からなんで、早くにそういった内容のお話はずっとしてい

っていただいている状況でございます。 

  継続してそういうやり方で、小中学校についても今までどおりの交通教室、

あとはもう公民館回りをしながら高齢者の人に対しての啓発と、一般の方に

ついては、恐らく県警から来ているやつをホームページ等で見られるような

形で、一般住民の方には啓発していくというような形を取っていくことにな

るかと思っております。以上でございます。 

○議長（西口義充君）７番、中西議員。 

○７番議員（中西義信君）今回、転勤が決まられましたけれども、どうしても

その自転車のことをどうしようかというのが、月１回会うたびに彼の言葉で

したので、ぜひ教育委員会でも進めていただきたいと思います。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかにもありますか、質疑。 

  ５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）５番、堀田です。 

  先ほど、新規の予算は何回か質問がありましたが、なくなった予算に対し

てちょっと質問させていただきます。 



  まず１点、ページ81の商工費なんですけれども、商工業振興費の中に、令

和７年度、令和８年度と、役務費としてインターネット販売促進事務手数料

というのが入っておったわけですけれども、今回の予算にちょっと計上して

いないので、計上忘れじゃないのか、それとも、意図的にこれは外した、そ

して外れたんであれば、その理由。その予算の、今、ふるさと納税は実際や

っているんで、この予算がないといけないんじゃなかろうかと思うんですけ

れども、これが、どこにか代わりに計上されているのか。 

  あと一点、消防費もそうです。去年、おととしは3,000万円の備蓄米があっ

たということで、今後続けていくと村長おっしゃったんですけれども、災害

時に業者さんのほうから持ってこられるということで放出したという答弁を

いただいております。その中で、そういうことであれば、災害があったとき

に、業者さんから西原村に米を提供していただいたときのそういった予算が

要ると思うんです、需用費か何か。それが組んでいない。なぜか。それか、

ほかに組んであるのか。先ほどと一緒ですけれども、この２点をお聞きいた

します。 

○議長（西口義充君）総合政策課長。 

○総合政策課長（堀田和也君）堀田議員のご質問にお答えいたします。 

  昨年と一昨年と、販売促進というところでの手数料を組ませていただいて

おります。今年度につきましては、村としても違った形といいますか、村と

しての戦略を変えるということで、インターネットのみならず、昨日の一般

質問のほうにもありましたように、今回は産業課の農産物のＰＲ事業とか、

そういったのをうまく活用しながら進めていきたいというようなところで、

一応、今回予算化というのはしていないというところの状況でございます。

以上でございます。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）災害時の対応ということでございますけれども、予備費、

最悪の場合、道路とか河川災害と一緒で、専決処分をさせてお願いしようか

というふうに思っています。以上です。 

○議長（西口義充君）５番、堀田議員。 

○５番議員（堀田直孝君）予備費でするという、普通は予算執行しないならば、

1,000円なり、どこか節つくるんですけれども、予備費から出すということで

あれば、どこの款項目節になるかというところですけれども。 

○議長（西口義充君）総務課長。 

○総務課長（堀田隆二君）堀田議員のご質問にお答えしたいと思います。 

  予備費ということで、村長のほうが申し上げたとおりでございますけれど

も、どこの予備費かということでございますが、全体的なところからの、一



応、今漠然としておりますが、予備費というところから歳出という形で、今

現在考えているところでございまして、どこの科目の予備費かという考え方

ではなくて……（発言の声）そうですね。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ありますか。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑はないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第20号、令和８年度西原村一般会計予算について、原案どおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第20号は原案どおり可決されました。 

  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認め、次の会議は13日午前10時より行います。 

  本日はこれをもって散会します。お疲れさまでした。 

 

 

午後 ３時２９分   散 会 
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１、応招議員    （１０名） 
 
 

１ 番    山 下 圭 介 君 

２ 番    加 藤 博 敏 君 

３ 番    松 浦 哲 也 君 

４ 番    尾 崎 幸 穂 君 

５ 番    堀 田 直 孝 君 

６ 番    坂 本 隆 文 君 

７ 番    中 ⻄ 義 信 君 

８ 番    山 下 一 義 君 

９ 番    桂   悦 朗 君 

１０ 番    ⻄ 口 義 充 君 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２、不応招議員    （なし） 
 
 



３、出席議員    （１０名） 
 
 

１ 番    山 下 圭 介 君 

２ 番    加 藤 博 敏 君 

３ 番    松 浦 哲 也 君 

４ 番    尾 崎 幸 穂 君 

５ 番    堀 田 直 孝 君 

６ 番    坂 本 隆 文 君 

７ 番    中 ⻄ 義 信 君 

８ 番    山 下 一 義 君 

９ 番    桂   悦 朗 君 

１０ 番    ⻄ 口 義 充 君 

 
 
 
 
４、欠席議員    （なし） 
 
 
 
 
５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 
 
 

                議会事務局⻑    海 津 智 子 君 

                議会事務局書記   児 玉 みどり 君 



６、地⽅自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名は次のとお
りである。 
 
 

                村  ⻑    吉 井   誠 君 

                副 村 ⻑    田 島 由 紀 君 

                教 育 ⻑    中 村 賀 一 君 

                総務課⻑    堀 田 隆 二 君 

                総合政策課⻑  堀 田 和 也 君 

                教育課⻑    秋 吉 蘭 子 君 

                会計管理者   林 田 浩 之 君 

                税務課⻑    廣 瀬   太 君 

                産業課⻑    中 ⻄   聡 君 

                建設課⻑    久 野   太 君 

                水道課⻑    村 上 文 英 君 

                保健衛⽣課⻑  岩 下 源一郎 君 

                商工観光課⻑  山 田   孝 君 

                保育園⻑    岩 村 智 子 君 

                住⺠福祉課係⻑ 山 下 美由紀 君 



午前１０時００分   開議 

 

 

○議長（西口義充君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  定足数に達しておりますので、ただいまから本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、タブレットに提示の議事日程第４号のとおり行います。 

  日程第１、村長に追加議案の提案理由を求めます。 

（村長 吉井 誠君 登壇 説明） 

○村長（吉井 誠君）皆さん、おはようございます。 

  本定例会の追加議案がございますので、提案理由の説明をさせていただき

ます。 

  初めに、議案第37号、指定管理者の指定についてご説明いたします。 

  西原村運動公園の設置及び管理に関する条例第18条の規定に基づき、西原

村運動公園の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項

の規定により議会の議決を経る必要がございます。 

  詳細につきましては、教育課長よりご説明いたします。 

  続きまして、同意第１号、西原村副村長の選任につき同意を求めることに

ついてご説明いたします。 

  西原村副村長、中野由紀、旧姓使用、田島由紀氏が令和８年３月31日をも

って退職となるため、新たに副村長を選任したく、地方自治法の規定により

議会の同意を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、総務課長よりご説明申し上げます。 

  以上、今期定例会に提案いたします追加提案は、議案１件、同意１件でご

ざいます。 

  議員各位におかれましては、慎重審議の上、議決を賜りますようお願い申

し上げ、提案理由の説明を終わります。お世話になります。 

○議長（西口義充君）お諮りします。ただいま村長から、議案第37号、指定管

理者の指定について（西原村運動公園）、同意第１号、西原村副村長の選任

につき同意を求めることについて、２件が提出されました。 

  これを日程に追加し、追加日程第18号、追加日程第19号として議題にした

いと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認めます。 

  よって、日程に追加し、追加日程第18号、議案第37号、指定管理者の指定

について、追加日程第19号、同意第１号、西原村副村長の選任につき同意を



求めることについてを議題とすることに決定しました。 

  以上で、追加議案の提案理由の説明を終わります。 

  日程第２、議案第21号、令和８年度西原村国民健康保険特別会計予算につ

いてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 岩下源一郎君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）おはようございます。 

  議案第21号についてご説明いたします。 

  議案第21号のファイルをご覧ください。 

  議案第21号、令和８年度西原村国民健康保険特別会計予算。 

  令和８年度西原村国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ８億6,513万7,000円と定

める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、１億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  歳入について説明いたします。 

  ７ページをお願いいたします。 

  款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保

険税１億7,179万5,000円。現年度分については、１月末の調定額を基準に収

納率を考慮して算出しております。 

  ８ページをお願いいたします。 

  款４県支出金、項１県補助金、目１保険給付費等交付金６億3,395万1,000

円。この交付金については、出産育児一時金、葬祭費、審査支払手数料を除

く保険給付費を全額負担する普通交付金と、保険者努力支援分、特別調整交

付金分、都道府県繰入金、特定健康診査等負担金の項目がある特別交付金の



合計でございます。 

  款６繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金5,883万2,000円で

ございます。これについては、保険基盤安定繰入金、事務費繰入金、財政安

定化支援事業繰入金等を一般会計から繰り入れるものでございます。 

  次に、歳出について説明いたします。 

  12ページをお願いいたします。 

  款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費５億3,000万

円。令和７年度給付見込額を基に、被保険者の減少等を考慮し予算計上させ

ていただいております。 

  款同じく、項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費8,300万円。高額

療養費についても、令和７年度給付見込額を基に、被保険者の減少等を考慮

し予算計上させていただいております。 

  13ページをお願いいたします。 

  款３国民健康保険事業費納付金、項１医療給付費分、目１一般被保険者医

療給付費分１億4,583万6,000円。県が市町村に交付する保険給付費等交付金

の費用に充てるため県に納めるもので、その財源は主に保険税となっており

ます。県全体での必要な保険給付費の総額から、市町村ごとの医療費水準や

所得水準等を考慮して県が決定する金額でございます。 

  款同じく、項２後期高齢者支援金等分、目１一般被保険者後期高齢者支援

金等分5,243万5,000円。県が社会保険診療報酬支払基金に支払う後期高齢者

支援金の費用に充てるため、県に納める納付金でございます。 

  款同じく、項３介護納付金分、目１介護納付金分1,891万8,000円。県が社

会保険診療報酬支払基金に支払う介護納付金の費用に充てるため、県に納め

る納付金でございます。 

  14ページをお願いいたします。 

  款６保健事業費、項１特定健康診査等事業費、目１特定健康診査等事業費

1,451万2,000円。主なものといたしましては、特定健診や特定保健指導にお

ける会計年度任用職員の人件費及び特定健康診査等事業に対する委託料等を

計上させていただいております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。 

  質疑に入ります前に、西原村議会会議規則第55条により、質疑は同一議員

につき同一の議題について３回を超えることができないとなっています。３

回を超える場合には議長に許可を求めてください。また、質疑の際はタブレ

ットに提示してあるページを先にお伝えください。質疑ございませんか。 



（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第21号、令和８年度西原村国民健康保険特別会計予算について、原案

どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第21号は原案どおり可決されました。 

  日程第３、議案第22号、令和８年度西原村介護保険特別会計予算について

を議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 岩下源一郎君 登壇 説明） 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）議案第22号についてご説明いたします。 

  議案第22号のファイルをご覧ください。 

  議案第22号、令和８年度西原村介護保険特別会計予算。 

  令和８年度西原村介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ７億2,900万2,000円と定

める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、5,000万円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内で、

これらの経費の各項の間の流用。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  歳入について説明いたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料１億6,005万7,000



円。１月末時点の被保険者数に基づき算出しております。 

  款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金１億1,438万6,000

円。令和８年度の支出における保険給付費の見込額に国庫負担割合を乗じて

算出しております。 

  款同じく、項２国庫補助金、目１調整交付金3,244万2,000円。市町村間に

おける格差による介護保険財政の不均衡を是正することを目的として支払わ

れる交付金でございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金１億

8,249万円。第２号被保険者である40歳から64歳までの被保険者の保険料を原

資としており、令和８年度の給付見込額に第２号被保険者の負担割合を乗じ

て算出しております。 

  款５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金１億527万7,000円。

国庫支出金と同様で、県費の負担割合を乗じて算出しております。 

  款６繰入金、項１一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金8,448万6,000円。

令和８年度の介護給付費の見込額に村の負担割合を乗じて算出しております。 

  款項同じく、目２その他一般会計繰入金1,751万8,000円。介護保険特別会

計上で必要な事務費分を一般会計から繰り入れるものでございます。 

  次に、歳出について説明いたします。 

  11ページをお願いいたします。 

  款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１介護サービス等諸費６億

2,079万6,000円。令和７年度の給付見込額を基に利用者数等を考慮し、予算

計上させていただいております。 

  款同じく、項３高額介護サービス等費、目１高額介護サービス等費2,116万

円。利用者の自己負担額を超え支払った利用料につきまして、その超えた部

分を利用者に支払うものでございます。これにつきましても、令和７年度の

給付見込額を基に利用者数等を考慮し、予算計上させていただいております。 

  12ページをお願いいたします。 

  款同じく、項４特定入所者介護サービス等費、目１特定入所者サービス等

費3,031万8,000円。低所得者が施設等へ入所されたときの食事、居住費の一

部を負担するものでございます。これにつきましても、令和７年度の給付見

込額を基に利用者数等を考慮し、予算計上させていただいております。 

  款３地域支援事業費、項１介護予防・生活支援サービス事業費、目１介護

予防・生活支援サービス事業費1,170万2,000円。令和８年度の介護予防・日

常生活支援総合事業に伴うサービス事業者への委託料及び要支援者事業対象

者の訪問型サービス及び通所型サービスの負担金でございます。令和７年度



の給付見込額を基に利用者数等を考慮し、計上させていただいております。 

  13ページをお願いいたします。 

  款同じく、項３包括的支援事業・任意事業費、目５認知症総合支援事業費

752万3,000円。高齢化の進展に伴い認知症の方が増加することが予想されて

いることから、認知症地域支援推進員等設置促進事業を社協に、認知症初期

集中支援事業を益城病院にそれぞれ委託し、関係機関と連携した体制をつく

る費用として計上させていただいております。 

  款４諸支出金、項２繰出金、目１繰出金725万円。地域包括支援センターの

運営事業等の高齢者の相談事業が重層的支援体制整備事業として一般会計の

中で予算計上をしているため、それらの運営費のうち介護保険料で賄う分を

一般会計へ繰り出すものでございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ６番、坂本議員。 

○６番議員（坂本隆文君）６番、坂本です。 

  ページは13ページになります。 

  認知症地域支援推進員等設置促進事業の委託料ですけれども、こちらの内

容をお願いいたします。 

○議長（西口義充君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）認知症地域支援推進員等設置促進事業という

ことで、先ほどもお話しいたしましたけれども、認知症になられる方が全国

的に増えていると。村のほうでも、やはり認知症もしくは認知症になるんじ

ゃないかと思われるような方というのが結構増えており、包括支援センター

等にも相談が多いような状況でございます。 

  そういった中で、認知症の方々の発掘というか、そういう言い方はあれで

すけども、認知症の方々のご家族とか、そういった方々からの相談であった

り、初期の段階で分かる場合は適切な診療機関へつなげるために益城病院の

ほうに委託しておりますが、初期集中支援チームとの連携をするために、社

会福祉協議会のほうに認知症の推進員を２名置いていただきまして、そうい

った取組並びに村全体への認知症ケアへの周知等の取組をしていただくとい

うことで、今、社会福祉協議会のほうに委託して事業を進めているところで

ございます。説明は以上でございます。 

○議長（西口義充君）６番、坂本議員。 

○６番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。 

  今の内容をまとめますと、お二人の方がおられるということですかね。こ



の金額というのは、そちらの方の人件費とかに充てられるということでしょ

うか。話を家族から聞いて、それを病院につなげるための人員という、そん

な感じでよろしいでしょうか。 

○議長（西口義充君）保健衛生課長。 

○保健衛生課長（岩下源一郎君）坂本議員のご質問にお答えいたします。 

  まず、認知症の推進員につきましては２名でございます。この費用の主な

ものにつきましては、その２名の方の人件費が主なものになるかなと思いま

す。ただ、それ以外にも認知症の方々へ発行するようなチラシとかを作成す

る費用であったり、そういったものも含めたところで、事務費等も含めてお

支払いしているところでございます。 

  また、事業内容につきまして、先ほど言いました事業で、そういった形で

病院につなげるというところが大きなところではありますけれども、やはり

地域住民への認知症の理解を深めると。深めていただくための周知というの

も事業の取組の一つかなというふうに考えて委託しているところでございま

す。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第22号、令和８年度西原村介護保険特別会計予算について、原案どお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第22号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時３２分） 

 

（午前１０時３６分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第４、議案第23号、令和８年度西原村後期高齢者医療特別会計予算に

ついてを議題とします。 

  内容の説明を保健衛生課長に求めます。 

（保健衛生課長 岩下源一郎君 登壇 説明） 



○保健衛生課長（岩下源一郎君）議案第23号について説明いたします。 

  議案第23号のファイルをご覧ください。 

  議案第23号、令和８年度西原村後期高齢者医療特別会計予算。 

  令和８年度西原村後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めるところによ

る。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２億5,176万7,000円と定

める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

  一時借入金。 

  第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの

最高額は、1,000万円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第222条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、各項に計上した予算額に過不足が生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  歳入につきましてご説明いたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目１特別徴収保

険料5,714万8,000円、款項同じく、目２普通徴収保険料5,067万7,000円。後

期高齢者医療の保険料につきましては、熊本県後期高齢者医療広域連合の算

出した額に特別徴収分の保険料額につきましては53％、普通徴収分につきま

しては47％の割合で計上させていただいております。 

  款３繰入金、項１一般会計繰入金、目１事務費繰入金1,267万8,000円。特

別会計の総務費及び広域連合で使用する総務費を一般会計から繰り入れるも

のでございます。 

  款項同じく、目２保険基盤安定繰入金3,357万5,000円。後期高齢者医療広

域連合で算定しました金額で、低所得者に属する被保険者及び被用者保険の

被扶養者であった被保険者について、保険料を一定割合に減額し、負担を軽

減する目的で一般会計から繰入れをするものでございます。 

  款項同じく、目３療養給付費繰入金9,737万4,000円。後期高齢者医療広域

連合で算出しました金額で、医療費の総額相当の12分の１を一般会計より繰

り入れるものでございます。 



  次に、歳出について説明いたします。 

  ８ページをお願いいたします。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費544万9,000円。会計年度任

用職員給与及び事務費等でございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、

目１後期高齢者医療広域連合納付金２億4,593万7,000円。後期高齢者医療広

域連合へ支払う納付金でございます。主な内訳は、保険料徴収分負担金１億

782万3,000円、後期高齢者医療保険基盤安定負担金3,357万5,000円、後期高

齢者医療療養給付費負担金9,737万5,000円でございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第23号、令和８年度西原村後期高齢者医療特別会計予算について、原

案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第23号は原案どおり可決されました。 

  日程第５、議案第24号、令和８年度西原村工業団地造成事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  内容の説明を総合政策課長に求めます。 

（総合政策課長 堀田和也君 登壇 説明） 

○総合政策課長（堀田和也君）議案第24号についてご説明いたします。 

  （0227修正）議案第24号のファイルをよろしくお願いします。 

  議案第24号、令和８年度西原村工業団地造成事業特別会計予算。 

  令和８年度西原村工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億7,207万5,000円と

定める。 



  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

  歳出予算の流用。 

  第２条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、事業間の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  続きまして、歳入歳出の主なものにつきましてご説明いたします。 

  歳入からご説明いたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  款３財産収入、項１財産売払収入、目１不動産売払収入６億304万2,000円

を計上しております。これは、鳥子地区新工業団地造成事業における１区画

と３区画における土地の売買の売払い収入を計上いたしております。 

  続きまして、款５繰越金、項１繰越金、目１繰越金6,903万3,000円を見込

んで計上いたしております。 

  続きまして、歳出でございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  款１事業費、項１事業費、目１工業団地造成事業費8,711万円を計上いたし

ております。その主な内容といたしましては、委託料700万円。造成を行った

土地と県道敷との間の境界杭等設置や所有権移転登記事務委託料等を計上い

たしております。 

  工事請負費8,000万円。管理用道路の舗装及び安全対策工事その他雑工事等

の費用を計上いたしております。 

  款２公債費、項１公債費、目１元金１億186万5,000円。款項同じく、目２

利子697万3,000円をそれぞれ計上いたしております。 

  令和６年度、令和７年度に借入れを行いました公営企業債における令和８

年度償還分の元金、利子を計上いたしております。 

  款３諸支出金、項１繰出金、目１他会計繰出金１億6,800万円を計上いたし

ております。こちらは、一般会計の繰出金として計上いたしております。 

  ８ページをお願いします。 

  予備費といたしまして、３億812万7,000円を計上いたしております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 



○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第24号、令和８年度西原村工業団地造成事業特別会計予算について、

原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（西口義充君）起立多数であります。 

  よって、議案第24号は原案どおり可決されました。 

  日程第６、議案第25号、令和８年度西原村住宅用地造成事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  内容の説明を総合政策課長に求めます。 

（総合政策課長 堀田和也君 登壇 説明） 

○総合政策課長（堀田和也君）議案第25号についてご説明いたします。 

  議案第25号のファイルをよろしくお願いします。 

  議案第25号、令和８年度西原村住宅用地造成事業特別会計予算。 

  令和８年度西原村住宅用地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところ

による。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ134万8,000円と定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 

歳入歳出予算」による。 

  歳入歳出予算の流用。 

  第２条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の

経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  第１号、事業間の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同

一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明いたします。 

  ６ページをお願いします。 

  歳入予算でございます。 

  下段の款５繰越金、項１繰越金、目１繰越金134万7,000円を見込んで計上

いたしております。 

  続きまして、歳出予算を説明いたします。 

  ７ページをお願いいたします。 



  款１事業費、項１事業費、目１住宅用地造成事業費84万8,000円を計上いた

しております。その主な内容といたしましては、需用費として10万7,000円、

事業に係る消耗品及び決算書等の印刷製本費となっております。委託料とし

て70万円、候補地選定後の調査や測量及び概算費用等の算出など外部に依頼

するための委託料となります。 

  令和８年度におきまして、現在のところ具体的な事業の計画はございませ

んけれども、引き続き、次の宅地造成に向けての候補地の選定を含め進めて

いる状況でございます。今後の進捗の状況によっては、補正予算等での対応

をお願いできればと思っております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）３番、松浦です。 

  今、住宅用地の件の説明がありましたけれども、以前、1,000万円の経費で

概略設計をされたかというふうに思いますが、その候補地が挙がっていたか

と思います。それとの関連で、新しく住宅用地を進めるという話との関連は

どうか、お伺いします。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）松浦議員のご質問、これで終わりではなく、地元の方で

土地を提供していいとか、ここを使っていいというところがあれば、こうい

った形で小さいながらも進めていきたいというふうに思っています。農振が

かかったりしていても、村のほうで手続等ができるんであれば、そこら辺も

クリアして順次進めていきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第25号、令和８年度西原村住宅用地造成事業特別会計予算について、

原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第25号は原案どおり可決されました。 



  日程第７、議案第26号、令和８年度西原村中央簡易水道事業会計予算につ

いてを議題とします。 

  内容の説明を水道課長に求めます。 

（水道課長 村上文英君 登壇 説明） 

○水道課長（村上文英君）議案第26号についてご説明いたします。 

  議案第26号のファイルをお開きください。 

  議案第26号、令和８年度西原村中央簡易水道事業会計予算。 

  総則。 

  第１条、令和８年度西原村中央簡易水道事業会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

  業務の予定量。 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

  第１号、給水戸数2,100戸、第２号、年間総給水量56万㎥、第３号、１日平

均給水量1,534㎥、第４号、主要な建設改良事業5,280万2,000円。 

  収益的収入及び支出。 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入。 

  第１款水道事業収益１億2,771万9,000円、第１項営業収益１億1,202万円、

第２項営業外収益1,569万8,000円、第３項特別利益1,000円。 

  支出。 

  第１款水道事業費用9,334万9,000円、第１項営業費用8,596万4,000円、第

２項営業外費用633万4,000円、第３項特別損失５万1,000円、第４項予備費100

万円。 

  資本的収入及び支出。 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額2,429万9,000円は、引継金で補塡する

ものとする）。 

  収入。 

  第１款資本的収入6,809万2,000円、第１項企業債3,530万円、第３項補助金

1,492万2,000円、第４項他会計補助金1,787万円。 

  支出。 

  第１款資本的支出9,239万1,000円、第１項建設改良費5,280万2,000円、第

２項固定資産349万1,000円、第３項企業債償還金3,609万8,000円。 

  ２ページをお願いいたします。 

  継続費。 

  第５条、継続費の総額及び年割額は、次のとおりと定める。 



  款資本的支出、項建設改良費、事業名、簡易水道再編推進事業、総額７億

3,703万円。年度及び年割額につきましては、記載のとおりでございます。 

  継続費につきましては、今回、新たに追加した項目となりますが、建設改

良の完成に複数年度を要する事業で、総額と年割額を事前に議会で議決し、

年度を越えて予算を繰り越して使用できるようにするための項目となります。 

  企業債。 

  第６条、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次の

とおりと定める。 

  起債の目的、簡易水道施設建設改良事業。限度額3,530万円。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては記載のとおりでございます。 

  一時借入金。 

  第７条、一時借入金の限度額は、5,000万円と定める。 

  予定支出の各項の経費の金額の流用。 

  第８条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 

  第１号、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。 

  第９条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

  第１号、職員給与費751万2,000円。 

  他会計からの補助金。 

  第10条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1,974万7,000円で

ある。 

  たな卸資産の購入限度額。 

  第11条、たな卸資産の購入限度額は、157万8,000円とする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  それでは、内容についてご説明いたします。 

  再度、１ページをお願いします。 

  まず、第１条に総則、第２条に本年度の業務予定量を定めております。本

年度の給水戸数は、冒頭に申し上げましたように2,100戸、年間総給水量は56

万㎥を予定しております。第３条では収益的収入を定めており、中央簡易水

道事業の経営活動に伴い発生が予想される全ての収益と、それに対する全て

の費用を計上するものでございます。 

  実施計画により予算第３条の内容を説明しますので、４ページをお願いし

ます。 



  収入の部では、項１営業収益１億1,202万円、こちらは主に水道料金と加入

金による収益を計上しております。 

  項２営業外収益1,569万8,000円、これは過去に受けている補助金等を長期

前受金戻入として892万円の計上、なお、これは現金の動きを伴わない収益と

なります。 

  雑収益については、簡易水道組合への応急給水に係る組合からの寄附金見

込額、他会計補助金としては、企業債償還金利息及び企業職員の児童手当に

係る一般会計からの繰入額などを計上しております。 

  以上が款１水道事業収益としての収入であり、合計で１億2,771万9,000円

でございます。 

  次に、支出の部です。 

  項１営業費用8,596万4,000円、こちらは収益を得るための経費として、水

源地や配水施設に係る光熱水費、修繕費、手数料や設備保守点検費、発電機

使用料などを計上しております。総係費としまして、企業運営に伴う事業経

費であり、企業職員人件費や企業会計運用の関連費用、水道料収納経費、メ

ーター検針費用、保険料や負担金などを計上しております。減価償却費は

3,228万1,000円であり、これは現金の動きを伴わない費用でございます。 

  項２営業外費用としまして633万4,000円であり、企業債利子償還金及び当

年度に係る消費税算定見込額などを計上、雑支出については、消費税申告の

算定上に生じる損益勘定での仮払消費税費用化等調整額となります。 

  予備費につきましては100万円を計上させていただきました。 

  以上が款１水道事業費用としての支出であり、合計で9,334万9,000円とし

ております。 

  続きまして、第４条の内容を説明しますので、５ページをお願いいたしま

す。 

  第４条では、資本的収支を定めておりまして、主に施設等の建設改良費や

それらの対応に要する費用の財源として、企業債借入金や補助金、繰入金を

計上するものでございます。今回は収支差引きで2,429万9,000円の不足とな

っておりますが、これについては、令和６年度から公営企業会計に移行した

際の引継金において補塡するものとしております。 

  まず、収入の部としまして、項１企業債3,530万円及び項３補助金1,492万

2,000円は、支出に計上している建設改良事業費の財源でございます。 

  第４項他会計補助金は1,787万円であり、過去に借り入れた熊本地震による

災害復旧事業に対する企業債の償還元金に対する一般会計からの全額の繰入

金であり、この50％が交付税措置されるものでございます。 

  以上が款１資本的収入としての収入であり、合計で6,809万2,000円として



おります。 

  支出の部におきましては、項１建設改良費5,280万2,000円、こちらの主な

ものとしまして、水道施設整備詳細設計業務の委託料4,217万4,000円を計上

しております。 

  固定資産としまして、メーター器棚卸し費用58万7,000円及び小森水道組合

との統合に伴う配水池整備予定地の用地購入費290万4,000円を計上しており

ます。 

  企業債償還金は3,609万8,000円であり、平成８年度に借り入れた事業拡張

に伴う企業債や、熊本地震からの災害復旧事業債及び公営企業会計移行に係

る企業債の令和８年度における元金償還金でございます。 

  以上が款１資本的支出としましての支出であり、合計で9,239万1,000円と

しております。 

  以上が資本的収支の内訳となります。 

  収益的収支及び資本的収支に係る予算の内容の詳細につきましては、17ペ

ージから21ページの明細書に記載しているとおりでございます。 

  なお、実施計画及び予算明細書においては、総計予算主義の原則により税

込み額を計上しております。 

  では、次に、財務諸表などをはじめとした予算に関する説明書の内容をご

説明いたします。 

  まず、６ページをお願いします。 

  令和８年度における予定キャッシュ・フロー計算書を添付しておりますが、

令和８年度期首における資金残高予定額は２億3,702万3,539円としており、

令和８年度末につきましては、この計上した予算を全て執行した場合、期末

資金残高が２億7,214万3,071円になると見込んでおります。14ページの令和

８年度末予定貸借対照表の現金・預金の額と一致します。 

  次に、11ページをお願いします。 

  前年度における予定損益計算書を添付しております。１年間の経営成績を

明らかにするため、その期間に得た全ての収益とそれに対する全ての費用を

税抜きで計上し、経営活動によってどれだけの効果があったかを示すもので

ございます。 

  なお、令和７年度中における純利益は668万2,265円と見込んでおります。 

  12ページから13ページにおいては、令和７年度末における予定貸借対照表

を添付しております。中央簡易水道事業が保有する全ての財産を総括的に確

認するものでございます。資産合計は８億5,209万5,141円、負債合計が２億

9,606万4,184円、資本合計が５億5,603万957円と見込んでおり、負債、資本

の合計額は資産合計額と一致します。 



  また、14ページから15ページにおきましては、この令和８年度の予算を全

て執行した場合における令和８年度末の予定貸借対照表でございます。資産

合計が９億637万2,643円、負債合計が３億1,676万3,973円、資本合計が５億

1,458万1,980円と見込んでおり、これも負債、資本の合計額は資産合計額と

一致します。 

  最後に、16ページにおきましては、会計方針としまして会計処理方法等を

記載しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ３番、松浦議員。 

○３番議員（松浦哲也君）３番、松浦です。 

  ２ページをお願いいたします。 

  この中で、簡易水道と小森水道の統合によります令和９年度予算が４億円

以上の予算を組んでありますが、これは配水池という認識としておりますが、

配水池が令和９年度にできました。そして、その村営水道との結合ですね、

それは令和12年度でよかったのか。それがまず１点。 

  それと、もう一つ、小森水道、簡易水道の統合による簡易水道からと小森

水道からの加入金がいつ入るのか、その２点をお尋ねいたします。 

○議長（西口義充君）水道課長。 

○水道課長（村上文英君）松浦議員の質問にお答えします。 

  まず、令和９年度に配水池を整備するということでしておりまして、それ

以後、管の布設替えとか、もろもろ行いますが、先ほど松浦議員がおっしゃ

ったとおり、令和12年度、村の水道管と新たな小森水道とか簡易水道、簡易

水道はあれですけれども、既設管をつないで、その管工事が終わり次第、給

水区域を切り分けます。ということで、令和12年度に村営水道と小森水道の

新たな配水池を結合し、区域変更を行うという形になります。 

  それから、加入金につきましては、ちょっと現時点では、統合見込みは令

和９年４月から行いたいと考えておりますので、それまでには頂くという形

を取る必要があります。以上です。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 



  これより本案を起立により採決します。 

  議案第26号、令和８年度西原村中央簡易水道事業会計予算について、原案

どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第26号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時１７分） 

 

（午前１１時２９分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第８、議案第27号、令和８年度西原村工業用水道事業会計予算につい

てを議題とします。 

  内容の説明を水道課長に求めます。 

（水道課長 村上文英君 登壇 説明） 

○水道課長（村上文英君）議案第27号についてご説明いたします。 

  （0225修正）議案第27号のファイルをお開きください。 

  議案第27号、令和８年度西原村工業用水道事業会計予算。 

  総則。 

  第１条、令和８年度西原村工業用水道事業会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

  業務の予定量。 

  第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

  第１号、給水事業所数８か所、第２号、年間総給水量30万5,140㎥、第３号、

１日平均給水量836㎥、第４号、主要な建設改良事業はございません。 

  収益的収入及び支出。 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入。 

  第１款水道事業収益2,494万3,000円。 

  支出。 

  第１款水道事業費用2,494万3,000円。 

  一時借入金。 

  第４条、一時借入金の限度額は、5,000万円と定める。 

  予定支出の各項の経費の金額の流用。 

  第５条、予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次

のとおりと定める。 



  第１号、営業費用、営業外費用及び特別損失の間の流用。 

  ２ページをお願いします。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費。 

  第６条、次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費

の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、

議会の議決を経なければならない。 

  第１号、職員給与費819万3,000円。 

  他会計からの補助金。 

  第７条、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、６万円である。 

  たな卸資産の購入限度額。 

  第８条、たな卸資産の購入限度額は、５万円とする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  それでは、内容についてご説明いたします。 

  実施計画により予算第３条の主な内容を説明しますので、４ページをお願

いします。 

  収入の部では、項１営業収益1,510万5,000円、主に水道料金による収益で

あります。第２項営業外収益983万7,000円、長期前受金戻入として125万8,000

円の計上と、雑収益839万1,000円、これは企業負担金でございます。 

  以上が款１水道事業収益としての収入であり、合計2,494万3,000円でござ

います。 

  次に、支出の部では、項１営業費用で2,066万7,000円、減価償却費は559万

7,000円であります。項２営業外費用367万7,000円、支払利息及び企業債取扱

諸費として工業用水道事業債の償還利息と当年度に係る消費税算定見込額を

計上しております。 

  以上が款１水道事業費用としての支出であり、合計2,494万3,000円として

おります。 

  収益的収支に係る予算の内容の明細につきましては、15ページから17ペー

ジの明細書に記載しているとおりでございます。 

  ５ページ以降に関係帳票を掲載しておりますので、５ページをよろしくお

願いします。 

  まず、５ページは、令和８年度における予定キャッシュ・フロー計算書と

なります。 

  次に、９ページをお願いします。前年度における予定損益計算書でござい

ます。 

  10ページから11ページにおきましては、令和７年度末における予定貸借対

照表となります。 



  また、12ページから13ページにおきましては、令和８年度末の予定貸借対

照表となります。 

  最後に、14ページにおきましては、会計方針と会計処理方法を掲載してお

ります。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第27号、令和８年度西原村工業用水道事業会計予算について、原案ど

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第27号は原案どおり可決されました。 

  日程第９、議案第28号、指定管理者の指定について（西原村構造改善セン

ター）を議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 中西 聡君 登壇 説明） 

○産業課長（中西 聡君）議案第28号についてご説明いたします。 

  議案第28号のファイルをお願いいたします。 

  議案第28号、指定管理者の指定について。 

  次のように指定管理者を指定するものとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  施設の名称、西原村構造改善センター。指定管理者の所在地、阿蘇郡西原

村大字小森3204番地１。名称及び代表者、一般社団法人西原村シルバー人材

センター、代表理事髙橋英信。指定の期間、令和８年４月１日から令和13年

３月31日まで。 

  提案理由でございます。 

  西原村構造改善センターの設置及び管理に関する条例第４条の規定に基づ

き、西原村構造改善センターの指定管理者を指定するに当たり、地方自治法

第244条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がございます。 

  これが、この議案を提出する理由でございます。 



  構造改善センターは、平成元年度から平成２年度にかけて、新農業構造改

善事業により建設され、平成18年度から指定管理者制度の導入に伴い、現在

の一般社団法人西原村シルバー人材センターを指定管理者に指定し、管理が

行われてきたところです。 

  西原村構造改善センターの指定管理は、令和８年３月31日で指定期間が終

了いたしますので、その管理につきましては、指定管理者による管理委託を

継続することとし、選定に当たっては、西原村公の施設に係る指定管理者の

指定手続等に関する条例第６条の規定に基づき、公募によらない指定管理者

の候補者の選定により、引き続き、一般社団法人西原村シルバー人材センタ

ーを指定管理者として管理委託を行おうとするものでございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第28号、指定管理者の指定について、原案どおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第28号は原案どおり可決されました。 

  日程第10、議案第29号、指定管理者の指定について（にしはらオーガニッ

クセンター）を議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 中西 聡君 登壇 説明） 

○産業課長（中西 聡君）議案第29号についてご説明いたします。 

  議案第29号のファイルをお願いいたします。 

  議案第29号、指定管理者の指定について。 

  次のように指定管理者を指定するものとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  施設の名称、にしはらオーガニックセンター。指定管理者の所在地、阿蘇

郡西原村大字宮山1957番地７。名称及び代表者、にしはらオーガニックセン

ター管理運営組合、組合長坂本君博。指定の期間、令和８年４月１日から令



和13年３月31日まで。 

  提案理由でございます。 

  にしはらオーガニックセンターの設置及び管理に関する条例第４条の規定

に基づき、にしはらオーガニックセンターの指定管理者を指定するに当たり、

地方自治法第244条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がありま

す。 

  これが、この議案を提出する理由でございます。 

  にしはらオーガニックセンターは、平成15年度から平成16年度にかけて畜

産環境総合整備事業により設置された施設で、平成18年度から指定管理者制

度の導入に伴い、現在のにしはらオーガニックセンター管理運営組合を指定

管理者に指定し、管理が行われてきたところです。 

  当施設の指定管理は、令和８年３月31日でその指定期間が終了いたします

ので、その管理につきましては、指定管理者による管理委託を継続すること

とし、選定に当たっては、西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例第６条の規定に基づき、公募によらない指定管理者の候補者の選

定により、引き続き、にしはらオーガニックセンター管理運営組合を指定管

理者として管理委託を行おうとするものでものでございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第29号、指定管理者の指定について、原案どおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第29号は原案どおり可決されました。 

  日程第11、議案第30号、指定管理者の指定について（西原村大野地区地域

農産物等活用型総合交流促進施設）を議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 中西 聡君 登壇 説明） 

○産業課長（中西 聡君）議案第30号についてご説明いたします。 



  議案第30号のファイルをお願いいたします。 

  議案第30号、指定管理者の指定について。 

  次のように指定管理者を指定するものとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  施設の名称、西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設。指定

管理者の所在地、熊本市東区戸島５丁目10番15号。名称及び代表者、熊本県

酪農業協同組合連合会、代表理事会長隈部洋。指定の期間、令和８年４月１

日から令和13年３月31日まで。 

  提案理由でございます。 

  西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設の設置及び管理に関

する条例第４条の規定に基づき、西原村大野地区地域農産物等活用型総合交

流促進施設の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項

の規定により議会の議決を経る必要があります。 

  これが、この議案を提出する理由でございます。 

  西原村大野地区地域農産物等活用型総合交流促進施設は、平成９年度から

平成10年度にかけて山村振興事業で建設しました阿蘇ミルク牧場の物産館及

び事務所、ゲート部分と隣接するトイレ及び総合案内所で、平成18年度から

指定管理者制度の導入に伴い、現在の熊本県酪農業協同組合連合会を指定管

理者に指定し、管理が行われてきたところです。 

  当施設の指定管理は、令和８年３月31日でその指定期間が終了いたします

ので、その管理につきましては、指定管理者による管理委託を継続すること

とし、選定に当たっては、西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に

関する条例第６条の規定に基づき、公募によらない指定管理者の候補者の選

定により、引き続き熊本県酪農業協同組合連合会を指定管理者として管理委

託を行おうとするものでございます。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第30号、指定管理者の指定について（西原村大野地区地域農産物等活

用型総合交流促進施設）を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求め



ます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第30号は原案どおり可決されました。 

  日程第12、議案第31号、指定管理者の指定について（西原村滝地区地域資

源活用総合交流施設（滝交流農園））を議題とします。 

  内容の説明を商工観光課長に求めます。 

（商工観光課長 山田 孝君 登壇 説明） 

○商工観光課長（山田 孝君）議案第31号についてご説明いたします。 

  お手元のタブレット、議案第31号をお願いいたします。 

  議案第31号、指定管理者の指定について。 

  次のように指定管理者を指定するものとする。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  施設の名称、西原村滝地区地域資源活用総合交流施設（滝交流農園）。指

定管理者の所在地、阿蘇郡西原村大字河原3467番地。指定管理者の名称及び

代表者、滝交流農園管理組合、代表西野秀登。指定の期間、令和８年４月１

日から令和13年３月31日まで。 

  提案の理由でございます。 

  西原村滝地区地域資源活用総合交流施設の設置及び管理に関する条例第４

条の規定に基づき、西原村滝地区地域資源活用総合交流施設（滝交流農園）

の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項の規定によ

り議会の議決を経る必要があります。 

  これが、この議案を提出する理由でございます。 

  西原村滝地区地域資源活用総合交流施設（滝交流農園）は、平成８年に山

村振興等農林漁業特別対策事業により建設され、平成18年から指定管理者制

度を導入し、平成30年から現在の滝交流農園管理組合を指定管理者に指定し、

管理運営が行われてきたところです。 

  西原村滝地区地域資源活用総合交流施設（滝交流農園）の指定管理は、令

和８年３月31日でその指定管理の期間が終了いたしますので、その管理につ

きまして、指定管理者による管理運営を継続することとし、選定に当たって

は、西原村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第６条の規

定に基づき、公募によらない指定管理者の候補者の選定により、引き続き、

滝交流農園管理組合を指定管理者として指定を行おうとするものです。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 



（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第31号、指定管理者の指定について（西原村滝地区地域資源活用総合

交流施設（滝交流農園））を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第31号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午前１１時５６分） 

 

（午後 １時０１分） 

○議長（西口義充君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第13、議案第32号、村道の路線廃止について、日程第14、議案第33号、

村道の路線認定についてを一括議題としたいと思いますが、ご異議ございま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認め、一括議題とします。 

  内容の説明を建設課長に求めます。 

（建設課長 久野 太君 登壇 説明） 

○建設課長（久野 太君）議案第32号についてご説明いたします。 

  ファイルをお開きください。 

  議案第32号、村道の路線廃止について。 

  道路法第10条第１項の規定により、村道路線を次のとおり廃止することと

する。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  路線名、192号馬場３号線。起点、西原村大字鳥子字馬場921－６番地先。

終点、西原村大字鳥子字馬場923－１番地先。延長、117.4ｍ。平均幅員、3.5

ｍ未満。摘要、その他。 

  提案理由を申し上げます。 

  村道の路線廃止については、道路法第10条第３項の規定により、議会の議

決を経る必要があり、これがこの議案を提出する理由でございます。 



  内容についてご説明します。 

  現在、鳥子地区において、県道山西大津線の歩道整備工事が行われており

ますが、これに伴い同県道に接続する村道馬場３号線の取付位置を変更する

必要が生じました。当該工事により道路の線形及び終点の位置が変更となる

ため、法手続として、現在の路線を一旦廃止し、新たな形状に合わせて再認

定を行うものでございます。 

  廃止する区間等の詳細につきましては、別ファイル参考資料にお示しした

とおりでございます。 

  続きまして、議案第33号についてご説明いたします。 

  ファイルをお開きください。 

  議案第33号、村道の路線認定について。 

  道路法第８条第１項の規定により、村道路線を次のとおり認定することと

する。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  路線名、馬場３号線。起点、西原村大字鳥子字馬場。終点、西原村大字鳥

子字馬場。摘要、その他。 

  提案理由を申し上げます。 

  村道の路線認定については、道路法第８条第２項の規定により、議会の議

決を経る必要があり、これがこの議案を提出する理由でございます。 

  内容についてご説明いたします。 

  本案は、先ほどご説明いたしました路線の廃止と関連する案件でございま

す。県道山西大津線歩道整備工事に伴う取付道路の付け替えにより、新たに

整備された区間を改めて村道馬場３号線として認定しようとするものでござ

います。 

  認定する区間等の詳細につきましては、別ファイル参考資料にお示しした

とおりでございます。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。なお、質疑をされる際には、議案番号を述べて質疑をお願いします。質

疑ございませんか。 

  ８番、山下議員。 

○８番議員（山下一義君）８番、山下です。 

  この議案第33号の件ですけれども、今、旧道につきましては、朝のうちだ

け車両通行止めにしております。子どもたちが、ここの道が狭いところを通

って行きますから、通行止めになっておりますけれども、その延長をこの新

しい道路までする必要があると思いますけれども、いかがでしょうか。朝の



時間帯だけ、朝の時間帯にこげんなっとんですよね。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）山下議員のご質問にお答えいたします。 

  規制に関しましては、一応、公安なので、地元のご意見を伺って、役場も

地元のご意見に沿って申入れしたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（西口義充君）８番、山下議員。 

○８番議員（山下一義君）ですから、旧道が今まで時間帯規制になっておりま

すから、それを行政のほうで延長してもらってはどうでしょうか、距離の延

長をですね。 

○議長（西口義充君）村長。 

○村長（吉井 誠君）決定は公安のほうなんで、それも併せて村のほうからも

地元の要望に合わせてお願いしていきたいというふうに思っています。 

○８番議員（山下一義君）じゃ、お願いします。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論は１議案ごとに行います。 

  議案第32号について、討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第32号、村道の路線廃止について、原案どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第32号は原案どおり可決されました。 

  続いて、議案第33号について、討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第33号、村道の路線認定についてを原案どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第33号は原案どおり認定されました。 

  日程第15、議案第34号、工事請負変更契約の締結について（滝川河川災害



復旧工事）を議題とします。 

  内容の説明を建設課長に求めます。 

（建設課長 久野 太君 登壇 説明） 

○建設課長（久野 太君）議案第34号についてご説明いたします。 

  ファイルをお開きください。 

  議案第34号、工事請負変更契約の締結について。 

  次のとおり工事請負変更契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を求める。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  １、契約の目的、災補河第313号、滝川河川災害復旧工事。 

  ２、変更前契約額9,009万円（税抜額8,190万円）。変更後契約額8,578万7,900

円（税抜額7,798万9,000円）。430万2,100円の減額でございます。 

  ３、契約の相手方、所在地、熊本県阿蘇郡西原村大字鳥子2710番地、会社

名、日置工業株式会社、代表者、代表取締役日置通也。 

  滝川河川災害復旧工事につきましては、令和６年６月第２回定例会にて当

初契約締結の議決をいただいたこところであります。今回は請負契約金額の

変更をお願いするものでございます。 

  変更の主な理由を申し上げます。 

  河川内にある転石の破砕及び運搬処分終了につきましては、当初想定数量

400㎥としておりましたが、護岸復旧に支障となる必要最小限の破砕とし、数

量240㎥に変更したことによるものです。 

  別ファイルに参考資料としまして工事請負変更仮契約書の写しを添付して

おります。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第34号、工事請負変更契約の締結について（滝川河川災害復旧工事）

を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 



○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第34号は原案どおり可決されました。 

  日程第16、議案第35号、工事請負変更契約の締結について（秋田灰床線道

路災害復旧工事）を議題とします。 

  内容の説明を建設課長に求めます。 

（建設課長 久野 太君 登壇 説明） 

○建設課長（久野 太君）議案第35号についてご説明いたします。 

  ファイルをお開きください。 

  議案第35号、工事請負変更契約の締結について。 

  次のとおり工事請負変更契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を求める。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  １、契約の目的、災補道第３号、秋田灰床線道路災害復旧工事。 

  ２、変更前契約額7,653万8,000円（税抜額6,958万円）。変更後契約額１億

3,330万4,600円（税抜額１億2,118万6,000円）。5,676万6,600円の増額でご

ざいます。 

  ３、契約の相手方、所在地、熊本県阿蘇郡西原村大字宮山865、会社名、藤

川建設株式会社、代表者、代表取締役藤川俊光。 

  秋田灰床線道路災害復旧工事については、令和６年８月第３回定例会にて

当初契約締結の議決をいただいたこところであります。今回は請負契約金額

の変更をお願いするものでございます。 

  変更の主な理由を申し上げます。 

  令和６年度より工事を進めておりましたが、昨年８月の豪雨の影響により

現場内で新たな崩落等の被害が発生したため、復旧に必要な対策工を追加す

るものでございます。主な追加工種は、のり枠工626㎡、鉄筋挿入工59本、水

抜ボーリング工延長116ｍ等でございます。 

  なお、別ファイルに参考資料としまして、公共工事請負変更仮契約書の写

しを添付しております。 

  説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 



○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第35号、工事請負変更契約の締結について（秋田灰床線道路災害復旧

工事）を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第35号は原案どおり可決されました。 

  日程第17、議案第36号、工事請負変更契約の締結について（鳥子地区新工

業団地１工区造成工事）を議題とします。 

  内容の説明を総合政策課長に求めます。 

（総合政策課長 堀田和也君 登壇 説明） 

○総合政策課長（堀田和也君）議案第36号についてご説明させていただきます。 

  議案第36号のファイルをよろしくお願いします。 

  議案第36号、工事請負変更契約の締結について。 

  次のとおり工事請負変更契約を締結したいので、地方自治法第96条第１項

第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第２条の規定により議会の議決を求める。 

  令和８年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  １、契約の目的、西工団第12号、鳥子地区新工業団地１工区造成工事。 

  ２、変更前契約金額１億4,850万円（税抜額１億3,500万円）。変更後契約

金額１億6,901万6,100円（税抜額１億5,365万1,000円）。2,051万6,100円の

増額となっております。 

  ３、契約の相手方、所在地、熊本県阿蘇郡西原村大字宮山865、会社名、藤

川建設株式会社、代表者、代表取締役藤川俊光。 

  主な工事の変更の概要につきまして、ご説明いたします。 

  本工事に流用して使用することとしていた流用土の一部につきまして、室

内土質試験の結果、含水比が高く、盛土材としてそのまま使用することが不

適であったため、石灰の配合試験に基づき、宅地造成事業の基準を満たす盛

土材として使用するため、石灰添加による土質改良工を追加したことと、調

整池本体の遮水性をより確実に確保するため、張りコンクリートから吹付け

コンクリートに工法を変更したこと。また、県の開発担当部局から、排水機

能の確保やのり面保護を実施することの指示による工種の追加を行ったこと

などが、主な変更の理由でございます。 

  次のページに参考資料といたしまして公共工事請負変更仮契約書の写しを

添付いたしております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 



○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第36号、工事請負変更契約の締結について（鳥子地区新工業団地１工

区造成工事）を原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（西口義充君）起立多数であります。 

  よって、議案第36号は原案どおり可決されました。 

  日程第18、議案第37号、指定管理者の指定について（西原村運動公園）を

議題とします。 

  内容の説明を教育課長に求めます。 

（教育課長 秋吉蘭子君 登壇 説明） 

○教育課長（秋吉蘭子君）議案第37号についてご説明いたします。 

  ファイルをお開きください。 

  議案第37号、指定管理者の指定について。 

  次のように指定管理者を指定するものとする。 

  令和８年３月13日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  施設の名称、西原村運動公園。指定管理者の所在地、熊本市東区秋津新町

１番34号、名称及び代表者、西原村運動公園ベストマネジメントコンソーシ

アム、代表山崎祥文（代表団体株式会社マリーゴールドホールディングス）。

指定の期間、令和８年７月１日から令和11年３月31日まで。 

  提案理由でございます。 

  西原村運動公園の設置及び管理に関する条例第18条の規定に基づき、西原

村運動公園の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法第244条の２第６項

の規定により議会の議決を求めるものでございます。 

  本コンソーシアムは、株式会社マリーゴールドホールディングスを代表団

体とし、スポーツ振興や施設管理に実績のある３団体で構成されております。

選定に当たりましては、公募型プロポーザルを実施いたしました。応募団体

は１団体のみでございましたが、選定委員全員が村の求める基準を満たすと

評価したことから、候補者として選定したものでございます。 

  特に、民間ならではのホスピタリティによる窓口サービスの向上や専門的



な予防修繕による施設の長寿命化、さらには防災拠点としての即応体制など

が高く評価されました。 

  運営に当たりましては、現職スタッフの雇用を原則継続し、培われたノウ

ハウを継承いたします。また、使用許可等の事務を現場で完結させることで、

住民の利便性と行政効率の向上が図られることを確認しております。 

  説明は以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  １番、山下議員。 

○１番議員（山下圭介君）１番、山下です。 

  今回、運動公園の指定管理ということで、民間運営ということで、すごく

楽しみにしています。制度導入後の施設管理の状況やサービスの質について、

村として、どのように評価、監督していくのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（西口義充君）教育課長。 

○教育課長（秋吉蘭子君）山下議員の質問にお答えいたします。 

  評価、監督につきましては、毎月の実施状況報告の提出を義務づけており

まして、利用件数や稼働率、収支状況、苦情相談の状況などをリアルタイム

に把握しながら、適正な運営が行われているかチェックしていくところにし

ております。 

  また、候補者が提案している候補者と関係団体、そして村が課題解決やサ

ービス向上を目指す意見交換の場において、地域住民や関係団体の声を直接

把握することで、迅速かつ的確な指導・監督につなげてまいります。 

  また、指定管理者制度の導入は、本村の社会体育施設にとって初めての試

みでもございます。そのため、指定管理者に任せきりにすることなく、村も

当事者として伴走しながら、運営状況をきめ細かく把握していく予定でおり

ます。以上でございます。 

○議長（西口義充君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第37号、指定管理者の指定について（西原村運動公園）を原案どおり

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 



○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、議案第37号は原案どおり可決されました。 

  日程第19、同意第１号、西原村副村長の選任につき同意を求めることにつ

いてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 堀田隆二君 登壇 説明） 

○総務課長（堀田隆二君）同意第１号についてご説明いたします。 

  ファイルのほう、よろしくお願いいたします。 

  同意第１号、西原村副村長の選任につき同意を求めることについて。 

  西原村副村長に次の者を選任したいので、地方自治法第162条の規定により

議会の同意を求める。 

  令和８年３月13日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  記。 

  住所、熊本県菊池市七城町砂田2574－１。氏名、西村絹代。生年月日、昭

和51年５月12日。 

  提案理由でございます。 

  西原村副村長中野由紀氏（旧姓田島由紀氏）が令和８年３月31日をもって

退職となるため、新たに副村長を選任いたしたく提案するものでございます。 

  次のページに履歴書を添付させていただいております。本人の希望により

まして、氏名欄の後に旧姓使用、田代絹代としております。 

  説明は以上でございます。ご同意方よろしくお願いいたします。 

○議長（西口義充君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  同意第１号、西原村副村長の選任につき同意を求めることについて、原案

どおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、同意第１号は原案どおり同意することに決定されました。 

  日程第20、発議第１号、西原村議会基本条例の制定についてを議題としま

す。 



  西原村議会基本条例の制定については、タブレットに提示のとおりです。 

  内容の説明を提出者、中西義信君に求めます。 

（７番議員 中西義信君 登壇 説明） 

○７番議員（中西義信君）発議第１号、令和８年３月13日、西原村議会議長、

西口義充様。 

  提出者、西原村議会議員、中西義信。 

  賛成者、西原村議会議員、桂悦朗。 

  賛成者、西原村議会議員、尾崎幸穂。 

  西原村議会基本条例の制定について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び西原村議会会議規則第

14条第２項の規定により提出する。 

  提出の理由。 

  二元代表制の一翼を担うものとしてその責務を認識するとともに、村民参

加を基本とする開かれた議会を目指し、議会及び議員の活動の活性化と充実

に必要な議会運営の基本的事項を定めた本村議会における最高規範としてこ

の条例を制定する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  以上で説明を終わります。 

○議長（西口義充君）ただいま提出者より内容の説明がございました。 

  これより質疑に入ります。提出者に質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。自席に帰

ってください。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  発議第１号、西原村議会基本条例の制定について、原案どおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、発議第１号は原案どおり可決されました。 

  日程第21、発議第２号、西原村議会会議規則第129条に伴う議員派遣につい

てを議題とします。 

  お諮りします。議員派遣の件については、タブレットに提示のとおり派遣

することにしたいと思います。ご異議ございませんか。 



（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認めます。 

  よって、発議第２号、西原村議会会議規則第129条に伴う議員派遣について

は、タブレットに提示のとおり派遣することに決定しました。 

  日程第22、陳情書等審議についてを議題とします。 

  本日までに受理した陳情書は、タブレットに掲載の陳情等文書表のとおり

です。 

  お諮りします。陳情書受理番号１番については、会議規則第95条及び会議

規則第92条第２項の規定によって、委員会付託を省略して、本議会で審議し

たいと思います。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認めます。 

  したがって、陳情書受理番号１番については、委員会の付託を省略するこ

とに決定しました。 

  陳情書受理番号１番。 

  受理年月日、令和８年２月16日。 

  陳情者、谷水道組合長島野英嗣。 

  陳情の要旨、谷水道組合の村営水道への加入及び公費による給水管設備に

ついての要望書。 

  要望書の朗読を事務局より行います。 

（議会事務局長 海津智子君 登壇 朗読） 

○議長（西口義充君）ただいま事務局より朗読が終わりました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（西口義充君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（西口義充君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより、陳情書受理番号１番、谷水道組合の村営水道への加入及び公費

による給水管設備についての要望書を採択することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

（起立全員） 

○議長（西口義充君）全員起立であります。 

  よって、陳情書受理番号１番は、採択されたものと決定しました。なお、

採択された陳情書については、関係機関に送付することとします。 

  日程第23、組合議会の報告を行います。 



  組合議会議員から報告がございましたらお願いします。 

  ２番、加藤議員。 

（２番議員 加藤博敏君 登壇 報告） 

○２番議員（加藤博敏君）２番議員、加藤です。 

  組合議会報告を行います。 

  令和８年第１回益城、嘉島、西原環境衛生施設組合議会定例会が、令和８

年２月27日16時より、益城、嘉島、西原環境衛生施設組合会議室において開

催されました。 

  内容については、次のとおりであります。 

  議案第１号、令和７年度益城、嘉島、西原環境衛生施設組合一般会計補正

予算につきまして、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ95万9,000円を追

加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億5,524万6,000円となりま

す。 

  主な歳入としましては、基金の利子が金利上昇により95万9,000円増加しま

した。 

  歳出につきましては、ごみ処理費が6,495万円減額され、一般管理費95万

9,000円、予備費6,495万円それぞれ増額されました。 

  続きまして、議案第２号、令和８年度益城、嘉島、西原環境衛生施設組合

一般会計予算につきまして、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億

981万5,000円と定めます。 

  歳入につきましては、主なものとして、昨年比較、３町村の分担金1,465万

円、繰入金2,600万円が減額されており、繰越金2,500万円が増額されており

ます。 

  歳出では、主なものとして、昨年比較、一般管理費286万4,000円、また、

ごみ処理費1,570万9,000円が減額されております。 

  令和７年４月より、熊本市に全量可燃ごみ処理業務委託予定でありました

が、下水道工事の遅れにより、令和７年度及び令和８年度も一定期間、週２

日は既存の施設を使っているとのことで、ごみ処理費がいずれも減額となっ

ております。 

  議案第１号、議案第２号とも、全員賛成で可決されました。 

  これで組合議会報告を終わります。 

○議長（西口義充君）ただいま報告が終わりましたが、何かお尋ねはございま

せんか。 

（「なし」の声） 

○議長（西口義充君）お尋ねがないようですので、自席にお戻りください。 

  ほかに報告ございませんか。 



  ４番、尾崎議員。 

（４番議員 尾崎幸穂君 登壇 報告） 

○４番議員（尾崎幸穂君）４番議員、尾崎です。 

  令和８年第１回熊本県後期高齢者医療広域連合議会定例会の報告を行いま

す。 

  令和８年２月６日、熊本県市町村自治会館にて令和８年第１回熊本県後期

高齢者医療広域連合議会定例会が開催されましたので、報告いたします。 

  本議会では、議第１号から第８号までの議案が上程、条例の改正３件、予

算関係４件、熊本県後期高齢者医療広域連合第５次広域計画の策定について

が１件審議されました。 

  主な事項については、議第６号、令和８年度後期高齢者医療広域連合一般

会計予算について、歳入歳出の総額が３億7,973万6,000円、前年度対比1,357

万円の増。 

  議第７号、令和８年度後期高齢者医療特別会計予算について、歳入歳出の

総額3,414億2,241万5,000円、前年度対比98億5,218万4,000円の増。 

  全議案、可決、承認されました。 

  以上で報告を終わります。 

○議長（西口義充君）ただいま報告が終わりましたが、何かお尋ねはございま

せんか。 

（「なし」の声） 

○議長（西口義充君）お尋ねがないようですので、自席にお戻りください。 

  ほかに報告はございませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（西口義充君）ないようでしたら、これで組合議会報告を終わります。 

  日程第24、委員会の閉会中の継続調査申出についてです。 

  タブレットに提示のとおり、各常任委員会の申出に従いまして、議会運営

委員会委員長中西義信君、総務福祉常任委員会委員長桂悦朗君、産業教育常

任委員会委員長尾崎幸穂君、議会広報常任委員会委員長坂本隆文君、以上の

方から申出があっております。 

  事件、期限等については、タブレットに提示のとおりです。 

  お諮りします。各委員会からの申出のとおり閉会中の継続調査とすること

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認めます。 

  したがって、各委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることに

決定しました。 



  お諮りします。本定例会中、誤読によるもの及び議決の結果、その条項、

字句、数字等の整理、訂正を要するものにつきましては、会議規則第45条の

規定によりまして、議長にご委任いただきたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認めます。 

  したがって、条項、字句、数字の整理、訂正は、議長に委任することと決

定しました。 

  昨日、開会前に申し上げましたが、桂議員より、３月11日に行われました

一般質問の米のレビューの発言について、一部発言の取消しをいたしますの

とのことでしたので、ご報告を申し上げます。 

  ここで、３月末をもって退任されます田島副村長に退任のご挨拶をお願い

したいと思います。 

（副村長 田島由紀君 登壇 挨拶） 

○副村長（田島由紀君）退任に当たりまして、ご挨拶の機会を頂戴し、心より

御礼申し上げます。 

  令和６年第１回定例会において、議会より選任の同意をいただき、令和６

年４月１日に着任以来２年間、皆様のお力添えにより副村長の任務を遂行す

ることができました。今定例会開会日の提案理由説明の中で、村長から身に

余るお言葉を頂戴し、大変光栄に存じますとともに、感謝の気持ちでいっぱ

いでございます。 

  村の課題であった公共交通と工業団地の完成並びに工場誘致、商業施設誘

致について、形にすることができたことが大変感慨深く思います。特に、公

共交通については、各界から成る委員会を構成し、半年で計画を策定し、村

長の政策目標である運動公園と空港をつなぐコミュニティ交通の導入を行う

とともに、高齢者向け、学生向けなど、様々なターゲットに対し、パッケー

ジとして事業化できたことは、成果と感じています。 

  このほかにも、ここにいらっしゃる皆様と共に、人口回復記念式典、空港

アクセス道路の整備要望、基腐病対策、台湾の小学校との国際交流、ナミ像

誕生祭、保育園の在り方検討会、村内企業と高校・大学とのマッチング支援、

財調基金の方針検討など、全ての所属と意欲的な取組を行うことができまし

た。よそにはない、村のよいところと、よい取組を発信するよう心がけまし

た。それにより、さらなる人口流入、産業集積が期待できると思います。ま

た、大切畑ダム跡地利活用や県道改良、公共育成牧場関連、河川の水質問題

などに関して、県との調整も行いました。 

  これらは、決して自分の力だけではなく、西原村のポテンシャルに恵まれ



支えられたおかげだと感じています。豊かな自然と景観があり、立地がよく、

県で一番の人口増加率を誇る村の成長力を日々実感する毎日でした。 

  そして、何よりも吉井村長をはじめ、すばらしい職員の皆さんの支えと頑

張りがあり、本当に温かく受け入れてくださった議員の皆様、村民の皆様と

の出会いがあったからだと思います。職員、議員、村民の皆様には、熊本地

震という大災害を乗り越えた経験をベースとした底力や強い絆を感じました。

吉井村長を筆頭に、議員の皆さん、課長さん方が、どうすれば村がよくなる

か、村のために、村民のためになるかということをいつも念頭に置かれて仕

事に当たられているという姿がありました。その姿勢には本当に頭が下がる

思いです。自治体職員として大切なことを体で学ぶことができました。 

  県庁におりますと、市町村の公平性を重視するあまり、ともすれば画一的

な対応になりがちですが、それを再考させられる経験となりました。県に戻

った後も、各自治体、各地域のお話をよく聞いて、本当に求めていらっしゃ

ること、困っていることに寄り添いたいと思います。 

  ２年間、本当にあっという間でしたが、皆様と一緒に西原村の行政、村づ

くりを担った経験は何にも代え難い財産になったと思います。私の至らなか

ったところ、ご迷惑をおかけしたところも数多くありますが、いつも笑顔で

支え、導いてくださり、本当にありがとうございました。村を離れても、い

つどこにいても、西原村の応援団だと思っております。いつでも声をかけて

ください。 

  西原村のますますのご発展と皆様のご健勝、ご活躍を心より祈念申し上げ

て、ご挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。（拍手） 

○議長（西口義充君）議会を代表いたしまして、一言ご挨拶を申し上げます。 

  田島副村長におかれましては、２年間、西原村の発展のために大変なご尽

力をいただきました。本当にお礼並びに感謝を申し上げます。また、西原村

においては初めての女性の副村長ということで、我々も大変期待をしており

まして、喜んでおりました。最初来られたときに、ご挨拶に伺いまして、と

てもすばらしい、笑顔のきれいな方で、これは本当にみんな癒やされるなと

思いました。村長はじめ職員の方々、我々議員も本当にこの２年間、癒やさ

れました。本当にありがとうございました。 

  また、西原村でいろんな事業、施策がありましたけれども、その中でスピ

ード感を持って村長と一緒に、職員も一緒になって事業の推進を進めてこら

れました。本当に感謝申し上げます。 

  その中で、鳥子第２工業団地につきましては、企業の選定におきましても、

県とのパイプ役として、いろんな情報を入れながら、西原村のために頑張っ

ていただきました。 



  また、大切畑ダムにおかれましても、県とのパイプ役ということで、本当

に跡地問題とかその周辺の問題等もいろいろありましたけれども、これもや

はり田島副村長がおったからスムーズにいけたのじゃないかと私は思ってお

ります。本当に感謝でいっぱいでございます。 

  それから、公共交通、益城・西原空港ライナーにおきましても、これはや

はり田島副村長でなければできなかった事業だと思っております。やはり大

きな事業は村だけで取り組んでもなかなか進むものではないと思っておりま

す。 

  それから、あと１つ、大津駅から空港までのライナーですね、西原村の空

港ライナーのお話のときに副村長にはお話ししたと思いますけれども、西原

村の子どもたちが空港ライナーから大津に乗れないということを保護者の方

から聞いておりましたので、すぐさま副村長にお願いとお話に伺いました。

そのときに言われたのが、あの空港ライナー、蒲島知事のお仕事でできてお

りますので、でも、今、木村知事に代わりましたので、多分大丈夫じゃない

かということで、頑張ってみますということで、本当にこんなに早くできる

と思っておりませんでした。新聞を見て、びっくりしました。多分、西原村

の保護者の方は大変喜んでいると思います。学生が、市内に通う子はバスを

利用しますけれども、やはり空港が近くにあるということは、大津駅まで学

校から駅まで通って、それから空港まで来て、保護者が迎えに来るという状

況になると思っております。また、これによって、益城・西原空港ライナー

の活用も増えると、私は思っております。本当に感謝申し上げます。 

  それから、いいことばっかりではなくて、大変なこともいっぱいありまし

た。吉井村長を手助けしている姿、後ろから見ておりまして、本当にすばら

しい方だなと。吉井村長は、本当にこの２年間、救われておりました。もう

これはみんなが思っております、議員総出で。私は代表者で言っております

ので、今日は。そういうことで、皆さんのご期待に応えていただきました。

本当にいろんな面において、大変なご苦労があったと思っております。いろ

んなお話も聞いておりますし、多分相当なご心痛もあったんじゃないかなと

いう気持ちもしておりますけれども、持ち前の明るさで、すばらしい笑顔で、

嫌な顔一つ見せず対応していただきました。本当にすばらしい方でした。 

  今度は４月から県庁に帰られますけれども、どうか西原村のことをご支援、

ご鞭撻のほどお願いしたいと思います。そして、持ち前のパワーで、今度は

県のほうに帰られて、県民のために精いっぱい働いていただいて、県をまだ

まだよくしていただきたいなと思っております。今後、健康に留意されて、

田島さんの活躍をお祈りしております。 

  本当にお世話になりました。ありがとうございました。 



○副村長（田島由紀君）ありがとうございました。（拍手） 

○議長（西口義充君）お諮りします。本日の議事日程及び本定例会の会議に付

された議事は全て終了しました。 

  したがって、会議規則第８条の規定によって、本日で閉会したいと思いま

す。ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（西口義充君）異議なしと認めます。本定例会は本日で閉会することに

決定しました。 

  これで本日の会議を閉じます。これをもって、令和８年第１回西原村議会

定例会を閉会します。 

 

 

午後 ２時０３分   閉 会 
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